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平成２９年度～令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

総括総合研究報告書 

 
中規模建築物における衛生管理の実態と特定建築物の適用に関する研究 

 
研究代表者  小林 健一   国立保健医療科学院医療・福祉サービス研究部 上席主任研究官 

研究要旨：特定建築物（延床面積 3,000 ㎡以上の建築物、学校は 8,000 ㎡以上）は建築物衛生法のより、

室内環境の維持管理と測定報告に関する法的根拠から管理されている。一方、特定建築物に該当しない

中規模建築物の数は特定建築物のおよそ半数に及ぶことが明らかにされたが、建築物衛生法適用対象外

であるため監視や報告の義務がないことから衛生管理状況の実態が不明瞭となっている。 
本研究は、建築物衛生法の特定建築物に含まれない中小規模、特に床面積 2000～3000 ㎡の建築物に

おける空気温熱環境、給排水の管理、清掃、ねずみ等の防除など適切な衛生管理方策の検討と提言を目

的とする。建築物衛生法は環境衛生全体を網羅して管理・監督する法律であり、これまで 50 年間近く

室内環境の悪化防止と改善に貢献してきた我が国固有のものであるが、本研究ではこの建築物衛生法の

中規模建築物への適用可能性について検討するものである。 
3 年間以下項目について研究を遂行してきた。 

（1）中小建築物の空気･水･PC(ペストコントロール)等、環境衛生の管理実態を把握 
（2）中小建築物の環境衛生に係る健康影響実態の調査（Phase1・Phase2・Phase3） 
（3）中小建築物における衛生管理項目と水準の提案 

関連財団・社団等の協力を得て設定した調査対象集団 500 件に対してアンケート形式の Phase1 研究

を行った。Phase2 として Phase1 の 500 件から 2 年目に 42 件、3 年目に 24 件を対象とし、温度・湿

度・CO2 測定の冷暖房期における 2 週間の連続測定を行い、規模と用途に係る概況を把握した。なお、

在室者の勤務環境と健康状態に関するアンケート調査を併せて行った。 
Phase3 では Phase2 の 50 件の中から毎年 10 件程度を選定し冷暖房期を中心に詳細現場測定を実施

した。建築物衛生法に規定された空気環境（6 項目：浮遊粉じん、温度、相対湿度、一酸化炭素、二酸

化炭素、気流）に加え、化学物質、微生物、PM2.5、給排水、掃除、PC など現場測定を行い、規模に

関する横断的な情報収集を詳細に行った。また、測定と同時に従業員及び管理者を対象に環境衛生に係

る健康影響実態のアンケート調査を行っいる。加えて、ビル管理業者を対象としたアンケート再調査に

より空気環境測定、空気調和設備維持管理、給水・排水管理、清掃、PC の管理状況実態に関する詳細

把握を行った。 
環境衛生に係る健康影響の実態を把握するため、物理環境測定と連携して建築物室内環境に起因する

症状や疾患に関するアンケート調査を実施し、疫学・統計学的な観点から解析を行った。 
国土交通省の法人土地・建物基本調査データを解析し、全国における建物の属性及び用途・規模特性

などを調べた。また、ペストコントロール協会が所属会員を対象に実施している全国アンケートデータ

の本研究グループで詳細解析した。ペストコントロールや衛生管理における建物用途及び規模別の特性

などを把握し、中小規模建築の衛生管理の提言の資料とした。 
結果、温度による有症率で中小規模がやや劣る評価となったが、温度制御性能に大きな問題はなかっ

た。相対湿度は冬期に 40%RH を満足することは難しく設備が無い或いは加湿能力が脆弱である。浮遊

微生物に関しては空調のフィルタ性能が劣ることから一部で課題が見られる。浮遊粉じん・PM2.5 に関

しては外気影響が大きく国内の大気質が良好なことから大きな問題にはならず、化学物質に関しては特

定建築物よりは濃度が高い場合があるが特段悪い環境にはなっていない。厚生労働省の濃度指針値の強

化や新物質の検討などを受け、今後も追跡してゆく必要がある。ペストコントロールとして、ゴキブリ

やねずみ、蚊の生息状況では、特定建築物と比べて衛生環境上問題となっている可能性が高いことが示

された。給水に関する管理は、特に遊離残留塩素の検査や貯水槽の清掃、点検および検査について、多

くの建築物では不十分な実施状況にあると判断された。 
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A. 研究目的 

特定建築物（延床面積 3,000 ㎡以上の建築物、

学校は 8,000 ㎡以上）に該当しない中小規模の建

築物には同法が適用されていない。 
 既往調査からは中規模建築物の数が特定建築物

のおよそ半数に及ぶことが明らかにされたが、建

築物衛生法適用対象外である中小規模の建築物に

おいては、監視や報告の義務がないことから衛生

管理状況の実態が不明瞭となっている。 
 本研究では、2,000～3,000 ㎡の中規模建築物に

おける室内環境及び空気衛生環境を中心に、給排

水の管理、清掃、ねずみ等ペスト防除といった、

建築物衛生法の環境衛生管理基準項目に係る要素

の実態と、建築物利用者の健康状況を調査し、特

定建築物の適用範囲拡大も含めた適切な衛生管理

方策の検討に必要な科学的根拠を明らかにするこ

とを目的とする。 
 
本研究は大きく以下に示す 3 項目に分けて遂行

してきた。 
1. 中小建築物の空気･水･PC(ペストコントロー

ル)等、環境衛生の管理実態を把握「鍵、島崎、金、

長谷川」 
中小建築物における建築物環境衛生の実態が明

らかになるとともに、建築物衛生法における特定

建築物の範囲見直しに際して、環境衛生要素毎、

建物規模別の衛生管理実態資料は、規制や監視指

導の必要性判断、規制効果の予測に不可欠な資料

となる。 
2. 中小建築物の環境衛生に係る健康影響実態の調

査（Phase1・Phase2・Phase3）「長谷川、東、金」 
温度・湿度・CO・CO2・浮遊粉塵・気流、カビ・

細菌、放射温度、化学物質及びPM2.5などの空気

環境に加え、水質管理、清掃、PCなどの環境衛生

状況に伴う健康影響を把握することで、室内衛生

管理と監視指導の必要性及び優先項目、規制効果

の解析と低減を可能にする。 
3. 中小建築物における衛生管理項目と水準の提案

「柳、小林、鍵」 
特定建築物の規模範囲の見直しによる管理・監

視指導の実施上の制約等を踏まえた衛生管理項目

と水準の提案を行う。研究資料は、環境衛生の権

原者、管理技術者、衛生管理サービス実務者、資

格試験など制度運用機関、監視指導行政を担う自

治体などに規制範囲や規制方法の提案根拠として

資する。 
全体成果として、物件数は多いが特定建築物で

はないためこれまでに衛生管理の対象でなかった

中小規模建築物における衛生環境の実態、利用者

の健康状態を明らかにすることで、権原者や管理

技術者及び監視指導行政に管理範囲・方法衛生管

理項目と水準の提案を行い、建築室内環境衛生の

維持管理と改善を促す根拠とする。 
 
 

B. 研究方法 
B.1 中小建築物の空気･水･PC(ペストコントロー

ル)等、環境衛生の管理実態を把握「鍵、島崎、金、

長谷川」  
 中小建築物の実態把握には、幅広い対象建物の

確保と、管理者及び利用者の協力獲得が最重要課

題となることから、対象側の負担軽減を重視して

以下の階層的調査方式を構想した。なお、「建築物

環境衛生の検証に関する研究」課題と連携して調

査対象の共通化を図り企画・実施した。 
本調査項目「B.1」は現場実測の物理量測定であ

り、「B.2」のアンケート調査と連携して行ってい

る。 
B.1.1 事前調査（Phase1）  
衛生管理状況及び対象選定のためのヒアリング

と事前現場測定を行った。 
ビルメンテナンス協会、ペストコントロール協

会にヒアリング調査を行い、管理状況を把握する

と共に、両協会の協力承諾を得た。アンケート及

び測定対象を明確にし、調査票の作成と発送準備、

測定物件500件を選定、事前アンケートを行った。

また、現場状況把握と課題発掘のため、小規模建

築 3 件において空気環境測定を行い、1 年目の冬期



-3- 
 

から現場測定を開始した。 
B.1.2 一般調査（Phase2）  

1 年目に行った Phase1 の 500 件の中から 50 件

程度を選定し、温度・湿度・CO2 測定の連続測定

を行った。特定建築物で不適合率が高い、温度、

湿度、CO2 濃度の 3 項目に対し、2 年目に 45 件、

3 年目に 25 件を対象に各季節（冷暖房期を中心）

における 2 週間の連続測定を行い、規模と用途に

係る概況を把握した。なお、在室者の勤務環境と

健康状態に関するアンケート調査を併せて行った。 
B.1.3 詳細調査（Phase3）  

毎年冷房・暖房期を中心に現場の詳細調査を行

った。併せて、ビル管理業者を対象としたアンケ

ートにより給排水管理、清掃、PC の管理状況など

調査した。Phase2 の 50 件の中から毎年 10 件程度

を選定し、建築物衛生法に規定された空気環境（6
項目：浮遊粉じん、温度、相対湿度、一酸化炭素、

二酸化炭素、気流）に加え、化学物質、微生物、

PM2.5、給排水、掃除、PC など現場測定を行い、

規模に関する横断的な情報収集を詳細に行った。  
また、測定と同時に従業員及び管理者を対象に

環境衛生に係る健康影響実態のアンケート調査を

行っている。 
加えて、ビル管理業者を対象としたアンケート

再調査により空気環境測定、空気調和設備維持管

理、給水・排水管理、清掃、PC の管理状況実態に

関する詳細把握を行った。 
B.1.4 中小規模建築物及びペストコントロールに

関する全国統計解析 
国土交通省の法人土地・建物基本調査データを

解析し、全国における建物の属性及び用途・規模

特性などを調べた。また、ペストコントロール協

会が所属会員を対象に実施した全国アンケートデ

ータを詳細解析して纏めた。  
 
B.2 中小建築物の環境衛生に係る健康影響実態の

調査（Phase2、Phase3）「長谷川、東、金」 
 環境衛生に係る健康影響の実態を把握するため

の調査・検討を行った。物理環境測定と連携して、

建築物室内環境に起因する症状や疾患に関するア

ンケート調査を実施し、公衆衛生学についてはシ

ックビル調査実績を有する分担研究者「東」が、

室内環境については「長谷川」が中心となって疫

学・統計学的な観点から解析を行った。 
質問内容・方法等の検討を各研究部会と連携し

て行ってアンケートを作成した後、関連協力団体

から提供された宛先情報に基づいて郵送での送

付・回収している。 
B.2.1 Phase2 

1年目に行ったPhase1から 50件程度を選定し、

冷暖房期における 2 週間の温湿度・CO2 連続測定

を行うとともに健康アンケート調査を実施してき

た。測定した温熱環境及び換気状況と健康状態の

関係を解析した。 
B.2.2 Phase3 

Phase2 から毎年 10 件程度を抽出し、空気・衛

生環境全般の詳細現場測定と健康に関するアンケ

ート調査を実施した。 
測定結果と健康状態の関係を解析し、測定結果

と調査票分析の完了と管理の在り方を提言する。 
 
B.3 中小建築物における衛生管理項目と水準の提

案 「柳、小林、鍵」  
 上記の一般測定、詳細測定、健康アンケート、

統計解析など衛生環境調査結果をもとに、中小建

築物に固有な適用条件や制約要因の整理を行い、

円滑な建築物衛生法の適用拡大に資する管理項

目・水準等に関する提案について検討した。 
 
（倫理面での配慮） 
 本調査は，国立保健医療科学院研究倫理審査委

員会の承認（承認番号ＮＩＰＨ－ＩＢＲＡ＃１２

１６０）および近畿大学医学部倫理委員会の承認

（承認番号２９－２３７）を得て実施した。 
 研究で知り得た情報等については漏洩防止に十

分注意して取り扱うとともに，研究以外の目的で

は使用しない。 
 
 
C. 研究結果 
C.1 中規模建築物に関する全国統計データ 
建築物衛生法が適用されない延床面積 3,000m2

未満の中規模建築物における衛生環境の維持管理

の実態や、建築物利用者の健康状態や職場環境等

の実態は明らかになっていない。また、法律が規

定する基準面積を引き下げ、環境衛生管理の適用

範囲を拡大することがたびたび議論されてきたが、

状況を裏付ける情報が十分に整備されている訳で

はない。 
そこで、本研究では国土交通省が実施している

「法人土地・建物基本調査」による統計データを

入手し、中小建築物ストックの現状を把握した。 
また、中小規模建築物ならびに特定建築物にお

ける、ねずみ・昆虫等の生息状況、管理状況など

の実態を明らかにするために、ねずみ・昆虫等の

防除を業務とする事業者を対象としたアンケート

調査データを用いて分析した。 
C.1.1 国土交通省による法人土地・建物基本調査

データ 
得られた知見は以下の通りである。 

1)  事 務 所 の 場 合 、 特 定 建 築 物 の 割 合 は

11.7%(12,352 件)であること、床面積 2,000~3,000 
m2未満の建物は 5.7%(6,054 件)であり、特定建築

物の約半数という割合になることがわかった。 
2) 事務所の建物総数は、東京都が最も多く、大阪

府、愛知県、北海道が次に続く。特定建築物は、
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東京都では他の地域とは異なり全体の 25%を占め

ているが、地方の県では特定建築物の割合は低く

10%未満である。また、床面積が 2,000~3,000 m2

未満の建物は全体の 5%程度であり、東京都であっ

ても 9.0%と割合は低い。 
3) いずれの用途においても、「床面積」と「築年

数」とに有意な関連性が確認できる。床面積が、

「2,000m2未満」「2,000~3,000m2未満」「3,000m2

以上」と規模が大きくなるにつれて、「築年数」が

大きくなる傾向がある。また、「契約内容」につい

ては、規模が大きいほど一部ではなく、全体で年

間契約する割合が高くなる。 
4) ロジスティック回帰分析による解析結果より、

ゴキブリやねずみ、蚊の生息状況では、特定建築

物と比べて中小規模建築物の方が衛生環境上問題

となっている可能性が高いことが示された。 
5)中小規模建築物と比べて特定建築物では、建築物

衛生環境管理基準を遵守することを背景に、ねず

み・昆虫等の駆除に対する意識が高く、害虫の生

息状況が適切に維持されている実態が示唆された。 
C.1.2 ペストコントロール協会による環境衛生

の管理実態 
中小規模建築物ならびに特定建築物における、

ねずみ・昆虫等の生息状況、管理状況などの実態

を明らかにするために、ねずみ・昆虫等の防除を

業務とする事業者を対象としたアンケート調査デ

ータを用いて分析した。対象とする建物用途は、

「飲食店」「食品販売店」「物販店」「病院」「ホテ

ル・旅館」「サウナ」「興行場」「事務所」である。

分析により以下の結果が得られた。 
1) 本調査にて得られたデータの「床面積」では、

いずれの用途においても特定建築物に該当する

「3,000m2 以上」の割合が高く 40～70%程度を占

めている。一方、中規模建築物に該当する「2,000
～3,000m2 未満」の割合は 20～30%程度に留まっ

ている。飲食店と食品販売店については、特定建

築物と同程度に「2,000m2未満」の割合が高いこと

が特徴である。 
2) いずれの用途においても、「床面積」と「築年

数」とに有意な関連性が確認できる。床面積が

「2,000m2未満」「2,000~3,000m2未満」「3,000m2

以上」と規模が大きくなるにつれて、「築年数」が

大きくなる傾向がある。また、「契約内容」につい

ては、規模が大きいほど一部ではなく、全体で年

間契約する割合が高くなる。 
3) ロジスティック回帰分析による解析結果より、

ゴキブリやねずみ、蚊の生息状況では、特定建築

物と比べて中小規模建築物の方が衛生環境上問題

となっている可能性が高いことが示された。 
4) 中小規模と比べて特定建築物では、建築物衛生

環境管理基準を遵守することを背景に、ねずみ・

昆虫等の駆除に対する意識が高く、害虫の生息状

況が適切に維持されている実態が示唆された。 

C.2 室内空気環境衛生の実態調査 
 中規模建築物における空気衛生環境及び給排水

の管理に係る実態を把握する目的で現場測定を行

った。調査項目は、温度・湿度・CO2 濃度、浮遊

微生物（カビ、細菌濃度）、パーティクル、PM2.5、
化学物質（アルデヒド類、VOCs、2E1H）、エンド

トキシン（細菌内毒素）である。 
C.2.1 温度  
中央値が冬期 24.5℃（中小規模ビル）と 24.3℃

（特定建築物）、夏期は 26.0℃（中小規模ビル）と

25.6℃（特定建築物）であり、大きな差は見られな

かった。また、一部の個別方式の対象室では、運

用状態によって夏期の立ち上がり時に室内温度が

28℃を上回るケースがあった。 
C.2.2 相対湿度  
冬期に最大値が 40％RH を上回るビルがあった

ものの、規模を問わず 75％タイル値が 40％RH を

下回っており、冬期の低湿度問題が再確認された。

夏期は規模を問わず概ね良好であった。 
C.2.3 CO2 濃度  
季節と規模を問わず全てが建築物衛生法管理基

準値の 1000ppm を満足した。 
Phase2で行った冷暖房機の 2週間連続測定結果に

関する詳細調査は次項で説明する。 
C.2.4 微生物  
細菌について、季節をと問わず中小規模ビルで

は特定建築物と同様に日本建築学会の管理規準値

500cfu/m3を満足していた。真菌は、冬期は中小規

模ビルの室内濃度が日本建築学会の管理規準値

50cfu/m3 を満足していたが、夏期は中小規模ビル

の空調・換気設備のろ過性能が比較的劣ってため、

高濃度の外気の侵入により室内浮遊真菌濃度が上

昇し、50cfu/m3 を超える対象室が散見された。一

方、特定建築物は季節を問わず、浮遊真菌濃度の

中央値が 50cfu/m3を下回っていた。 
NGS（次世代シーケンサー）を用いたメタゲノ

ムの菌叢解析において、検出された細菌属と真菌

属の何れにおいて、これまで報告された生菌の結

果よりはるかに多かった。これは、培地を用いた

方法では殆どの種類の細菌と真菌を検出できない

ためである。また、菌量の多さを表すリード数に

おいて、中小規模ビルでは特定建築物に比べ、細

菌は多いものの、真菌は少なかった。この結果と

I/O 比の結果を併せて考えると、特定建築物では空

調システム内での真菌の発生がある可能性あるこ

とが強く示唆された。今回今後更なるデータを蓄

積する必要がある。 
C.2.5 浮遊粉じん／PM2.5  
特定建築物及び中規模建築物における室内

PM2.5 濃度は、全ての室内において 35 µg/m3以下

となっており、大気の基準値の「1 日平均値が 35 
µg/m3以下」を下回る結果となった。I/O 比につい

ては、概ね I/O 比が 1 を下回っていた。よって、
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室内に支配的な粒子発生源が無い場合、室内の

PM2.5 濃度は主に外気中の粒子の侵入が影響して

いると考えられた。 
  また、測定方法として、粉じん計に PM2.5 分級

器を装着した計測器であっても、従来の PM2.5 計

測器と良い相関が得られており、室内での適用可

能性を示した。 
 建築規模、空調方式別に室内 PM2.5 濃度、I/O
比を比較すると、中央方式の空調機を有する建築

物の方が低い値を示し、空調に使用されているフ

ィルタの性能に影響されていることによるもので

あると示唆された。 
 大気における PM2.5 の傾向を調査した結果、近

年は減少傾向にあるものの、地域ごとでは、北東

部では濃度が低く、南西部では濃度が高い傾向が

確認できた。更に冬季における九州地方の濃度が

他の地域と比較して高い。しかしながら、ここ数

年で PM2.5 濃度は減少する傾向となっていること

を確認した。 
C.2.6 化学物質  

アルデヒド類、個別 VOCs、TVOC 共に平均濃

度としては、夏期濃度が冬期より高い傾向を示し

た。特に p-ジクロロベンゼンや 2E1H は季節間の

差が明確に現れた。 
建物規模による濃度の違いが見られ、特定建築

物が中小規模建築より全体的に濃度が低い傾向に

あり、最大値（検出濃度範囲）においても中小規

模建築の方が高く環境に偏差がより大きかった。 
空間容積に対する各面面積の割合、在室密度、空

調方式の違いによるものと考えられ、特に中小規

模建築に比べて特定建築物には中央式空調の割合

が高く、中央式の利点が現れていると考えている。

今後、相関分析を行い明確は相関があるかを検証

する必要がある。 
厚生労働省により 2019年 1月に既存指針物質で

あるキシレン、フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）、フタ

ル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）の 3 物質に対

する濃度指針値が強化された。さらに、エチルベ

ンゼンの指針値の見直し、新な物質としてテキサ

ノール、2-エチル-1-ヘキサノール（2E1H）、2,2,4-
トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレー

ト（TXIB）に関する議論が行われている。 
 このような社会背景から、指針値物質に関して

は引き続き実態把握を行うと共に、検討物質とし

て議論されている 3 物質に関しても、オフィスに

おける検出率やリスクが高い物質を選定して実態

調査を行ってゆく必要がある。 
 そこで、建築物室内における 2E1H 濃度の実態を

把握するために、夏期及び冬期の 19 件の事務所用

途の特定建築物及び中小規模建築において実測を

行った。結果として、2E1H は多くの室内で検出さ

れ、TVOC に占める 2E1H の濃度が 50％を超える

建物もあり 2E1H が室内環境の汚染に影響を与え

ていることが明らかとなった。また、コンクリー

トが床下地である室内では、2E1H 濃度は高く、金

属製のフリーアクセスフロアの室内では低い傾向

が見られた。さらに絶対湿度と 2E1H 濃度との関

係も見られ、対策を講ずるためには、換気の他に

も、床仕様、環境湿度などが 2E1H の発生に影響

を与えていることが示唆された。 
C.2.7 エンドトキシン（グラム陰性菌の内毒素）  
室内エンドトキシン濃度では 1.0EU/m3 を下回

る物件が多く、1.0EU/m3 を超えても 1～2EU/m3

と比較的低い水準が殆どであった。一方、冬期室

内濃度が 10 EU/m3近く高く、IO 比も 18 を超える

物件が存在した。この建物は夏期と冬期の室内濃

度が明らかに異なることから冬期だけ室内に汚染

源が存在していることが分かった。家庭用の中型

加湿器を複数台使っていたことが原因と考えられ

た。培養法による細菌濃度の測定結果でも高い濃

度が観察されていることから、当該オフィスでは

加湿器による微生物汚染が起きていると判断され

た。I/O 比が 1.0 を超える結果も存在するが、多く

の建物で外気より低い水準が保たれていた。特定

建築物と中小規模建築の比較では、夏期の室内平

均濃度は同水準であり、冬期は中小規模での濃度

が高い結果となった。 
 
C.3 事務所建築物における CO2 濃度の全国実態

調査－Phase2 調査－ 
全国のオフィスビル66件（2018年度42件、2019

年度 24 件）を対象に夏期及び冬期に 2 週間の連続

測定を行った。 
2018 年度の測定から得られた結果は以下の通りで

ある。 
1) 平均濃度で 1000ppm を超える建物は、夏期

36%、冬期 33%であり、1 回でも 1000ppm を超え

た建物は夏期 67%、冬期 69%あった。 
2) 平均濃度 2000ppm を超える建物も夏期・冬期 1
件ずつあり、冬期には平均値で 5000ppm 以上、最

大 9000ppm を超えるところがあった。また、測定

期間中一瞬も 1000ppm を下回らない物件が存在

した。 
3) 濃度区間別出現頻度からは、季節間の差より物

件ごとの特徴が強かった。全体物件の期間中、不

適合頻度の平均は夏期 31.6%、冬期 30.5%であり、

完全適合（不適合 0）を除いた平均は夏期 47.4%、

冬期 44.2%であった。 
4) 夏期濃度が冬期濃度より高い建物の割合は 2：1
であった。回帰式から、平均濃度 791ppm 以下の

CO2 濃度を低いレベルで保っている建物では夏期

より冬期濃度が高い傾向を示した。 
5) 中央式、併用型空調の方が個別式より低い CO2
濃度を示していた。最も悪い環境となっていた建

物は共に個別方式であったが、その一軒は 1960 年

代に建てられ、建物性能が環境悪化の原因と考え
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られた。 
2019 年度の測定からは以下の結果が得られた。 

平均値としては1000ppmを超える建物は2割程度

であったが、1 回でも 1000ppm を超える割合はほ

ぼ 7 割あった。また、昨年度とは異なり期間中ず

っと 1000ppm を下回らない、3000ppm を超える

高濃度を示すなど、著しく悪い環境にある物件は

なかった。特定建築物における立入検査の定点測

定を仮定すると 7 割ほどが管理基準を超えること

になるが、常に悪い環境にあるではなく、平均と

しては基準を守れる建物が多い。在室時間を通し

て 1000ppm 以下に維持するのは、健康衛生上望ま

しいが設備や建物性能を考えると、連続測定の濃

度平均値を用いるなどより柔軟かつ合理的な考え

方が必要である。特定建築物が中小規模建築より

CO2 濃度（換気）制御で 1000ppm を超える例が

少なく有利な結果が示されたが、中小規模建築は

建物性能や設備性能が劣ることが多いことから室

内環境の悪化が懸念されるところである。一方、

規模が小さいが故に窓開け換気が可能な建物が多

いことや在室者の環境調節への自由度が高くこと

は利用者意識による環境改善の可能性も高いと考

えられる。 
 
C.4 建築物利用者の執務環境と建物規模に関す

る実態調査 
中小模築物のうち主に事務所建築物における室

内環境の特徴を明らかにすることを目的として、

建築物の管理者や従業員に対するアンケート調査

ならびに、執務環境の各種物理環境を調査した。

特定建築物との比較を通じて、中小建築物に特有

の環境的課題を把握した。得られた結果は以下の

とおりである。 
1)中小建築物と特定建築物と差が見られた項目と

して、「空調方式」「給水方式」が挙げられる。「空

調方式」には、個別方式、「給水方式」には直結方

式を採用する割合が高い。 
2)冬期の室内環境について、中規模建築物では「静

電気」「カビの臭い」を感じており、前者は過乾燥、

後者はダンプネスとの関連が深く、いずれも執務

空間の湿度調整が適切でないことを示唆するもの

である。 
3)夏期の室内環境では、「じめじめする」「カビの臭

い」「不快なにおい」において、中規模建築の方が

申告の頻度が高く、室内環境の問題点が指摘され

ている。中小建築物では、女性の方が室内環境上

の問題点を指摘する傾向が見られ、年間を通じて

女性が抱く執務環境に対する満足度は低い。 
4)ノンパラメトリック検定を用いた統計分析結果

より、冬期・夏期ともに建物規模と室内環境の物

理量とには関連性があることが示されるとともに、

執務者の室内環境に対する申告と整合しているこ

とが確認された。しかしながら、冬期の相対湿度

を除いて、建築物環境衛生管理基準に該当する項

目の全てが基準を満たす範囲に収まっているため、

中小建築物の衛生環境が著しく阻害されていると

はいえない。 
 
C.5 建築物利用者の職場環境と健康に関する実

態調査 
冬期および夏期の全国規模の断面調査として、

500 社超の事務所に対してアンケート調査を依頼

した結果、冬期では 185 社から管理者用調査票、

1969 名から従業員調査票の回答を得た。また、夏

期では 152 社から管理者用調査票、1543 名から従

業員調査票の回答を得た。 
建築物における苦情の発生率は、温度では、冬

期夏期のいずれにおいても小規模建築物の方が特

定建築物よりも低かった。また、湿度では、冬期

において、小規模建築物の方が特定建築物よりも

苦情の発生率は低かった。 
建物との関係が強く疑われるビル関連症状は、

冬期では概して小規模建築物ほど有症率が低下す

るが、有意な差ではなかった。夏期では概して中

規模建築物が最も高く、次いで特定建築物、小規

模建築物の順であったが、有意な差では無かった。 
ビル関連症状における室内環境要因では、冬期夏

期ともに乾きすぎとほこりとの関係がいずれの規

模の建築物でもみられた。乾きすぎは、特に冬期

で顕著にみられ、夏期では特定建築物のほうが小

規模や中規模建築物よりも関係のみられた症状が

多かった。また夏期では、特定建築物でじめじめ

とビル関連症状との関係がみられたが、小規模や

中規模建築物では全くみられなかった。 
温熱では、冬期では、中規模と特定建築物では

暑すぎるとビル関連症状との関係がみられたが、

小規模建築物では暑すぎるとの関係はみられなか

った。 
夏期では、いずれの規模の建築物でも、寒すぎ

ると一般症状との関係がみられた。また、小規模

と中規模建築物では、一般症状と暑すぎるとの関

係がみられたが、特定建築物ではみられなかった。 
従って、冬期では暑すぎる、夏期では寒すぎる

がビル関連症状のリスク要因となっている可能性

があり、個別空調設備が大半であった小規模建築

物では、冬期に暑すぎるとの関係はみられず、夏

期にも寒すぎるよりも暑すぎるのほうが関連症状

が多かったことから、個別空調設備を設定してい

る建物のほうが、温度設定が控え目になされてい

る可能性が考えられた。但し、空調方式別にみた

場合、冬期では中規模建築物において、中央・個

別併用方式で上気道症状が有意に高かったが、夏

期では特定建築物において、中央・個別併用方式

で上気道症状が有意に低くかったことから、さら

に詳細な調査が必要と思われた。 
以上より、ビル関連症状の有症率では、建築物
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の規模との間に有意な差はみられなかったが、小

規模建築物のほうが温度の苦情発生率が低く、空

調設備が省エネ等でこまめに控えめ運用されてい

る可能性が考えられた。また、乾きすぎやほこり

との関係が冬期夏期及びいずれの規模にも全体に

みられた。特定建築物における温度と相対湿度の

建築物環境衛生管理基準に対する不適率は、過去

15 年間で上昇しており、高い水準となっているが、

中規模建築物においても同様の傾向である可能性

が考えられた。 
室内環境測定項目とビル関連症状との関係につ

いて、冬期では合計 92 件で 805 名、夏期では合計

89 件で 816 名からアンケート調査と測定結果を得

た。これらの関係について解析を行った結果、冬

期では、小規模建築物と中規模建築物において温

度の高さや相対湿度の低さとビル関連症状との関

係がみられたが、特定建築物ではみられなかった

ことから、小規模建築物と中規模建築物では冬期

における温熱環境の維持管理に課題があると考え

られた。夏期においては、小規模建築物と中規模

建築物では温熱環境に関してビル関連症状と間に

有意な関係はみられなかったが、特定建築物では

温度が高いほど一般症状と上気道症状が有意に増

加した。冬期および夏期ともに、総じて粉じんや

化学物質の濃度は管理基準や室内濃度指針値を下

回っており、中規模建築物や特定建築物の一部の

物質でみられたビル関連症状との統計学的に有意

な関係は、毒性学的にはほぼ意義はないと考えら

れた。 
但し、目や上気道の症状に対して関係がみられ

た粉じんとアルデヒド類に関しては、本研究者ら

による既往の研究と類似した結果となっており、

今後さらに研究が必要であると考えられた。また、

冬期の特定建築物では細菌濃度やエンドトキシン

濃度が高いほどビル関連症状の増加がみられ、夏

期の中規模建築物では真菌濃度や細菌濃度が高い

ほどビル関連症状の増加がみられた。細菌では平

均濃度で日本建築学会の維持管理規準を下回って

おり、真菌では平均濃度で日本建築学会の維持管

理規準を超えていた。但し、いずれも細菌や真菌

の種類と毒性に応じた規準ではないことから、細

菌や真菌の種類を含めた詳細な検討が今後必要で

あると考えられた。 
 
C.6 貯水槽衛生管理および飲料水水質管理に関

する調査 
既往の特定建築物を対象とした給水設備の衛生

管理状況について、厚生労働省による衛生行政報

告例より抽出されたデータを元に整理と考察を行

った。また、水道法に基づく簡易専用水道施設や、

水道法適用外の小規模貯水槽水道施設の衛生管理

や水質管理に関する状況と比較することで、中規

模建築物における給水水質管理および貯水槽衛生

管理の課題について考察した。さらに、（公社）全

国ビルメンテナンス協会会員企業を対象に、中規

模建築物の衛生状態に関するアンケート調査を実

施し、中規模建築物における給水（飲料水、雑用

水、貯水槽）の管理状況と課題を明らかにした。 
平成 29年度の衛生行政報告例を参照したところ、

全国 45,679 施設の特定建築物のうち、遊離残留塩

素の検査が未実施であった施設は 1.5%、水質検査

が未実施であった施設は 2.7%であり、いずれも過

去 10 年間で最も低い割合であった。特定建築物の

遊離残留塩素の含有率については、平成 29 年度に

おいて 1.5%が不適合となり、過去 10 年間で最も

低い値であった。用途別では学校のみ 2.7%と高く、

要因として学校施設における夜間や休日の滞水が

考えられた。貯水槽の清掃については、平成 29 年

度に未実施であった施設は 1.0%であり、過去 10
年間で最も低い割合となった。 
中規模建築物の衛生状態に関するアンケート調

査により、413 社より全国の中規模建築物 886 件

の管理状況に関する情報を得た。飲料水の水質検

査は、368 件で実施されており、うち 6 ヶ月に 1
回が 134 件、1 年に 1 回が 222 件であった。水質

検査の項目数は、多くの場合 11 項目以上であった

ものの、建築物環境衛生管理基準に示された検査

項目よりも少ない状況であった。遊離残留塩素の

検査頻度は、週 1 回が 165 件であり、毎日の実施

も 3 件あった。一方、2 週間に 1 回未満は 31 件、

未実施は 191 件に上り、遊離残留塩素の検査は十

分でないと判断された。貯水槽の清掃は 431 件、

点検・検査は 204 件（ただし第 2 回調査の 476 件

中）で年 1 回以上実施されており、過半数の建築

物は未実施または未回答であった。雑用水は、飲

料水よりも各検査や点検の実施頻度が大幅に少な

い状況であった。また、主たる特定用途ごとの管

理状況に特段の差異は見られなかった。 
中規模建築物における給水に関する管理は、一

部で特定建築物と同程度の水準であったものの、

特に遊離残留塩素の検査や貯水槽の清掃、点検お

よび検査について、多くの建築物では不十分な実

施状況にあると判断された。わが国では過去に不

適切な給水の衛生管理による健康被害が発生して

いることより、中規模建築物に対しても、特定建

築物に準じる形で、定期的な遊離残留塩素検査な

らびに水質検査、貯水槽清掃を義務づけるなど管

理水準を向上することが、飲料水に係る安全性の

確保の面から望ましいと考えられた。 
 
D. まとめと提言 
特定建築物に関しては法律による 2 ヶ月以内に

1 回の測定と結果の報告が義務化され、統計報告も

されているため、十分とは言えないもののある程

度の全体図は把握されていると考えられる。 
一方、3000m2未満の中小規模建築には労働環境
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の維持管理のための事務所衛生基準規則が存在し、

室内空気の環境基準 5000ppm、空調・換気設備に

よる供給空気の濃度を 1000ppm 以下にすること

を定めている。しかしながら、中小規模建築にお

ける室内環境の現状や設備の運用・管理状況など

は明らかになっていない。 
 
下記 3 項目について 3 年間の研究を遂行してき

た。 
1）中小規模建築物の空気･水･PC(ペストコントロ

ール)等、環境衛生の管理実態を把握 
2）中小規模建築物の環境衛生に係る健康影響実態

の調査（Phase1・Phase2・Phase3） 
3）中小規模建築物における衛生管理項目と水準の

提案 
 
詳しくは、調査対象集団候補 500 件に対してア

ンケート形式の Phase1 研究を行い、Phase2 とし

て Phase1 の 500 件から 2 年目に 42 件、3 年目に

24 件を対象とし、温度・湿度・CO2 測定の冷暖房

期における 2 週間の連続測定を行った。Phase3 で

は Phase2 の 50 件の中から毎年 10 件程度を選定

し冷暖房期を中心に詳細現場測定を実施した。建

築物衛生法に規定された空気環境（6 項目：浮遊粉

じん、温度、相対湿度、一酸化炭素、二酸化炭素、

気流）に加え、化学物質、微生物、PM2.5、給排

水、掃除、PC など現場測定を行い、規模に関する

横断的な情報収集を詳細に行った。 
国土交通省の法人土地・建物基本調査データを

解析し、全国における建物の属性及び用途・規模

特性などを調べた。また、ペストコントロール協

会が所属会員を対象に実施している全国アンケー

トデータの本研究グループで詳細解析した。ペス

トコントロールや衛生管理における建物用途及び

規模別の特性などを把握した。 
Phase2 及び Phase3 に際しては、在室者の勤務

環境と健康状態に関するアンケート調査を併せて

行った。加えて、ビル管理業者を対象としたアン

ケート再調査により空気環境測定、空気調和設備

維持管理、給水・排水管理、清掃、PC の管理状況

実態に関する詳細把握を行った。 
物理環境測定と連携して行ったアンケート調査

からは建築物室内環境に起因する症状や疾患に関

して疫学・統計学的な観点から解析を行った。 
これらの結果を踏まえ、中小規模建築の衛生管

理の提言の資料とした。 
 
研究結果から結論と提言を以下に纏める。 
(1) 温度の中央値が冬期で 24.5℃（中小規模）と

24.3℃（特定）、夏期は 26.0℃（中小規模）と 25.6℃
（特定）であり、大きな差が見られなかった。ま

た、一部の個別方式の対象室では、運用状態によ

って夏期の立ち上がり時に室内温度が 28℃を上回

るケースがあったが、執務時間帯に室温が問題に

なる物件はなかった。 
相対湿度は規模を問わず 40％RH を下回る物件

が殆どであり、特に中規模建築は個別式空調が導

入されていることが多く、加湿性能が脆弱か無い

ことが多いため、建築物衛生法の管理基準である

40～70％RH を冬期に満足させることは非常に厳

しい環境にある。そのため、小型・中型の個別加

湿器を利用している事務所も多いがそれでも加湿

量は不足することが殆どである。また、個別加湿

器は維持管理を怠ると微生物繁殖の温床になって

しまうため、その活用にも注意が必要である。 
中規模における温度管理は大きな問題はなく、

建築物衛生法の管理基準を満足できるが、相対湿

度は特に冬期に厳しくなり、そもそも設備がない

かあってもその能力が足りないことが原因である

ため建築物衛生法の管理基準をそのまま適用する

ことは難しい。 
(2) 室内空気中の微生物については、細菌は特

定・中規模ともに日本建築学会の管理基準を満た

している。 
一方、真菌（カビ）については、中規模では夏

期に基準を超える事例が見られた。これは中規模

で多く採用される個別式空調（パッケージエアコ

ン）は外気の浄化能力が低い或いは無いことが多

く、室内機のフィルタ濾過性能も劣るため、外気

由来の浮遊真菌がそのまま室内へ影響している。

また、室内機の結露や管理不足による真菌の発生

も考えられる。 
(3) CO2 濃度については、特定建築物に比べると

中規模では 1000ppm を超える事例が多い。2019
年度の結果では、特定における立入検査の定点測

定を仮定すると 7 割ほどが管理基準を超えること

になるが、常に悪い環境にあるのではなく、平均

としては基準を守れる建物が多かった。 
特定建築物とは異なり、中小規模の建物は中央

管理方式の空調システムよりは個別式空調が導入

されることが多い。また、換気システムにおいて

も個別に管理され、その上、管理者もいない場合

が多い。今回の調査でも、立入検査の定点測定を

仮定すると、悪い場合は 70％近く不適率が出てく

る結果が示された。勤務時間を通して 1000ppm 以

下に維持するのは、健康リスク面から望ましいが、

設備水準・建物性能を考えると、現実的には連続

測定の濃度平均値や複数測定点の平均など柔軟な

対応が必要になると考えられる。 
また、少数ではあるが、計測時間中に一度も

1000ppm を下回らない建物も存在しており、これ

は設備や建築の問題ではなく在室者の換気に対す

る認識の問題と考えられる。 
特定建築物が中小規模より CO2 濃度（換気）制

御で 1000ppm を超える例が少なく有利な結果が

示され、中小規模は建物性能や設備性能が劣るこ
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とが多いことから室内環境の悪化が懸念されると

ころである。 
一方、中小規模は特定建築物に比べ、設備や建

物性能の制限に起因する環境制御の制約がある場

合があるものの、より小さな空間を対象にしてお

り自由度の面では有利になる可能性もあるため、

換気と室内環境の維持に関するリテラシー涵養と

教育が重要である。 
(4) 浮遊粉じんや PM2.5 については、特定及び中

規模における室内 PM2.5 濃度は、全ての室内にお

いて 35 µg/m3以下となっており、大気の基準値の

「1 日平均値が 35 µg/m3以下」を下回る結果とな

った。I/O 比としても概ね 1 を下回っており、室内

に支配的な粒子発生源が無い場合、室内の PM2.5
濃度は主に外気中の粒子の侵入が影響しているこ

とになる。中央式空調にくらべ個別式はフィルタ

性能に劣るが国内は大気質が良好であるため、室

内で燃焼や喫煙行為が無い限り、室内で粉じんや

PM2.5 が高くなることは殆どなく、一般的な建築

物の室内では大きな問題にはならないと考えられ

る。 
(5) 室内空気中の化学物質については、特定の方

が中規模よりも全般的に濃度が低い結果であった。

化学物質の放散は在室者や什器密度、床・壁・天

井面積と質容積との関係、築年数などに影響され

るため複合的に判断する必要がある。 
また、特定は中央式空調設備の導入割合が高く、

換気量の確保と制御に優れていて、換気と循環風

量を合わせた全風量が大きいことから室内での風

量が大きくなること、AHU を一括管理できるため

衛生管理が行き届くことが一因として考えられる。 
 2019 年 1 月に厚生労働省により、既存指針物質

であるキシレン、DBP、DEHP の 3 物質に対する

濃度指針値が強化され、更にエチルベンゼンの指

針値の見直し、新な物質としてテキサノール、2-
エチル-1-ヘキサノール（2E1H）、2,2,4-トリメチル

-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート（TXIB）

に関する議論が行われている。 
 中規模建築は著しく悪い空気汚染が行っている

例はなかったが、特定建築物より室内化学物質濃

度はやや高い結果となっている。今後も厚生労働

省の指針物質や検討物質などを中心に追跡調査を

行ってゆく必要がある。 
(6) 中規模における給水に関する管理は、一部で

特定建築物と同程度の水準であったものの、特に

遊離残留塩素の検査や貯水槽の清掃、点検および

検査について、多くの建築物では不十分な実施状

況にあると判断された。 
わが国では過去に不適切な給水の衛生管理によ

る健康被害が発生していることより、中規模建築

物に対しても、特定建築物に準じる形で、定期的

な遊離残留塩素検査ならびに水質検査、貯水槽清

掃を義務づけるなど管理水準を向上することが、

飲料水に係る安全性の確保の面から望ましいと考

えられた。 
(7) ペストコントロール協会により実施されたア

ンケートの詳細解析を行った。「床面積」では、い

ずれの用途においても特定建築物に該当する

「3,000m2 以上」の割合が高く 40～70%程度を占

めている。一方、中規模建築物に該当する「2,000
～3,000m2 未満」の割合は 20～30%程度に留まっ

ていた。飲食店と食品販売店については、特定建

築物と同程度に「2,000m2未満」の割合が高いこと

が特徴である。 
いずれの用途においても、「床面積」と「築年数」

とに有意な関連性が確認できる。床面積が

「 2,000m2 未 満 」、「 2,000~3,000m2 未 満 」、

「3,000m2以上」と規模が大きくなるにつれて、「築

年数」が大きくなる傾向があった。 
ロジスティック回帰分析による分析結果より、

ゴキブリやねずみ、蚊の生息状況では、特定と比

べて中小規模の方が衛生環境上問題となっている

可能性が高いことが示された。 
中小規模と比べて特定では、建築物衛生環境管

理基準を遵守することを背景に、ねずみ・昆虫等

の駆除に対する意識が高く、害虫の生息状況が適

切に維持されている実態が示唆された。 
(8) ビル関連症状の有症率では、建築物の規模と

の間に有意な差はみられなかったが、小規模の方

が温度の苦情発生率が低く、空調設備が省エネ等

でこまめに控えめ運用されている可能性が考えら

れた。また、乾きすぎやほこりとの関係が冬期夏

期及びいずれの規模にも全体にみられた。特定建

築物における温度と相対湿度の建築物環境衛生管

理基準に対する不適率は、過去 15 年間で上昇して

おり、高い水準となっているが、中規模において

も同様の傾向である可能性が考えられた。 
(9) 室内環境測定項目とビル関連症状との関係に

ついて、冬期では小規模と中規模において温度の

高さや相対湿度の低さとビル関連症状との関係が

みられたが、特定建築物ではそのような傾向は見

られなかったことから、小規模と中規模では冬期

における温熱環境の維持管理に課題があると考え

られた。夏期においては、小規模と中規模では温

熱環境に関してビル関連症状と間に有意な関係は

みられなかったが、特定建築物では温度が高いほ

ど一般症状と上気道症状が有意に増加した。冬期

および夏期ともに、総じて粉じんや化学物質の濃

度は管理基準や室内濃度指針値を下回っており、

中規模や特定の一部の物質で見られたビル関連症

状との統計学的に有意な関係は、毒性学的にはほ

ぼ意義はないと考えられた。 
また、冬期の特定建築物では細菌濃度やエンド

トキシン濃度が高いほどビル関連症状の増加がみ

られ、夏期の中規模では真菌濃度や細菌濃度が高

いほどビル関連症状の増加が見られた。細菌では
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平均濃度で日本建築学会の維持管理規準を下回っ

ており、真菌では平均濃度で日本建築学会の維持

管理規準を超えていた。但し、いずれも細菌や真

菌の種類と毒性に応じた規準ではないことから、

細菌や真菌の種類を含めた詳細な検討が今後必要

であると考えられた。 
 
 
E. 研究発表 
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building-related symptoms among office 
workers: Seasonal characteristics of symptoms 
and psychosocial and physical environmental 
factors. Environmental Health and Preventive 
Medicine 22(114), 38, 2017. 
doi:10.1186/s12199-017-0645-4. 
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平成２９年度～令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担総合研究報告書 

 
１.  中規模建築物に関する全国統計データ 

 
分担研究者  長谷川 兼一 秋田県立大学システム科学技術学部 教授 
研究代表者  小林  健一 国立保健医療科学院 上席主任研究官 

 
 
研究要旨 
建築物衛生法が適用されない延床面積3,000m2未満の中規模建築物における衛生環境の維持管理

の実態や、建築物利用者の健康状態や職場環境等の実態は明らかになっていない。また、法律が規

定する基準面積を引き下げ、環境衛生管理の適用範囲を拡大することがたびたび議論されてきたが、

状況を裏付ける情報が十分に整備されている訳ではない。 
そこで、本研究では国土交通省が実施している「法人土地・建物基本調査」による統計データを

入手し、中小建築物ストックの現状を把握した。また，中小規模建築物ならびに特定建築物におけ

る，ねずみ・昆虫等の生息状況，管理状況などの実態を明らかにするために，ねずみ・昆虫等の防

除を業務とする事業者を対象としたアンケート調査データを用いて分析した。得られた知見は以下

の通りである。 
1) 事務所の場合，特定建築物の割合は 11.7%(12,352 件)であること，床面積 2,000~3,000 m2未満

の建物は 5.7%(6,054 件)であり，特定建築物の約半数という割合になることがわかった。 
2) 事務所の建物総数は、東京都が最も多く、大阪府、愛知県、北海道が次に続く。特定建築物は、

東京都では他の地域とは異なり全体の 25%を占めているが、地方の県では特定建築物の割合は

低く 10%未満である。また、床面積が 2,000~3,000 m2未満の建物は全体の 5%程度であり、東京

都であっても 9.0%と割合は低い。 
3) いずれの用途においても，「床面積」と「築年数」とに有意な関連性が確認できる。床面積が，

「2,000m2未満」「2,000~3,000m2未満」「3,000m2以上」と規模が大きくなるにつれて，「築年

数」が大きくなる傾向がある。また，「契約内容」については，規模が大きいほど一部ではなく，

全体で年間契約する割合が高くなる。 
4) ロジスティック回帰分析による解析結果より，ゴキブリやねずみ，蚊の生息状況では，特定建

築物と比べて中小規模建築物の方が衛生環境上問題となっている可能性が高いことが示された。 
5) 中小規模建築物と比べて特定建築物では，建築物衛生環境管理基準を遵守することを背景に，

ねずみ・昆虫等の駆除に対する意識が高く，害虫の生息状況が適切に維持されている実態が示

唆された。 
 
 
研究協力者 
谷川 力 （公社）日本ペストコントロール協会 
渡邊康子（公社）全国ビルメンテナンス協会 
奥村龍一  東京都健康安全研究センター 
齋藤敬子 （公財）日本建築衛生管理教育センター 
杉山順一（公財）日本建築衛生管理教育センター 
 
 

1-1 国土交通省による法人土地・建物基本調

査データ 
A.  研究目的 
建築物衛生法が適用される特定建築物（店舗、

事務所等の特定用途で延床面積3,000m2以上の

建築物、同 8000m2 以上の学校）には、建築物

環境衛生管理基準の遵守、その管理実態の報告、

建築物環境衛生管理技術者の選任等が義務づけ

られている。同法が適用されない中小規模の建
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築物（以下、中小建築物）においても衛生管理

に努めるように記されているが、現在は監視や

報告の義務がないことから衛生管理状況の実態

が不明瞭となっている。また近年、省エネに対

する建築物所有者や使用者の意識向上が要求さ

れる状況下において、中小建築物は運営や管理

形態の多様さなどから十分な技術的支援を得ら

れず、適切な対応がとられていない可能性が懸

念される。 
予てから、法律に規定されている基準面積を引

き下げることが議論されているが、状況を裏付

ける情報が十分に整備されている訳ではない。 
そこで、特定建築物の範囲拡大を含めた適切な

衛生管理方策の検討に必要な基礎的データを得

るために、国土交通省が実施している「法人土

地・建物基本調査」による統計データを入手し、

中小建築物ストックの現状を把握する。 
 
B.  研究方法 
B.1  統計データの概要 
ここで扱う統計データは、平成 25 年に実施

された「法人土地・建物基本調査」を経て整備

され、政府が公開しているデータである。この

調査は、「法人土地基本調査」「法人建物調査」

「企業の土地取得状況等に関する調査」の 3 種

類の統計調査が平成 25 年調査から統合され、

国土交通省が実施している。このうち、建物に

関する情報の取得は平成 10 年より 5 年毎に実

施されている。ここでいう法人とは、法律の規

定により法人格を認められているもののうち、

事業を経営しているものであり、国及び地方公

共団体は除かれる。「法人土地・建物基本調査」

の目的は、土地・建物の所有や利用状況に関す

る全国の実態を明らかにすることであるため、

本研究で意図している中小建築物のストックの

把握する上で、有意義な情報が得られると判断

した。しかしながら、公開されている統計デー

タでは建物の床面積の情報が限定されており、

特定建築物か否かを判断する3,000m2を閾値と

する区分がされていない。そこで、国土交通省

へ調査票情報の提供を申し出、該当する統計デ

ータのオリジナルを入手した。 
B.2  調査の方法・項目 
 調査は平成25年1月1日付けて実施された。

対象は、国及び地方公共団体以外の法人であり、

国内に本所、本社または本店を有するものであ

る。そのうち、資本金 1 億円以上の全ての会社

と、資本金 1 億円未満の会社及び会社以外の法

人のうち国土交通大臣が定める方法により選定

した法人の約 49 万法人とされた。これらの法

人に調査票が送付され、約 35 万 4 千法人から

有効な回答(有効回答率約 72.2%)が得られてい

る。 
 「法人土地・建物基本調査」は、母集団の現

況を把握することを目的としているため、取得

した情報から母集団の結果を推定することがで

きるよう、資本金 1 億円以上の法人に対しては

全数調査、資本金 1億円以下の法人に対しては、

層別抽出法による標本調査になる。なお、標本

抽出方法の詳細については、国土交通省が公表

し て い る 「 調 査 の 概 要 等 」 の 資 料

（ http://www.mlit.go.jp/report/press/totikens
angyo02_hh_000083.html）を参照されたい。 
 調査に使用された調査票は 2 種類あり、調査

票 A は全法人、調査票 B は資本金 1 億円以上

の法人に対する調査に使用された。本研究では、

調査票 A のうち、建物の床面積等に関する情報

が得られる項目を用い、主として以下のデータ

の利用を国土交通省に申し出た。 
1) 法人の名称 
2) 法人の本所・本社・本店の所在地（都道府県） 
3) 法人の業種 
4) 所有する建物の有無 
5) 法人が所有している建物（延べ床面積200m2

未満）の頭数・合計床面積 
6) 法人が所有している建物（延べ床面積200m2

以上）の所在地（都道府県）、延べ床面積、構造、

建築時期、建物の利用現況。 
  法人が延べ床面積を記入する際には、以下を

優先順位とされている。 
① 現況の面積 
② 不動産登記簿上の面積 
③ もしくは固定資産台帳の面積、建築確認申請

書などで用いる面積。 
 図 1-1-1 に平成 25 年法人土地・建物基本調査

により集計された結果のうち、主な利用現況別

建物件数の割合を示す。図を見ると、法人が所

有している建物の件数は標本推定の結果 93.1
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万件、そのうち「事務所」が 23.6%で最も割合

が高く、次いで「店舗」が 19.2%となっている。 

 
図 1-1-1 主な利用現況別建物件数の割合 

(国土交通省 政策統括官：「平成 25 年法人土

地・建物基本調査 確定集計・結果の概要」，

平成 27 年 12 月 25 日) 
 
C.  研究結果および考察 
C.1 用途別の建物件数 
図 1-1-2 に、全国における用途別の建物件数

を示す。統計データにより得られた建物件数の

合計は約 42.2 万件であるが、図 1-1-1 の総数

(93.1 万件)と比較すると 45%程度の標本が得ら

れていることになる。用途別割合では、図 1-1-
1 の結果と類似しており、標本抽出の妥当性の

一端が確認できる。なお、本研究の範囲では母

集団推定は行わず、標本データを集計すること

とする。 

 
図 1-1-2 用途別の建物件数 

C.2 用途建物の床面積区分の件数 
図 1-1-3 に用途別の床面積区分ごとの建物件

数、図 1-1-4 に用途別の床面積区分の建物割合

を示す。いずれの建物においても床面積

2,000m2未満の割合が高く、全体の 50～90%を

占めている。また、建物件数では、事務所、店

舗が多く、次いで倉庫、文教用施設となる。「法

人土地・建物基本調査」により得られた統計デ

ータのうち、特定建築物が含まれる建物用途は、

事務所、店舗、ホテル・旅館、文教用施設であ

る。 
事務所の場合、床面積 3,000m2以上の特定建

築物に該当する割合は 11.7%(12,352 件 )、
2,000~3,000m2未満は 5.7%(6,054 件)である。

2,000~3,000m2未満の事務所は特定建築物の約

半数ということになる。ちなみに、全国の特定

建築物は 45,000 件程度といわれており、その

うち、事務所は 42%(約 18,900 件)、店舗は

21%(9,450 件)である。これと比較すると、「法

人土地・建物基本調査」により得られた統計デ

ータは、実際の特定建築物の約 65%を抽出して

いることになる。床面積区分の割合が実態を捉

えていると仮定すると、床面積 2,000~3,000 m2

未満の事務所は約 9,000 件程度存在することに

なる。 

 
図 1-1-3 建物用途別の床面積区分毎の件数 
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図 1-1-4 建物用途別の床面積区分毎の割合 
 
店舗の場合、特定建築物に該当する割合は

12.5%(9,352 件 ) 、 2,000~3,000m2 未 満 は

6.4%(4,782 件)である。店舗については、一般に

認識されている特定建築物の件数と類似してお

り、ほぼ全てを抽出していることになる。事務

所と同様に、2,000~3,000m2未満の店舗を推定

すると、4,800 件程度が該当する。 
 図 1-1-5 に、特定建築物に該当する建物の用

途別の割合を示す。建物件数は 25,730 件であ

り、事務所が占める割合は 48%、店舗は 36%と

なっている。「法人土地・建物基本調査」では、

法人格が有する建物を対象としているため、文

教施設に含まれる国公立の学校建築が対象から

はずれている。そのため、全体のバランスには

偏りが見られることになる。 
図 1-1-6 に示す通り，国土交通省が公開して

いる統計データでは，事務所，店舗，ホテル・

旅館，文教用施設の建物用途について，2,000〜
5,000m2 の面積区分が一括りにされているため

に，特定建築物に該当するか否かの判断ができ

ない。そこで，今回得たデータが床面積区分の

割合を適切に捉えていると仮定し，図 1-1-6 の

面積区分を 2,000m2 と 3,000m2 の閾値で割り

付け，図 1-1-7 のように整理し直した。その結

果，床面積 2,000~3,000 m2 未満の事務所は約

9,000 件程度存在することがわかる。また，図

1-1-6 に示される建物用途での特定建築物の面

積に該当する件数は 40,716 件，そのうち事務

所で 18,160 件であり，一般に認識されている

件数と同等であることがわかる。一方，店舗の

場 合 ， 特 定 建 築 物 に 該 当 す る 割 合 は

12.5%(9,352 件 ) ， 2,000~3,000m2 未 満 は

6.4%(4,782 件)である。店舗については，一般に

認識されている特定建築物の件数と類似してお

り，ほぼ全てを抽出していることになる。事務

所と同様に，図 1-1-6 の公表データに基づいて

2,000~3,000 m2 未満の店舗件数を推定すると，

7,961 件が該当する。なお，「法人土地・建物基

本調査」では，法人格が有する建物を対象とし

ているため，特に，文教施設に含まれる国公立

の学校建築が対象からはずれているため，この

結果のみでは実態を把握することが困難であり，

他の統計データを用いて補完する必要がある。 
 

 
図 1-1-5 特定建築物に該当する用途における

建物件数の集計結果(公表データ) 
 

 
図 1-1-6 特定建築物に該当する用途における

面積区分の推定結果 
 
C.3 事務所における都道府県別の床面積区分

の件数 
図 1-1-7 に、事務所における都道府県別の床
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面積区分の件数を示す。建物総数は、東京都を

筆頭に、大阪府、愛知県、北海道と多い。同時

に、特定建築物に該当する建物もこれらの地域

では多いが、東京都では他の地域とは異なり全

体の 25%を占めている。一方、地方の県では特

定建築物の割合は低く 10%未満であり、人口が

多い都市域ほど、特定建築物の割合が高いこと

になる。また、床面積が 2,000~3,000 m2未満の

建物は全体の 5%程度であり、東京都であって

も 9.0%と割合は低い。 

 
図 1-1-7 都道府県別の床面積区分毎の件数

(事務所) 
 

C.4 特定建築物の建設時期 
 図 1-1-8 から図 1-1-11 に、事務所、店舗、ホ

テル・旅館、文教用施設の床面積区分毎の建設

時期の割合を示す。文教用施設を除けば、床面

積が大きくなるほど、建設時期は新しくなる傾

向が窺える。また、昭和 56 年以降に建設された

建物が全体の半数以上を占めている。特に、店

舗の建設時期は平成 3年以降が半数以上を占め、

比較的、新しい建物が多いことが分かる。 

 
図 1-1-8 床面積区分における建設時期の割合

(事務所) 

 
図 1-1-9 床面積区分における建設時期の割合

(店舗) 

 
図 1-1-10 床面積区分における建設時期の割

合(ホテル・旅館) 
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図 1-1-11 床面積区分における建設時期の割

合(文教用施設) 
 
D.  まとめ 
 本研究では、特定建築物の範囲拡大を含めた

適切な衛生管理方策の検討に必要な基礎的デー

タを得るために、国土交通省が平成 25 年度に

実施した「法人土地・建物基本調査」による統

計データを入手し、それを集計することにより、

中小建築物ストックの現状を把握した。 
 「法人土地・建物基本調査」は全国の法人を

対象とした全数調査ではないが、母集団推定が

意図されているともとに、有効回答率が 72.2%
（約 49万法人に対して約35万 4千法人から有

効な回答を取得）と信頼性が高い統計データと

考えられる。 
 本研究では、母集団推定は実施せずに、統計

データそのものを集計して傾向を示した。その

結果、以下のことがわかった。 
①母集団推定により得られた建物件数の総数は

93.1 万件に対して、統計データにより得られた

建物件数の合計は約 42.2 万件である。「法人土

地・建物基本調査」では約 45%の標本が得られ

たことになる。 
②いずれの用途別の建物においても床面積

2,000m2未満の割合が高く、全体の 50～90%を

占めている。建物件数では、事務所、店舗が多

い。 
③事務所の場合，特定建築物の割合は

11.7%(12,352 件 ) で あ る こ と ， 床 面 積

2,000~3,000 m2未満の建物は 5.7%(6,054件)で
あり，特定建築物の約半数という割合になるこ

とがわかった 
④特定建築物に該当する建物の用途別の割合で

は、事務所が 48%、店舗は 36%となった。ただ

し、「法人土地・建物基本調査」では、法人格が

有する建物を対象としているため、特に、文教

施設に含まれる国公立の学校建築が対象からは

ずれているため、全体のバランスには偏りが存

在する。 
⑤事務所の建物総数は、東京都が最も多く、大

阪府、愛知県、北海道が次に続く。特定建築物

は、東京都では他の地域とは異なり全体の 25%
を占めているが、地方の県では特定建築物の割

合は低く 10%未満である。また、床面積が

2,000~3,000 m2未満の建物は全体の 5%程度で

あり、東京都であっても 9.0%と割合は低い。 
 
E. 知的財産権の出願・登録状況（予定含む） 
予定なし 
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1-2  ペストコントロール協会による調査結果 
A.  研究目的 
建築物衛生法にて「特定建築物」に定められ

た建物については，ねずみ・昆虫等の生息状況

に関して，6 か月以内ごとの調査(施行規則第 4
条 5 の 2 の 1)，発生しやすい箇所については 2
カ月以内ごとの調査(技術上の基準，告示 119
号)が義務付けられている。さらに，建築物環境

衛生維持管理要領(健発第 0125001 局長通知)・
同マニュアル(健発 0125002 課長通知)により，

IPM(Integrated Pest Management，総合的有

害生物管理)によるねずみ・昆虫等防除の促進が

図られている。また，特定建築物以外の不特定

多数の者が利用する建物であっても，建築物環

境衛生管理基準に従って維持管理する努力義務

が課せられている。しかしながら，現状では，

特定建築物に該当しない中小規模建築(基本的

には，特定建築物に該当する建物用途を有し，

3,000m2 未満の建築物)においては，どの程度，

ねずみ・昆虫等に対する配慮がなされているの

か，その実態は不明である。 
そこで，中小規模建築物ならびに特定建築物

における，ねずみ・昆虫等の生息状況，管理状

況などの実態を明らかにするために，ねずみ・

昆虫等の防除を業務とする事業者を対象とした

アンケート調査が実施された。本調査は，(公社)
日本ペストコントロール協会が主体となり

2014 年度に実施されたものであるため，「建築

物におけるねずみ・昆虫の生息状況におけるア

ンケート調査報告書」(害虫防除中央協議会，

2015 年)として，調査報告が既になされている。

今回，本研究を推進するに当たって，さらなる

分析の余地があるとともに，価値の高い知見が

得られる可能性が高いとの判断から，同協会よ

りデータ利用の同意を得て，データの提供を受

けた。特に，建物規模による衛生環境の実態を

より明確に示すために，ロジスティック回帰分

析によりデータを分析した。 
 
B.  研究方法 
B.1  調査の概要 
アンケート調査は 2014 年 2 月 21 日～3 月

21 日に実施された。対象は，(公社)日本ペスト

コントロール協会の所属会員 883 社であり，書

面にてアンケート調査用紙を郵送し，記入後に

返送するように依頼した。 
回答数は 295 社から得られ，回収率は 33.4%

であった。所属会員が回答し得られた調査用紙

は 3,382 件である。これらを有効回答として，

以後のデータ分析に用いる。 
B.2  調査の項目 
 アンケートの質問項目は，建物の「所在地」，

「築年数」，「延べ面積」，「建築用途」，「契約内

容」，「受注理由」，「ゴキブリの生息状況」，「ネ

ズミの生息状況」，「蚊の生息状況」，「ハエ・コ

バエの生息状況」，「その他生物の生息状況」，「管

理状況」，「IPM（総合的有害生物管理）に準じ

た防除」，「管理者の協力度」の 14 項目である。 
 なお，「契約内容」と「受注理由」は外部の業

者に対する清掃等の業務委託の状況，「管理状況」

は建物の清掃等についての管理状況を示す。 
 各項目の内訳は，「所在地」は各都道府県，「築

年数」は「3 年以内」「4~20 年」「21 年以上」の

3 水準，「床面積」は「 2,000m2 未満」

「2,000~3,000m2未満」「3,000m2以上」の 3 水

準，「建築用途」は「飲食店」「食品販売店」「:物
販店」「病院」「ホテル・旅館」「サウナ」「興行

場」「事務所」「その他」の 9 水準，「契約内容」

は「全体で年間契約」「部分で年間契約」「スポ

ット契約」の 3 水準，「受注理由」は「ねずみ・

昆虫が多いため」「建築物衛生法に基づいている

ため」「予防のため」の 3 水準とした。また，ゴ

キブリ，ねずみ，蚊，ハエ・コバエの各生物二

対する「生息状況」を，「許容水準」「警戒水準」

「措置水準」の 3 水準とした。「許容水準」は，

環境衛生上，良好な状態，「警戒水準」は放置す

ると今後，問題になる可能性がある状態，「措置

水準」は，ねずみ等の発生や目撃することが多

く，直ぐに防除作業が必要な状況，をいう。「管

理状況」は「良い」「普通」「悪い」「わからない」

の 4 水準，「IPM に準じた防除」は「行ってい

る」「行っていない」の 2 水準，「管理者の協力

度」は「多いに協力してくれる」「あまり協力し

てくれない」の 2 水準とした。 
 
C.  研究結果および考察 
C.1 建物用途別の建物特性 
表 1-2-1 に，建物用途別の建物特性に関する
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集計結果を示す。建物用途は 9 種類に分類され

ている。なお，建物によっては複数の用途を有

するが，その場合は，単純に別の建物として扱

い集計している。従って，各建物用途の N 数を

合計すると，全体の回収数(3,382 件)を上回るこ

とになる。建物用途としては，飲食店(N=1,130)
が最も多く，次いで事務所(N=840)である。サウ

ナや興行場の N 数は相対的に少ない。 
「地域」では，いずれの用途においても「関

東地方」の割合が最も高く，30%前後を占めて

いる。「中部地方」「近畿地方」の割合も高く 20%
前後である。「築年数」は，「3 年以内」の新し

い建物の割合が数%であるのに対して，「4～20
年」「21 年以上」である建物が，同程度を占め

ている。ホテル・旅館では「21 年以上」の割合

が高いこと(59.0%)，病院では「4～20 年」の割

合が高いこと(53.6%)が特徴である。 
「床面積」では，いずれの用途においても

「3,000m2以上」の割合が高く 40～70%程度を

占め，「2,000～3,000m2 未満」の割合は 20～
30%程度となっている。飲食店と食品販売店に

ついては，特定建築物と同程度に「2,000m2 未

満」の割合が高いことが特徴である。 
「契約内容」では，「全体で年間契約」が 80%

程度を占めており，9 割以上が年間契約として

いる。「スポット契約」は 5%前後である。「受注

理由」として，大半の建物用途において「建築 

 
表 1-2-1 建物用途別の建物特性に関する集計結果 

 
 
 

北海道地方 49 ( 4.3 ) 28 ( 4.4 ) 20 ( 4.8 ) 13 ( 3.4 ) 16 ( 4.5 ) 0 ( 0.0 ) 9 ( 6.1 ) 30 ( 3.6 ) 47 ( 4.9 )

東北地方 64 ( 5.7 ) 58 ( 9.1 ) 30 ( 7.2 ) 32 ( 8.2 ) 52 ( 14.7 ) 1 ( 4.2 ) 8 ( 5.4 ) 41 ( 4.9 ) 86 ( 9.0 )

関東地方 333 ( 29.5 ) 155 ( 24.3 ) 117 ( 28.1 ) 117 ( 30.2 ) 60 ( 16.9 ) 6 ( 25.0 ) 49 ( 33.3 ) 295 ( 35.1 ) 316 ( 33.0 )

中部地方 204 ( 18.1 ) 127 ( 19.9 ) 72 ( 17.3 ) 51 ( 13.1 ) 79 ( 22.3 ) 8 ( 33.3 ) 29 ( 19.7 ) 145 ( 17.3 ) 194 ( 20.2 )

近畿地方 271 ( 24.0 ) 145 ( 22.7 ) 107 ( 25.7 ) 82 ( 21.1 ) 65 ( 18.4 ) 6 ( 25.0 ) 31 ( 21.1 ) 184 ( 21.9 ) 138 ( 14.4 )

中国地方 74 ( 6.5 ) 41 ( 6.4 ) 19 ( 4.6 ) 26 ( 6.7 ) 13 ( 3.7 ) 0 ( 0.0 ) 8 ( 5.4 ) 55 ( 6.5 ) 49 ( 5.1 )

四国地方 39 ( 3.5 ) 15 ( 2.4 ) 11 ( 2.6 ) 26 ( 6.7 ) 16 ( 4.5 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 0.7 ) 14 ( 1.7 ) 23 ( 2.4 )

九州・沖縄地方 96 ( 8.5 ) 69 ( 10.8 ) 41 ( 9.8 ) 41 ( 10.6 ) 53 ( 15.0 ) 3 ( 12.5 ) 12 ( 8.2 ) 76 ( 9 ) 106 ( 11.1 )
3年以内 69 ( 6.1 ) 30 ( 4.7 ) 26 ( 6.2 ) 29 ( 7.5 ) 5 ( 1.4 ) 0 ( 0.0 ) 6 ( 4.1 ) 44 ( 5.7 ) 60 ( 6.3 )
4~20年 573 ( 50.7 ) 338 ( 53.0 ) 176 ( 42.2 ) 208 ( 53.6 ) 135 ( 38.1 ) 12 ( 50.0 ) 71 ( 48.3 ) 400 ( 51 ) 481 ( 50.2 )
21年以上 477 ( 42.3 ) 263 ( 41.2 ) 213 ( 51.1 ) 146 ( 37.6 ) 209 ( 59.0 ) 12 ( 50.0 ) 68 ( 46.3 ) 388 ( 41.8 ) 402 ( 41.9 )
2,000m2

未満 496 ( 43.9 ) 194 ( 30.4 ) 58 ( 13.9 ) 63 ( 16.2 ) 32 ( 9.0 ) 2 ( 8.3 ) 13 ( 8.8 ) 89 ( 10.6 ) 320 ( 33.4 )
2,000~3,000m2

未満 161 ( 14.2 ) 145 ( 22.7 ) 66 ( 15.8 ) 105 ( 27.1 ) 81 ( 22.9 ) 7 ( 29.2 ) 34 ( 23.1 ) 159 ( 18.9 ) 269 ( 28.1 )
3,000m2

以上 461 ( 40.8 ) 291 ( 45.6 ) 286 ( 68.6 ) 215 ( 55.4 ) 234 ( 66.1 ) 15 ( 62.5 ) 97 ( 66 ) 582 ( 69.3 ) 351 ( 36.6 )

全体で年間契約 920 ( 81.4 ) 556 ( 87.1 ) 363 ( 87.1 ) 279 ( 71.9 ) 296 ( 83.6 ) 20 ( 83.3 ) 118 ( 80.3 ) 721 ( 85.8 ) 753 ( 78.5 )

部分で年間契約 161 ( 14.2 ) 69 ( 10.8 ) 43 ( 10.3 ) 89 ( 22.9 ) 52 ( 14.7 ) 4 ( 16.7 ) 19 ( 12.9 ) 91 ( 10.8 ) 142 ( 14.8 )

スポット契約 48 ( 4.2 ) 13 ( 2.0 ) 10 ( 2.4 ) 20 ( 5.2 ) 4 ( 1.1 ) 0 ( 0.0 ) 10 ( 6.8 ) 25 ( 3 ) 60 ( 6.3 )

ねずみ・昆虫が多い 552 ( 48.8 ) 264 ( 41.4 ) 138 ( 33.1 ) 84 ( 21.6 ) 127 ( 35.9 ) 12 ( 50.0 ) 33 ( 22.4 ) 154 ( 18.3 ) 335 ( 34.9 )

建築物衛生法を遵守 420 ( 37.2 ) 272 ( 42.6 ) 233 ( 55.9 ) 187 ( 48.2 ) 179 ( 50.6 ) 11 ( 45.8 ) 90 ( 61.2 ) 578 ( 68.8 ) 333 ( 34.7 )

予防 156 ( 13.8 ) 99 ( 15.5 ) 45 ( 10.8 ) 115 ( 29.6 ) 46 ( 13.0 ) 1 ( 4.2 ) 24 ( 16.3 ) 103 ( 12.3 ) 286 ( 29.8 )

許容水準 779 ( 68.9 ) 412 ( 64.6 ) 256 ( 61.4 ) 311 ( 80.2 ) 273 ( 77.1 ) 21 ( 87.5 ) 105 ( 71.4 ) 661 ( 78.7 ) 703 ( 73.3 )

警戒水準 206 ( 18.2 ) 115 ( 18.0 ) 92 ( 22.1 ) 46 ( 11.9 ) 63 ( 17.8 ) 2 ( 8.3 ) 29 ( 19.7 ) 102 ( 12.1 ) 109 ( 11.4 )

措置水準 98 ( 8.7 ) 68 ( 10.7 ) 53 ( 12.7 ) 20 ( 5.2 ) 8 ( 2.3 ) 1 ( 4.2 ) 11 ( 7.5 ) 47 ( 5.6 ) 32 ( 3.3 )

許容水準 782 ( 69.2 ) 453 ( 71.0 ) 295 ( 70.7 ) 308 ( 79.4 ) 290 ( 81.9 ) 22 ( 91.7 ) 121 ( 82.3 ) 679 ( 80 ) 684 ( 71.3 )

警戒水準 144 ( 12.7 ) 114 ( 17.9 ) 67 ( 16.1 ) 25 ( 6.4 ) 39 ( 11.0 ) 1 ( 4.2 ) 14 ( 9.5 ) 84 ( 10 ) 145 ( 15.1 )

措置水準 100 ( 8.8 ) 58 ( 9.1 ) 44 ( 10.6 ) 15 ( 3.9 ) 8 ( 2.3 ) 0 ( 0.0 ) 7 ( 4.8 ) 44 ( 5.2 ) 70 ( 7.3 )

許容水準 783 ( 69.3 ) 440 ( 69.0 ) 330 ( 79.1 ) 278 ( 71.6 ) 264 ( 74.6 ) 15 ( 62.5 ) 118 ( 80.3 ) 693 ( 82.5 ) 643 ( 67.0 )

警戒水準 55 ( 4.9 ) 48 ( 7.5 ) 25 ( 6.0 ) 23 ( 5.9 ) 18 ( 5.1 ) 5 ( 20.8 ) 7 ( 4.8 ) 35 ( 4.2 ) 58 ( 6.0 )

措置水準 18 ( 1.6 ) 12 ( 1.9 ) 11 ( 2.6 ) 8 ( 2.1 ) 2 ( 0.6 ) 0 ( 0.0 ) 2 ( 1.4 ) 14 ( 1.7 ) 24 ( 2.5 )

許容水準 669 ( 59.2 ) 375 ( 58.8 ) 280 ( 67.1 ) 237 ( 61.1 ) 220 ( 62.1 ) 14 ( 58.3 ) 92 ( 62.6 ) 600 ( 71.4 ) 552 ( 57.6 )

警戒水準 169 ( 15.0 ) 90 ( 14.1 ) 70 ( 16.8 ) 55 ( 14.2 ) 54 ( 15.3 ) 4 ( 16.7 ) 25 ( 17 ) 118 ( 14 ) 140 ( 14.6 )

措置水準 41 ( 3.6 ) 34 ( 5.3 ) 21 ( 5.0 ) 23 ( 5.9 ) 12 ( 3.4 ) 2 ( 8.3 ) 9 ( 6.1 ) 34 ( 4 ) 46 ( 4.8 )

良い 261 ( 23.1 ) 133 ( 20.8 ) 85 ( 20.4 ) 175 ( 45.1 ) 116 ( 32.8 ) 5 ( 20.8 ) 61 ( 41.5 ) 358 ( 42.6 ) 358 ( 37.3 )

普通 576 ( 51.0 ) 348 ( 54.5 ) 236 ( 56.6 ) 189 ( 48.7 ) 191 ( 54.0 ) 15 ( 62.5 ) 63 ( 42.9 ) 379 ( 45.1 ) 436 ( 45.5 )

悪い 268 ( 23.7 ) 145 ( 22.7 ) 85 ( 20.4 ) 22 ( 5.7 ) 45 ( 12.7 ) 4 ( 16.7 ) 20 ( 13.6 ) 86 ( 10.2 ) 141 ( 14.7 )

わからない 17 ( 1.5 ) 6 ( 0.9 ) 10 ( 2.4 ) 2 ( 0.5 ) 0 ( 0.0 ) 0 ( 0.0 ) 1 ( 0.7 ) 9 ( 1.1 ) 11 ( 1.1 )

実施している 801 ( 70.9 ) 483 ( 75.7 ) 324 ( 77.7 ) 286 ( 73.7 ) 253 ( 71.5 ) 20 ( 83.3 ) 104 ( 70.7 ) 664 ( 79 ) 698 ( 72.8 )

実施していない 325 ( 28.8 ) 150 ( 23.5 ) 93 ( 22.3 ) 99 ( 25.5 ) 100 ( 28.2 ) 4 ( 16.7 ) 43 ( 29.3 ) 174 ( 20.7 ) 249 ( 26.0 )

大いに協力 744 ( 65.8 ) 401 ( 62.9 ) 275 ( 65.9 ) 295 ( 76.0 ) 260 ( 73.4 ) 19 ( 79.2 ) 113 ( 76.9 ) 616 ( 73.7 ) 726 ( 75.7 )

協力が得にくい 384 ( 34.0 ) 236 ( 37.0 ) 141 ( 33.8 ) 89 ( 22.9 ) 91 ( 25.7 ) 5 ( 20.8 ) 29 ( 19.7 ) 219 ( 26.1 ) 225 ( 23.5 )

その他
(N=959)

地域

床面積

契約内容

受注理由

築年数

飲食店
(N=1,130)

食品販売店
(N=638)

物販店
(N=417)

病院
(N=388)

ホテル・旅館
(N=354)

事務所
(N=840)

興行場
(N=147)

サウナ
(N=24)

オーナーや
管理者の協力度

ゴキブリの
生息状況

ねずみの
生息状況

蚊の
生息状況

ハエ・コバエの
生息状況

清掃などの
管理状況

IPMに準じた
防除
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物衛生法を遵守」とする割合が最も高いが，飲

食店では，「ねずみ・昆虫が多い」を理由に挙げ

る割合が最も高くなっている。また，「予防」と

の意識は相対的に低く 10%台に留まっている

が，病院では 29.6%が理由に挙げている。 
「ゴキブリの生息状況」では，「許容水準」で

ある割合が最も高いが，病院やサウナでは 80%
以上，それ以外の用途では，70%前後となって

いる。「警戒水準」は 20%前後，「措置水準」は

10%前後が該当しているが，物販店が 12.7%と

最も割合が高い。「ねずみの生息状況」において

も，ゴキブリの場合と傾向は類似している。「蚊

の生息状況」においては，未回答の場合が多く

なっているが，全体のバランスはゴキブリやね

ずみの場合と差異はないといえる。「ハエ・コバ

エの生息状況」では，いずれの用途においても

「警戒水準」の割合が若干高い。 
「清掃などの管理状況」では，飲食店，食品

販売店，物販店では「普通」の割合が高く 50%
以上を占め，「悪い」が 20%程度となっている。

一方で，病院や事務所では「悪い」の割合が相

対的に低く，それぞれ 5.7%，10.25 である。

「IPM に準じた防除」の実施の有無では，「実

施している」割合が 70%以上である。「オーナ

ーや管理者の協力度」においても 70%以上が

「大いに協力」と回答している。 
 

C.2 建物規模別の建物特性 
表 1-2-2 に，建物用途別に，「床面積」と「建

築年」「契約内容」「管理状況」「IPM 防除」との

クロス集計を示す。なお，サウナと興行場につ

いては，N数が少ないため表には含めていない。

クロス集計に当たっては，「床面積」との関連に

ついてχ2検定を実施し，有意な要因についても

合わせて記している。ここで扱う「床面積」は，

建物規模を表しており，「3,000m2以上」が特定

建築物に該当し，「2,000m2未満」が小規模建物，

「2,000~3,000m2未満」が中規模建物に該当す

るため，以後，それぞれを小規模建物，中規模

建物，特定建築物と呼ぶ。 
飲食店について，「床面積」と「築年数」「契

約内容」「IPM 防除」には有意な関連性が見ら

れる。特定建築物ほど「築年数」が大きく，小

中規模建築物は「4~20年」の建物の割合が高い。

「契約内容」では，「床面積」が大きくなるほど，

年間契約の割合が高く，「IPM 防除」の実施の

割合も高くなる。 
食品販売店では，「床面積」と「築年数」「契

約内容」において有意な関連性がある。特定建

築物ほど，「築年数」が大きく，「契約内容」が 
 

年間する割合が高い。この傾向は物販店におい

ても同様である。 
病院では，「床面積」と「築年数」「管理状況」

とに有意な関連性が見られる。「築年数」では，

いずれの規模においても「4~20 年」の割合が高

いことが特徴である。また，「管理状況」が「良

い」割合は，小規模建築物と特定建築物で 90%
を越えている。ホテル・旅館では，「床面積」と

「築年数」「契約内容」「IPM 防除」，事務所で

は，「床面積」と「築年数」「契約内容」に有意

な関連性が見られる。 
いずれの用途においても，「床面積」と「築年

数」とに有意な関連性が確認でき，規模が大き

くなるほど「築年数」が大きくなる傾向がある。

また，「契約内容」については，規模が大きくな

るほど一部ではなく，全体で年間契約する割合

が高くなることが確認できる。 
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表 2-2 建物規模の建物特性に関するクロス結果 

 
 
C.3 建物規模と環境衛生についての統計解析 
従属変数を，ゴキブリ，ねずみ，蚊，ハエ・

コバエの生息状況，独立変数を「床面積の区分」

「契約内容」「清掃などの管理状況」「IPM に準

じた防除を実施しているか」として，ロジステ

ィック回帰分析を行った。分析では，従属変数

を二値化するため，それぞれの生息状況に対し

て「許容水準」を 0，「警戒水準」「措置水準」の

いずれかの場合を 1としたダミー変数を作成し

た。まず，先の独立変数と「地域」「建築年」「床

面積」を含めた全てを投入してロジスティック

回帰分析を実施し，尤度比による変数減少法で

振り分けられた変数を確認した。さらに，これ

らの変数と，交絡要因としての「地域」「建築年」，

さらに「床面積」を含めた変数を強制投入して，

最終モデルとした。統計解析には IBM SPSS 
v23 を用いた。 
 表 1-2-3 に，ゴキブリの生息状況に関連する

要因の調整オッズ比を示す。「床面積の区分」の

AOR は「2,000~3,000m2 未満」(AOR=1.42, 

p<0.01)と「2,000m2未満」(AOR=1.33, p<0.05)
とも有意に 1 よりも大きく，特定建築物よりも

建物規模が小さくなると，ゴキブリの生息状況

が環境衛生上問題となっていることが確認でき

る。また，「清掃などの管理状況」においては，

「良い」から「悪い」となるほど AOR が 1 よ

りも大きくなる傾向が確認できる (p for 
trend<0.001)。「IPM に準じた防除を実施して

いない」場合，ゴキブリの生息状況が有意に悪

化する(AOR=2.49, p<0.001)ことも示される。 
 表 1-2-4 に，ねずみの生息状況に関連する要

因の調整オッズ比を示す。「床面積の区分」の

AOR は「2,000m2未満」(AOR=1.72, p<0.001)
にて有意に 1 より大きくなっており，建物規模

が「2,000m2未満」「2,000~3,000m2未満」とな

るほど，ねずみの生息状況が環境衛生上問題と

なる傾向が確認できる(p for trend<0.001)。ま

た，「契約状況」が年間契約よりも「スポット契

約」である方が，環境衛生が有意に悪化してい

る(AOR=3.01, p<0.001)。「清掃などの管理状況」

3年以内 4~20年 21年以上 全体年間 一部年間 単体 良い 普通 悪い 実施あり 実施なし

2,000m2
未満 40(8.1) 289(58.9) 162(33.0) 379(76.6) 83(16.8) 33(6.7) 282(92.2) 16(5.2) 8(2.6) 337(68.2) 157(31.8)

2,000~3,000m2
未満 5(3.1) 101(63.1) 54(33.8) 127(78.9) 28(17.4) 6(3.7) 106(93.0) 8(7.0) 0(0.0) 107(66.5) 54(33.5)

3,000m2
以上 24(5.2) 174(38.0) 260(56.8) 406(88.1) 48(10.4) 7(1.5) 388(90.4) 31(7.2) 10(2.3) 348(75.8) 111(24.2)

3年以内 4~20年 21年以上 全体年間 一部年間 単体 良い 普通 悪い 実施あり 実施なし

2,000m2
未満 9(4.7) 115(60.5) 66(34.7) 162(83.5) 24(12.4) 8(4.1) 105(88.2) 12(10.1) 2(1.7) 149(72.9) 52(27.1)

2,000~3,000m2
未満 3(2.1) 99(68.8) 42(29.2) 122(84.1) 20(13.8) 2(2.1) 98(87.5) 11(9.8) 3(2.7) 110(76.4) 34(23.6)

3,000m2
以上 18(6.2) 333(53.4) 153(52.8) 265(91.1) 24(8.2) 2(0.7) 231(87.8) 25(9.5) 7(2.7) 226(78.2) 63(21.8)

3年以内 4~20年 21年以上 全体年間 一部年間 単体 良い 普通 悪い 実施あり 実施なし

2,000m2
未満 9(15.8) 21(36.8) 27(47.4) 43(74.1) 11(19.0) 4(6.9) 39(90.7) 2(4.7) 2(4.7) 40(69.0) 18(31.0)

2,000~3,000m2
未満 2(3.0) 41(62.1) 23(34.8) 51(77.3) 12(18.2) 3(4.5) 49(89.1) 4(7.3) 2(3.6) 49(74.2) 17(25.8)

3,000m2
以上 15(5.2) 109(38.1) 162(56.6) 264(92.3) 20(7.0) 2(0.7) 238(90.2) 19(7.2) 7(2.7) 229(80.1) 57(19.9)

3年以内 4~20年 21年以上 全体年間 一部年間 単体 良い 普通 悪い 実施あり 実施なし

2,000m2
未満 7(11.1) 42(66.7) 14(22.2) 37(58.7) 21(33.3) 5(7.9) 45(91.8) 2(4.1) 2(4.1) 46(73.0) 17(27.0)

2,000~3,000m2
未満 5(4.8) 59(56.7) 40(38.5) 73(69.5) 25(23.8) 7(6.7) 62(79.5) 11(14.1) 5(6.4) 76(73.1) 28(26.9)

3,000m2
以上 17(8.0) 106(50.0) 89(42.0) 165(76.7) 43(20.0) 7(3.3) 167(93.8) 10(5.6) 1(0.6) 160(75.1) 53(24.9)

3年以内 4~20年 21年以上 全体年間 一部年間 単体 良い 普通 悪い 実施あり 実施なし

2,000m2
未満 1(3.1) 16(50.0) 15(46.9) 22(68.8) 8(25.0) 2(6.3) 19(90.5) 1(4.8) 1(4.8) 17(54.8) 14(45.2)

2,000~3,000m2
未満 0(0.0) 45(57.0) 34(43.0) 60(75.9) 17(21.5) 282.5) 52(91.2) 5(8.8) 0(0.0) 54(66.7) 27(33.3)

3,000m2
以上 4(1.7) 70(30.3) 157(68.0) 208(88.9) 26(11.1) 0(0.0) 187(93.5) 12(6.0) 1(0.5) 177(75.6) 57(24.4)

3年以内 4~20年 21年以上 全体年間 一部年間 単体 良い 普通 悪い 実施あり 実施なし

2,000m2
未満 8(9.2) 42(48.3) 37(42.5) 71(80.7) 9(10.2) 8(9.1) 59(92.2) 4(6.3) 1(1.6) 66(74.2) 23(25.8)

2,000~3,000m2
未満 3(1.9) 92(57.9) 64(40.3) 129(81.1) 24(15.1) 6(3.8) 122(96.1) 5(3.9) 0(0.0) 122(76.7) 37(23.3)

3,000m2
以上 32(5.5) 261(45.2) 285(49.3) 513(88.4) 57(9.8) 10(1.7) 503(92.8) 26(4.8) 13(2.4) 466(80.3) 114(19.7)

χ
2
検定による有意確率：* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

IPM防除*築年数*** 契約内容***

築年数*** 契約内容*

管理状況

管理状況 IPM防除

IPM防除

築年数*** 契約内容***

築年数* 契約内容

築年数*** 契約内容***

築年数* 契約内容** 管理状況

管理状況 IPM防除

管理状況 IPM防除*

管理状況* IPM防除

事務所(N=840)

飲食店(N=1,130)

食品販売点(N=638)

物販店(N=417)

病院(N=388)

ホテル・旅館(N=354)
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においては，ゴキブの場合と同様に，「良い」か

ら「悪い」になるほど AOR が 1 よりも大きく

なる傾向が確認でき(p for trend<0.001)，「悪い」

場合の AOR は大きい(AOR=18.00, p<0.001)。 
 表 1-2-5 に，蚊の生息状況に関連する要因の

調整オッズ比を示す。「床面積の区分」の AOR
は「2,000~3,000m2未満」(AOR=1.42, p<0.05)
にて有意に 1 より大きくなっており，特定建築

物と比べて中規模建築物(2,000~3,000m2 未満)
である方が，蚊の生息状況が環境衛生上問題と

なっていることを示している。「IPM に準じた

防除を実施していない」場合，蚊の生息状況が

有意に悪化する(AOR=1.41, p<0.05)ことはゴ

キブルの場合と同様である。 
 表 1-2-6 に，ハエ・コバエの生息状況に関連

する要因の調整オッズ比を示す。「床面積の区分」

では有意な関連性は確認できなかったが，「清掃

などの管理状況」においては，「良い」から「悪

い」となるほど AOR が 1 よりも大きくなる傾

向が確認できる(p for trend<0.001)。「IPM に準

じた防除を実施していない」場合，ゴキブリや

蚊と同様に，ハエ・コバエの生息状況が有意に

悪化する(AOR=1.44 p<0.001)ことが示される。 
 
 
表 1-2-3 ゴキブリの生息状況に関連する要因

の調整オッズ比 

 
 
 
 
 
 

表 1-2-4 ねずみの生息状況に関連する要因の

調整オッズ比 

 
 
 
表 1-2-5 蚊の生息状況に関連する要因の調整

オッズ比 

 
 
 
表 1-2-6 蚊の生息状況に関連する要因の調整

オッズ比 

 

3,000m2
以上 1,222 1.00

2,000~3,000m2
未満 564 1.42 ** (1.12-1.80)

2,000m2
未満 698 1.33 * (1.06-1.66)

清掃などの管理状況

良い 2,248 1.00
普通 173 1.57 * (1.11-2.21)
悪い 63 2.32 ** (1.36-3.95)

IPMに準じた防除を実施しているか
実施している 1,916 1.00
実施していない 568 2.49 *** (2.03-3.06)

a 交絡要因：地域，築年数
CI = confidence interval; * p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001

要因

p<0.001

床面積の区分

p for trend

p for trend

p<0.05

度数
ゴキブリの生息状況

AORa (95%CI)

3,000m2
以上 1,222 1.00

2,000~3,000m2
未満 564 1.14 (0.85-1.52)

2,000m2
未満 698 1.72 *** (1.33-2.22)

契約内容

全体で年間契約 2,043 1.00
部分で年間契約 341 1.08 (0.79-1.49)
スポット契約 100 3.01 *** (1.97-4.77)

清掃などの管理状況

良い 2,248 1.00
普通 173 5.20 *** (3.74-7.21)
悪い 63 18.00 *** (10.05-32.14)

a 交絡要因：地域，築年数
CI = confidence interval; * p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001

要因 度数
ねずみの生息状況

AORa (95%CI)
床面積の区分

p for trend p<0.001

p for trend p<0.001

p for trend p<0.001

3,000m2
以上 1,222 1.00

2,000~3,000m2
未満 564 1.42 * (1.01-1.97)

2,000m2
未満 698 1.08 (0.78-1.51)

IPMに準じた防除を実施しているか
実施している 1,916 1.00
実施していない 568 1.41 * (1.04-1.90)

a 交絡要因：地域，築年数
CI = confidence interval; * p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001

要因 度数
蚊の生息状況

AORa (95%CI)
床面積の区分

p for trend p=0.11

3,000m2
以上 1,222 1.00

2,000~3,000m2
未満 564 0.91 (0.68-1.21)

2,000m2
未満 698 0.86 (0.66-1.12)

清掃などの管理状況

良い 2,248 1.00
普通 173 31.03 *** (19.87-48.47)
悪い 63 82.15 *** (29.47-229.0)

IPMに準じた防除を実施しているか
実施している 1,916 1.00
実施していない 568 1.44 ** (1.15-1.91)

a 交絡要因：地域，築年数
CI = confidence interval; * p<0.05  ** p<0.01  *** p<0.001

要因 度数
ハエ・コバエの生息状況

AORa (95%CI)

p for trend p<0.001

床面積の区分

p for trend p=0.51
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D.  まとめ 
 中小規模建築物ならびに特定建築物における，

ねずみ・昆虫等の生息状況，管理状況などの実

態を明らかにするために，ねずみ・昆虫等の防

除を業務とする事業者を対象としたアンケート

調査データを用いて分析した。対象とする建物

用途は，「飲食店」「食品販売店」「:物販店」「病

院」「ホテル・旅館」「サウナ」「興行場」「事務

所」である。分析により以下の結果が得られた。 
① 本調査にて得られたデータの「床面積」では，

いずれの用途においても特定建築物に該当

する「3,000m2以上」の割合が高く 40～70%
程度を占めている。一方，中規模建築物に該

当する「2,000～3,000m2未満」の割合は 20
～30%程度に留まっている。飲食店と食品

販売店については，特定建築物と同程度に

「2,000m2 未満」の割合が高いことが特徴

である。 
② いずれの用途においても，「床面積」と「築

年数」とに有意な関連性が確認できる。床面

積が，「2,000m2 未満」「2,000~3,000m2 未

満」「3,000m2以上」と規模が大きくなるに

つれて，「築年数」が大きくなる傾向がある。

また，「契約内容」については，規模が大き

いほど一部ではなく，全体で年間契約する

割合が高くなる。 
③ ロジスティック回帰分析による分析結果よ

り，ゴキブリやねずみ，蚊の生息状況では，

特定建築物と比べて中小規模建築物の方が

衛生環境上問題となっている可能性が高い

ことが示された。 
④ 中小規模建築物と比べて特定建築物では，

建築物衛生環境管理基準を遵守することを

背景に，ねずみ・昆虫等の駆除に対する意識

が高く，害虫の生息状況が適切に維持され

ている実態が示唆された。 
 
E. 知的財産権の出願・登録状況（予定含む） 
予定なし 
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平成２９年度～令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担総合研究報告書 

 
２. 健康危機に対応した環境衛生の実態と管理項目の検討 

 
分担研究者  柳  宇    工学院大学建築学部 教授 
分担研究者  鍵  直樹   東京工業大学環境・社会理工学院 准教授 
分担研究者  金  勲    国立保健医療科学院 主任研究官 
分担研究者  東  賢一   近畿大学医学部 准教授 
 

 
研究要旨：特定建築物（延床面積 3,000 ㎡以上の建築物、学校は 8,000 ㎡以上）に該当しない中小

規模の建築物には建築物衛生法が適用されていない。中規模建築物の数が特定建築物のおよそ半数

に及ぶことが報告されているが、建築物衛生法の適用対象外であるため、監視や報告の義務がない

ことから衛生管理状況の実態が不明瞭となっている。 
 本研究は、2,000～3,000 ㎡の中規模建築物における室内環境及び空気衛生環境を中心に、建築物

衛生法の環境衛生管理基準項目に係る要素の実態と、建築物利用者の健康状況を調査し、特定建築

物の適用範囲拡大も含めた適切な衛生管理方策の検討に必要な科学的根拠を得ることを目的として

いる。 
本章では中規模建築物を中心に比較対象として特定建築物を含め、室内空気衛生環境に係る実態

を把握するため現場の詳細測定を行った結果を報告している。調査項目は、温度・湿度・CO2 濃度、

浮遊微生物（カビ、細菌濃度）、パーティクル（浮遊粉じん）と PM2.5、化学物質（アルデヒド類、

VOCs）、エンドトキシン（細菌内毒素）である。 
（1）温度：中央値が冬期で 24.5℃（中小規模ビル）と 24.3℃（特定建築物）、夏期は 26.0℃（中

小規模ビル）と 25.6℃（特定建築物）であり、大きな差が見られなかった。また、一部の個別方式

の対象室では、運用状態によって夏期の立ち上がり時に室内温度が 28℃を上回るケースがあった。 
（2）相対湿度：冬期に最大値が 40％RH を上回るビルがあったが、規模を問わず 75％タイル値が

40％RH を下回っており冬期の低湿度問題が再確認された。夏期は規模を問わず概ね良好であった。 
（3）CO2 濃度：季節と規模を問わず全てが建築物衛生法管理基準値の 1000ppm を満足した。

Phase2 研究として行った冷暖房機の 2 週間連続測定結果に関する詳細調査は第 3 章で報告する。 
（4）微生物：細菌について、季節をと問わず中小規模ビルでは特定建築物と同様に日本建築学会

の管理規準値 500cfu/m3を満足していた。真菌は、冬期は中小規模ビルの室内濃度が日本建築学会

の管理規準値 50cfu/m3を満足していたが、夏期は中小規模ビルの空調・換気設備のろ過性能が比較

的劣ってため、高濃度の外気の侵入により室内浮遊真菌濃度が上昇し、50cfu/m3を超える対象室が

散見された。一方、特定建築物は季節を問わず、浮遊真菌濃度の中央値が 50cfu/m3を下回っていた。 
NGS（次世代シーケンサー）を用いたメタゲノムの菌叢解析において、検出された細菌属と真菌

属の何れにおいて、これまで報告された生菌の結果よりはるかに多かった。これは、培地を用いた

方法では殆どの種類の細菌と真菌を検出できないためである。また、菌量の多さを表すリード数に

おいて、中小規模ビルでは特定建築物に比べ、細菌は多いものの、真菌は少なかった。この結果と

I/O 比の結果を併せて考えると、特定建築物では空調システム内での真菌の発生がある可能性ある

ことが強く示唆された。今回今後更なるデータを蓄積する必要がある。 
（5）浮遊粉じん／PM2.5：特定建築物及び中規模建築物における室内 PM2.5 濃度は、全ての室内

において 35 µg/m3以下となっており、大気の基準値の「1 日平均値が 35 µg/m3以下」を下回る結

果となった。I/O 比については、概ね I/O 比が 1 を下回っていた。よって、室内に支配的な粒子発

生源が無い場合、室内の PM2.5 濃度は主に外気中の粒子の侵入が影響していると考えられた。 
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  また、測定方法として、粉じん計に PM2.5 分級器を装着した計測器であっても、従来の PM2.5
計測器と良い相関が得られており、室内での適用可能性を示した。 
建築規模、空調方式別に室内 PM2.5 濃度、I/O 比を比較すると、中央方式の空調機を有する建築

物の方が低い値を示し、空調に使用されているフィルタの性能に影響されていることによるもので

あると示唆された。 
 大気における PM2.5 の傾向を調査した結果、近年は減少傾向にあるものの、地域ごとでは、北

東部では濃度が低く、南西部では濃度が高い傾向が確認できた。更に冬季における九州地方の濃度

が他の地域と比較して高い。しかしながら、ここ数年で PM2.5 濃度は減少する傾向となっている

ことを確認した。 
（6）化学物質：アルデヒド類、個別 VOCs、TVOC 共に平均濃度としては、夏期濃度が冬期より

高い傾向を示した。特に p-ジクロロベンゼンや 2E1H は季節間の差が明確に現れた。 
建物規模による濃度の違いが見られ、特定建築物が中小規模建築より全体的に濃度が低い傾向に

あり、最大値（検出濃度範囲）においても中小規模建築の方が高く環境に偏差がより大きかった。 
空間容積に対する各面面積の割合、在室密度、空調方式の違いによるものと考えられ、特に中小規

模建築に比べて特定建築物には中央式空調の割合が高く、中央式の利点が現れていると考えている。

今後、相関分析を行い明確は相関があるかを検証する必要がある。 
厚生労働省により 2019 年 1 月に既存指針物質であるキシレン、フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）、

フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）の 3 物質に対する濃度指針値が強化された。さらに、エチ

ルベンゼンの指針値の見直し、新な物質としてテキサノール、2-エチル-1-ヘキサノール（2E1H）、

2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート（TXIB）に関する議論が行われている。 
 このような社会背景から、指針値物質に関しては引き続き実態把握を行うと共に、検討物質とし

て議論されている 3 物質に関しても、オフィスにおける検出率やリスクが高い物質を選定して実態

調査を行ってゆく必要がある。 
 そこで、建築物室内における 2E1H 濃度の実態を把握するために、夏期及び冬期の 19 件の事務所

用途の特定建築物及び中小規模建築において実測を行った。結果として、2E1H は多くの室内で検

出され、TVOC に占める 2E1H の濃度が 50％を超える建物もあり 2E1H が室内環境の汚染に影響

を与えていることが明らかとなった。また、コンクリートが床下地である室内では、2E1H 濃度は

高く、金属製のフリーアクセスフロアの室内では低い傾向が見られた。さらに絶対湿度と 2E1H 濃

度との関係も見られ、対策を講ずるためには、換気の他にも、床仕様、環境湿度などが 2E1H の発

生に影響を与えていることが示唆された。 
（7）エンドトキシン（グラム陰性菌の内毒素）：室内エンドトキシン濃度では 1.0EU/m3を下回る

物件が多く、1.0EU/m3を超えても 1～2EU/m3と比較的低い水準が殆どであった。一方、冬期室内

濃度が 10 EU/m3近く高く、IO 比も 18 を超える物件が存在した。この建物は夏期と冬期の室内濃

度が明らかに異なることから冬期だけ室内に汚染源が存在していることが分かった。家庭用の中型

加湿器を複数台使っていたことが原因と考えられた。培養法による細菌濃度の測定結果でも高い濃

度が観察されていることから、当該オフィスでは加湿器による微生物汚染が起きていると判断され

た。I/O 比が 1.0 を超える結果も存在するが、多くの建物で外気より低い水準が保たれていた。特

定建築物と中小規模建築の比較では、夏期の室内平均濃度は同水準であり、冬期は中小規模での濃

度が高い結果となった。 
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A. 研究目的 
本研究は、建築物衛生法の特定建築物に含まれ

ない中小規模、特に床面積 2000～3000 ㎡の建築

物における空気温熱環境、給排水の管理、清掃、

ねずみ等の防除など適切な衛生管理方策の検討

と提言を目的とする。建築物衛生法は環境衛生全

体を網羅して管理・監督する法律であり、これま

で 40 年間以上室内環境の悪化防止と改善に貢献

してきた我が国固有のものであるが、本研究では

この建築物衛生法の中規模建築物への適用可能

性について検討するものである。 
 
2-1 温度・湿度・CO2濃度 
A. 調査対象ビル概要 

2018 年 1 月～2020 年 2 月の間に，東京都，大

阪府，福岡県，神奈川県，愛知県，群馬県にある

オフィスビル計 46件（52室）を対象に実態調査

を行った。測定対象ビルの建築と設備概要などを

表 2-1-1に示す。なお，表中赤字で標記されてい

る対象は結果的に特定建築物に分類されたため，

以後に示す結果は中小規模と特定建築物を分け

て解析したものである。 
 

B. 測定方法 
測定は，立ち入り調査と立ち入り調査日から約

2 週間の温湿度・CO2濃度の連続測定の 2種類で

あった。立ち入り調査日は表 2-1-1に示す通りで

ある。立ち入り時の測定項目は室内と屋外の温湿

度・CO2濃度（IAQ モニター），粒径別浮遊粒子

濃度（パーティクルカウンタ），浮遊細菌・真菌

（バイオサンプラー）などであった。室内と屋外

の温湿度・CO2濃度，粒径別浮遊粒子濃度をそれ

ぞれ 1 分間隔の計 30 分間の連続測定で行った。

浮遊細菌と浮遊真菌の測定にダブルサンプリン

グを行った。細菌に SCD 培地，真菌にDG18 培

地を用いた。培養条件はそれぞれ 32℃・2 日間

と 25℃・5日間であった。 
上記の測定が終了した後に，温湿度・CO2セン

サーを設置し，5分間隔の2 週間連続測定を行っ

た。 
 
 
 
 

C.  結果 
C.1 温度 
図 2-1-1～図 2-1-2 に冬期（2018 年，2019 年，

2020年，以後同）と夏期（2018年，2019年，以

後同）における執務時間帯（9:00~17:00）の規模

別の室内温度四等分値（最大値，75%タイル値，

中間値，25％タイル値，最小値）を示す。図中の

赤線はそれぞれ建築物衛生法管理基準の下限値

17℃と上限値 28℃を示している。 
冬期の中小規模ビルの中央値が 24.5℃である

のに対し，特定建築物の中央値は 24.3℃であった。

一方夏期では，中小規模ビルの中央値の 26.0℃に

対し，特定建築物はほぼ同じ（25.6℃）であった。

なお，夏期に中小規模最大値を示したのは 2018
年の F01 の朝立ち上がり時であった。F-01 は在

室者が極端に少なく（常駐者 1 名），出勤時間に

よっては，冷房を入れるのは 9：00以後になる可

能性がある。 
 
C.2 相対湿度  
図 2-1-3 と図 2-1-4 に本調査で行った中小規模

ビルと特定建築物の冬期と夏期の相対湿度の四

等分値を示す。中央値において，冬期では，中小

規模ビルと特定建築物の相対湿度がそれぞれ

30％と 35％であり，特定建築物の方が比較的高

い値を示したが，建築物の規模を問わず冬期の低

湿度問題が存在していることが確認された。 
一方夏期では，中小規模の 56％であるのに対

し，特定建築物はやや低めの 55％であり，ほぼ

同じであった。 
 

C.3  CO2濃度 
図 2-1-5～図 2-1-6 に冬期と夏期の室内 CO2濃

度の四等分値を示す。冬期では，中小規模ビルと

特定建築物の相対湿度がそれぞれ 762ppm と

737ppm，夏期ではそれぞれで 764ppm と 750ppm
であり，季節と規模を問わず全てが建築物衛生法

管理基準値の 1000ppmを満足した。 
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表 2-1-1 測定対象建築物の建築と設備概要 

地域 空調方式
対象床
面積(㎡)

測定時在
室人数

(測定者)

一人当た
りの面積

(㎡）
天候

AM 個別方式(PAC+換気装置) 118 12(7) 6.2 晴れ
1F 328 22(7) 11.3 晴れ
2F 409 22(7) 14.1 晴れ
3F 614 33(8) 15.0 晴れ

AM 個別方式(PAC+換気装置) 124 6(5) 11.3 雨
PM 個別方式(PAC)換気なし 109 12(5) 6.4 雨

AM 個別方式(PAC+換気装置) 169 12(7) 8.9 晴れ
1F 328 21(3) 13.7 晴れ
2F 409 21(3) 17.0 晴れ
3F 614 27(9) 17.1 晴れ

AM 個別方式(PAC+換気装置) 44 1(8) 4.9 曇り
個別方式(PAC+換気装置) 93 7(4) 8.5 曇/雨
個別方式(PAC+換気装置) 122 4(3) 17.4 晴れ

AM 個別方式(PAC+換気装置) 383 10(5) 25.5 晴れ
PM 個別方式(PAC+換気装置) 124 2(6) 15.5 晴れ
AM 中央方式（外調機+PAC） 193 15(4) 10.2 晴れ
PM 個別方式(PAC)換気なし 109 12(4) 6.8 晴れ
AM 中央方式（外調機） 1178 77(6) 14.2 晴れ

個別方式(PAC)換気なし 133 10(5) 8.9 晴れ
個別方式(PAC+換気装置) 118 5(5) 11.8 晴れ

1F 204 13(8) 9.7 晴れ
2F 123 9(8) 7.2 晴れ

AM 中央式(外調機) 1178 76(7) 14.1 晴れ
個別式(PAC+換気装置） 169 8(8) 10.6 晴れ
個別式(PAC)換気なし 133 12(8) 5.7 晴れ

AM 大阪 中央式(外調機+PAC) 193 26(3) 6.7 -
PM 福岡 個別式(PAC+換気装置） 93 6(3) 10.3 -
AM 個別式(PAC+換気装置） 122 11(3) 8.7 -

個別式(PAC+換気装置） 44 1(7) 5.5 -
個別式(PAC+換気装置） 383 14(4) 21.3 -

AM 個別式(PAC+換気装置） 55 3(5) 6.9 晴れ
中央式(外調機) 1050 150(5) 6.8 晴れ

個別式(PAC+換気装置） 92.4 9(5) 6.6 晴れ
1F 204 19(4) 8.9 晴れ
2F 123 9(4) 9.5 晴れ

AM 個別式(PAC+換気装置） 93 11(4) 6.2 曇り
中央式(外調機) 196 2(3) 39.2 晴れ

個別式(PAC+換気装置） 110 12(3) 7.3 晴れ
2019/8/29 PM 個別式(PAC+換気装置） 96 3(6) 10.7 晴れ

AM 中央式(外調機) 176 12(6) 9.8 曇り
PM 個別式(PAC+換気装置） 266 15(4) 14 雨

AM 個別式(PAC+換気装置） 55 3(5) 6.9 雨
PM 個別式(PAC+換気装置） 110 9(7) 6.9 曇り
AM 個別式(PAC+換気装置） 176 9(6) 11.7 曇り
PM 個別式(PAC+換気装置） 266 13(6) 14.0 晴れ
PM 中央式(外調機) 96 7(6) 6.4 曇り

2020/2/14 PM 東京 個別式(PAC+換気装置） 92 11(6) 5.4 曇り
PM 東京 中央式(外調機) 196 5(6) 17.8 晴れ
PM 東京 中央式(外調機) 1050 98(6) 10.1 晴れ
AM 群馬 個別式(PAC+換気装置） 330 21(5) 12.7 晴れ
PM 東京 中央式(外調機) 1350 102(6) 12.5 晴れ
PM 東京 個別式(PAC+換気装置） 93 11(6) 5.5 晴れ

E02 個別方式(PAC+外調機）

2018/9/18
E04

東京PM E05
E01

2018/8/27
F01

福岡PM F02
F03

2018/8/28 F04
W01

大阪2018/8/29 W03
W02

2020/1/15

E09

2020/2/17 E11
E08

2020/2/21
E13
E14
E10

E07
東京E12

2020/2/13
A02

愛知A03
A01

E12
A01

愛知

冬季（2020）

2019/8/30 A02
A03

2019/8/2 PM E06 神奈川 中央式(外調機)

2019/8/27
E10

東京PM E11

夏期（2019）

2019/8/1
E07

東京PM E08
E09

福岡PM F01
F04

2019/1/11
F03

2018/12/19
E04

東京PM E03
E05

2019/1/10 W03
F02

測定日 対象物件ID

冬期（2019）

2018/12/18 PM E06 神奈川 中央式(外調機)

冬期（2018）

2018/1/10

E01

東京PM E02 個別方式(PAC+外調機+換気装置)

2018/3/5 W01
大阪W02

夏期（2018）

2018/8/23

E03

東京PM
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図 2-1-1 冬期における中小規模ビルと特定建

築物の室内温度四等分値の比較 
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図 2-1-2 夏期における中小規模ビルと特定建

築物の室内温度四等分値の比較 
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図 2-1-3 冬期における中小規模ビルと特定建

築物の室内相対湿度四等分値の比較 
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図 2-1-4 夏期における中小規模ビルと特定建

築物の室内相対湿度四等分値の比較 
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図 2-1-5 冬期における中小規模ビルと特定建

築物の室内CO2濃度四等分値の比較 
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図 2-1-6 夏期における中小規模ビルと特定建

築物の室内CO2濃度四等分値の比較 
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2-2 微生物・微粒子 
A. 研究方法 
浮遊細菌と浮遊真菌の測定にダブルサンプリ

ングを行った。細菌に SCD 培地，真菌に DG18
培地を用いた。培養条件はそれぞれ 32℃・2 日

間と 25℃・5日間であった。 
 
B. 結果 
B.1 生菌 
B.1.1 細菌 
図 2-2-1 と図 2-2-2 に冬期と夏期における室内

と屋外の浮遊細菌濃度の四等分値を示す。冬期で

は，E09 の濃度は日本建築学会管理規準値

500cfu/m3 を上回ったが，他は全て当該基準値を

満足した。また最大値を除いた他の四等分値は規

模別による差があまりなかった。夏期では，全て

500cfu/m3 を上回ったものの，中小規模より特定

建築物の方が低い値を示した。 
B.1.2 真菌 
図 2-2-3 と図 2-2-4 に冬期と夏期における室内

と屋外の浮遊真菌濃度の四等分値を示す。冬期で

は，中小規模ビルの最大値が日本建築学会管理規

準値 50cfu/m3を上回ったが，他は全て当該基準値

を満足した。夏期では，特定建築物の 75％のタ

イル値が 50cfu/m3を下回っているのに対し，中小

規模ビルの中央値が 50cfu/m3を上回っており，規

模による差が見られた。 
 

B.2 菌叢 
B.2.1 サンプリング方法 
 ここでは，2019 年夏期に測定を行った時に，

各対象ビル（表 2-1-1）の室内と屋外に DNA フ

リーフィルタとエアポンプを用いた測定を行っ

た。サンプリング流量は 180ℓ（3ℓ/min×60min）
であった。 
本研究では，メタゲノム手法を用いた。メタゲノ

ム解析は，培養のプロセスを経ずに，環境サンプ

ルから直接に回収した DNA を解析するもので，

培養できないとされている微生物のDNAも解読

できるようになっている。 
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図 2-2-1 冬期における中小規模ビルと特定建築

物室の内浮遊細菌濃度四等分値 

0

100

200

300

400

500

中小規模 特定建築物

浮
遊
真
菌

濃
度

[c
fu

/m
3 ]

 
図 2-2-2 夏期における中小規模ビルと特定建築

物室の内浮遊細菌濃度四等分値 
 

B.2.2 DNA抽出・増幅・精製・解析方法 
 DNA の抽出，増幅，精製については筆者らの

既報を参照されたい１～２）。なお，NGS（次世代

シーケンサー）によるDNA解読を商用ラボに依

頼した。 
 
B.2.3 解析結果 
現在，生物は 3つのドメイン，即ち，ユーキャ

リア（真核生物），バクテリア（真正細菌），アー

ケア（古細菌）に分類されており，それぞれのド

メインの下に門（phylum），綱（class），目（order），
科（family），属（genus），種（specie）に細分類

されている。 
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図 2-2-3 冬期における中小規模ビルと特定建築

物室の内浮遊真菌濃度四等分値 
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図 2-2-4 夏期における中小規模ビルと特定建築

物室の内浮遊真菌濃度四等分値 
 

ここでは，これまでの研究と比較するために主

として細菌と真菌の属について検討を行った。 
表2-2-2にリード数別の細菌と真菌の属数を示

す。リード数とは，NGS で解析した塩基配列の

数であり，細菌と真菌の量の多さを表す指標であ

る。 
これまで，培地を用いた生菌の測定結果から，細

菌の主な発生源が室内，真菌の主な発生源は外気

中にあることが知られている。表 2-2-1 より，培

地法よりはるかに多い属菌が検出されているこ

とが分かった。また，リード数を問わず，屋外よ

り室内から 
 
 
 
 
 
 
 

表 2-2-2 検出された細菌と真菌の属数 

10~ 100~ 1000~ 10000~

室内 244 159 61 15

屋外 242 142 52 12

室内 104 95 82 22

屋外 146 116 65 9

リード数

細菌

真菌
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図 2-2-5 各箇所検出された細菌の総リード数 
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図 2-2-6 各箇所検出された真菌の総リード数 
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図 2-2-7 室内浮遊細菌リード数の四等分値 
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検出された細菌属数が多かった。一方，真菌にお

いては，リード数が 1000 までの属数が屋外の方

が多いが，1000 以上の場合室内の方が多いこと

が分かった。これは室内，または外気を導入する

空気搬送系での発生があったと推測される。 
図 2-2-5 と図 2-2-6 に細菌と真菌の総リード数

数を示す。図 2-2-7 と図 2-2-8 に規模別ビル室内

における細菌と真菌の総リード数の四等分値を

示す。細菌では，中小規模ビルが高い値を示した

が，真菌では逆の傾向を示した。この結果から，

特定建この点について，今後さらなるデータの蓄

積が必要であると思われる。 
図2-2-9と図2-2-10に細菌と真菌の総リード数

10000以上の細菌属と真菌属を示す。上位細菌属

と真菌属はこれまで培地法でも検出されている

ものを含んでいる。 
 図 2-2-11～図 2-2-12 に各箇所検出された総リ

ード数の I/O比と浮遊細菌（生菌）の I/O比を示

す。全体的にリード数の I/O比が高い値を示した。 
図 2-2-13～図 2-2-14 に各箇所検出された総リ

ード数の I/O比と浮遊真菌（生菌）の I/O比を示

す。細菌と同様に全体的にリード数の I/O比が高

い値を示した。これらの結果は，生菌は培地の選

択性により，測定できる細菌が僅かであることに

起因するものであると考えられる。また，外気が

フィルタを通過して室内に導入されるため，室内

の発生がなければ I/Oがかなり低くなる（フィル

タの捕集率による）が、上記の I/Oの結果から室

内で細菌と真菌の発生があったものと考えられ

る。 
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図 2-2-8 室内浮遊真菌リード数の四等分値 
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Neisseria Enhydrobacter Haemophilus Fusobacterium
Corynebacterium Pseudomonas Leptotrichia Rothia
Lactobacillus Veillonella Deinococcus [Prevotella]
Porphyromonas Propionibacterium Actinomyces Lautropia
Sphingomonas Chryseobacterium Capnocytophaga Micrococcus  

図 2-2-9 細菌属別リード数（合計 10000以上） 
 

0
3000
6000
9000

12000
15000
18000
21000

E0
7-

IA
E0

7-
O

A
E0

8-
IA

-
E0

9-
IA

E0
9-

O
A

E0
6-

IA
1F

E0
6-

IA
2F

E0
6-

O
A

E1
0-

IA
E1

0-
O

A
E1

1-
IA

E1
1-

O
A

E1
2-

IA
E1

2-
O

A
A

01
-I

A
A

01
-O

A
A

02
-I

A
A

02
-O

A
A

03
-I

A
A

03
-O

A

リ
ー
ド

数
[-]

Malassezia Aspergillus Schizophyllum Trametes
Pleurotus Toxicocladosporium Schizopora Cladosporium
Peniophorella Xylodon Resinicium Mycosphaerella
Basidiodendron Hortaea Stereum Ceriporia
Gloeophyllum Sistotremastrum Rhizopus Dendrocorticium
Phlebia Hyphodontia Trichaptum Irpex
Bjerkandera Heterobasidion Penicillium Junghuhnia

38338

 
図 2-2-10 細菌属別リード数（合計 10000以上） 
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図 2-2-11 各箇所における細菌リード数の I/O比 
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図 2-2-12 各箇所における細菌（生菌）の I/O比 
 
B.3 浮遊粒子 
B.3.1 測定結果 
図 2-2-15 と図 2-2-16 に冬期と夏期に中小規模

と特定建築物の粒径別浮遊粒子濃度の四等分値

を示す。冬期では，規模別間に 1μm以下の浮遊

粒子濃度（中央値）の間に大きな差はなかったが，

1μm 以上の浮遊粒子濃度において特定建築物の

方が低い値を示している。夏期では，粒径を問わ

ず特定建築物の方が低い値を示した。この差は空

調機に備えられているエアフィルタの捕集性能 
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図 2-2-13 各箇所における真菌リード数の I/O比 
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図 2-2-14 各箇所における真菌（生菌）の I/O比 
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図 2-2-15 規模別浮遊粒子濃度（冬期） 
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図 2-2-16 規模別浮遊粒子濃度（夏期） 

 
の差によるものと考得られている。 
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2-3 化学物質  
2-3-1 VOCs 及びアルデヒド類  
 1990 年代のシックハウス問題を受け、厚生労

働省によりホルムアルデヒドを含む 13 物質の

濃度指針値 1）が、TVOC については暫定目標値

が定められている。 
更に、最後の指針値が制定されてからちょう

ど 10 年が過ぎた時点である 2012 年 9 月から厚

生労働省は「シックハウス関連指針値の検討会」
2)を再会し、指針値の見直しと指針物質の追加

など議論を行ってきた。 
その結果、2019 年 1 月に既存物質であるキシ

レン、フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）、フタル酸ジ

-2-エチルヘキシル（DEHP）の指針値が強化さ

れることになった 1）。 
 また、エチルベンゼンの指針値の見直しに加

え、新な物質としてテキサノール、2-エチル-1-
ヘキサノール（2E1H）、2,2,4-トリメチル-1,3-ペ
ンタンジオールジイソブチレート（TXIB）に関

する議論が続いている。 
 特定建築物では、建築物環境衛生管理基準に

より CO2 濃度を基準に適切な換気を行うよう

に定めていることや設計換気量が住宅より多

いこと、室内表面積の比が住宅より小さい、ま

た内装材も住宅とは異なることから化学物質

濃度は低いと考えられている。 
 一方、中規模建築に関しては、労働者の安全

と健康を確保する目的で 1 日 8 時間勤務を想定

した最低限の基準として労働安全衛生法の「事

務所衛生基準規則」により室内濃度として

5000ppm が、供給空気の CO2 濃度 1000ppm 以

下が定められている。しかしながら、測定や管

理など実際の運用に関しては不明な点が多い。 
このような背景から、中規模建築に関しても

ホルムアルデヒド以外の指針物質はもちろん、

代替物質など室内空気中化学物質濃度をモニ

タリングし、実態を把握してゆく必要がある。 
 

A. 研究目的 
 厚生労働省によりシックハウスに関連して

13 物質の濃度指針値及び TVOC の暫定目標値

が定められている。特定建築物を対象とした建

築物衛生法においては、新築・改築・大規模改

修などを行った際にホルムアルデヒドのみを

対象に濃度 100 µg/m3が適用されている。 
中小規模のオフィスビルが対象となる労働

安全衛生法の「事務所衛生基準規則」でも同じ

内容が定められている。しかし、中小規模建築

の実態が不明であること、また他の化学物質の

現状は分からないことから室内化学物質濃度

の現状を把握するため、厚生労働省の指針値に

示されている物質を中心に実測調査を行った。 
更に、シックハウス検討会で議論されており、

オフィスなどビル建築でよく検出される2-エチ

ル-1-ヘキサノール（2E1H）の測定結果について

纏めた。 
 

B. 研究方法 
B.1 調査対象 
 2017 年度の測定対象は、北海道（記号 H、3
件）、関東（記号 E、2 件）、関西（記号 W、2 件）

の中小規模事務所ビルである。2017 年 8 月（夏

期）及び 2018 年 1 月及び 3 月（冬期）に、各建

築物において測定を行った。 
 2018 年度は東京、大阪、福岡のオフィスビル

計 12 件で測定を行った。但し、E01、E04、E05、
F04、W03 は特定建築物に分類されるが、中小

規模建築との比較のために一緒に示している。 

2018 年 1 月（冬期）、2018 年 8 月～9 月（夏期）

及び 2018 年 12 月～2019 年 1 月（冬期）に測定

を行った。 
 2019 年度の調査は関東（東京）、中部（名古

屋）のオフィスビル計 11 件を対象とした。なお、

A01、A03、E08、E14 は特定建築物に分類され

るが、中小規模建築との比較のために一緒に示

している。2019 年 8 月（夏期）、2020 年 1 月～

2 月（冬期）に測定を行った。 
 
B.2 調査方法 
 ホルムアルデヒド、アセトアルデヒドなどの

カルボニル化合物については、DNPH カートリ

ッジを用いて 30 L 捕集（30min at 1.0L/min）を

行い、HPLC により 12 成分の定量分析を行っ

た。トルエンなど VOCs については、Tenax-TA
充填捕集管を用いて 5L 捕集（ 30min at 
166mL/min）し、GC/MS により 40 成分の定量

を行った。なお、TVOC は C6 ヘキサンから C16
ヘキサデカンに検出した全ピーク面積をトル
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エン換算して算出した。 
 

表 2-3-1 空気中化学物質の測定概要 
測定項目 内容 
 
アルデヒド類 
 

DNPH カートリッジ 
30L (at 1.0L/min) 
HPLC（12 物質） 

 
VOCs 
 

Gerstel Tube (Tenax-TA) 
5L (at 166mL/min) 
GC-MS（40 物質） 

 
C. 結果及び考察 
C.1 2017 年度測定結果 
 各測定箇所における化学物質濃度を表 2-3-2
及び表 2-3-3 に示す。指針値が定められている

物質の中で、今回の測定から検出された成分や

住宅やオフィスなど室内でよく検出される成

分は表内に青の陰影で記している。 
 アルデヒド類であるホルムアルデヒド、アセ

トアルデヒドは厚生労働省指針値 100μg/m3 及

び 48μg/m3 に対し指針値を超過する室はなかっ

た。 
 両物質共に全測定点で検出されたが、ホルム

アルデヒドは平均濃度 13.6±8.3μg/m3、アセトア

ルデヒドは 10.9±5.5μg/m3と低い値であった。 
 他の物質としてはアセトン、プロピオンアル

デヒド、クロトンアルデヒド、メタクロレイン

が検出されているがいずれも低い濃度である。

室内濃度が外気濃度よりやや高くなっている

が、普段の室内濃度レベルであり、室内に高放

散の汚染源は存在しないと考えられる。 
 アセトアルデヒドはエタノールの酸化物で

二日酔いの原因物質とも知られているが、木材

から放散されることがある。 
 アセトンは生活中で最もよく使われる溶剤

の一つであり、マジックペン、マニュキュア除

去剤など日常品にも幅広く使われており、人体

や木材からも放散される物質である。 
 プロピオンアルデヒドは油臭や汗臭成分と

して知られているが、亜麻仁油を含んだ天然ワ

ックスから放散されるとの報告もある。 
 メタクロレインは室内では普段見られない

物質であり、今回の実測でも検出されたのは殆

どが外気からであった。 
 VOCs の中からも厚生労働省指針値や TVOC
暫定目標値を上回る成分はなく低い値となっ

ていた。 
 厚生労働省で指針値が定められている 13 物

質中、有機溶剤系としてはトルエン、エチルベ

ンゼン、キシレン、テトラデカンが検出された

が、濃度としては低い水準であり、厚生労働省

指針値を超えた物質はなかった。 
中でもトルエンが殆どの室内で検出されたが、

平均濃度 8.9±3.6μg/ m3と低い値であった。 
全物質外気からは殆ど検出されていないか低

かったため室内由来が多い。 
 α ピネン、D リモネンなどは木材や果実の香

り成分であり、建材だけでなく洗剤、芳香剤な

どにも使われるため住宅ではよく検出される

が、今回測定したオフィスビルでは殆ど検出さ

れなかった。 
 TVOC も暫定目標値 400μg/m3 を超える結果

はなく、平均濃度 94.3±96.2μg/m3、最大値

303.4μg/m3 と全体的に低い水準にあった。 

VOCs は竣工初期に高く、時間経過と共に放散

が促進され低くなるのが一般的であり、今回測

定対象としたオフィスビルは建築から長年使

われている物件であったことから室内濃度が

低くなっていたと考えられる。 
 
C.2 2018 年度測定結果 
C.2.1 指針物質濃度 
指針値 13 物質の中で、主に検出された物質

はホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トル

エン、エチルベンゼン、キシレン、テトラデカ

ンであった。他にもスチレン、p-ジクロロベン

ゼンが少数物件から検出されたが、いずれも濃

度は低かった。 
 有意な濃度が検出されたホルムアルデヒド、

アセトアルデヒド、トルエンのグラフを図 2-3-
1～図 2-3-3 に、また TVOC の結果を図 2-3-4 に

示す。 
 指針物質ではないが、リモネン及びのノナナ

ールが多数物件から検出され、いずれも濃度は

低い。また、ウンデカン、ドデカンが小数検出

された。ベンゼンは検出されなかった。 
 ホルムアルデヒド濃度指針値 100μg/m3 に対
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して、特に高い建物はなかったが、夏期に

40μg/m3近い物件が 3 件あった。 
アセトアルデヒド指針値は 48μg/m3 であり、

F04 を除いた全対象において高い濃度は認めら

れなかった。F04 においては 40μg/m3 以上の濃

度を示したが、当建物には室内に喫煙スペース

があったが、近年室内喫煙室を廃止している。

F04 では個別 VOC や TVOC 濃度は高くなかっ

た。 
 個別VOCでは、夏期のW01のみ溶剤系VOCs
（トルエン、エチルベンゼン、キシレン）で指

針値は超えないが他の建物に比べ、高い濃度を

示していると共に、TVOC 値も 900μg/m3を超え

ている。当建物の夏期測定時に建物改修工事が

行われており、外気でも溶剤系物質の濃度が高

く検出されたためその影響によるものであり、

冬期測定時には低い濃度を示している。 
 他に個別 VOC や TVOC で高い濃度を示す建

物はなかった。p-ジクロロベンゼンは小数建物

で検出されたが、いずれも濃度は低かった。洗

剤、芳香剤など生活用品にも多用される香り成

分であるリモネン、ノナナールは多数物件から

検出されたがその濃度は低かった。また、ウン

デカン、ドデカンが小数、低濃度で検出された。 
 
C.2.2 季節及び建築規模による検討 
 図 2-3-5 及び図 2-3-6 に示すように、主に検出

された物質に対して、季節及び建築規模による

違いがあるかを検討した。 
 アルデヒド類は特定建築物、中小規模建築共

に冬期より夏期の平均濃度が高い。VOCs 及び

TVOC に対しては、特定建築物は差がなく、中

小規模建築で夏期濃度が冬期より高い傾向を

示している。しかし、W01 の工事の影響による

夏期 VOCs 濃度の上昇要因があったため、一概

には言えず、データの蓄積が必要である。 
 冬期測定結果において、平均濃度として特定

建築物と中小規模建築に差はなかったが、最大

値はアルデヒド類及び VOCs 共に中小規模建築

の方が高く、TVOC の最大値も中小規模建築が

高かった。平均としては似ているが、環境に偏

差がより大きいことが分かる。 
 夏期には、中小規模建築における VOCs や

TVOC で平均値と最大値が特定建築物より高く

なっているが、F04 の工事による影響があり、

F04 を除けば特定建築物と有意な差は無くなる。 
 
C.3 2019 年度測定結果 
C.3.1 指針物質濃度 
 有意な濃度が検出されたホルムアルデヒド、

アセトアルデヒド、トルエンのグラフを図 2-3-
7～図 2-3-9 に、また TVOC の結果を図 2-3-10 に

示す。 
 13 物質の中で、主に検出された物質はホルム

アルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン 
、エチルベンゼン、キシレン、p-ジクロロベン

ゼン、テトラデカンであった。他にもスチレン

が一部物件から検出されたが、いずれも濃度は

低かった。 
 指針物質ではないが、ベンゼン、リモネン及

びノナナール、2E1H が多数物件から検出され

た。殆どの建物で該当物質の濃度は低いが、ベ

ンゼン（図 2-3-11）が大気環境基準 3μg/m3を若

干超える物件が複数あり、E09 ではリモネンが

多く検出されたが、こちらは室内にアロマ噴霧

やアロマ添加加湿を行っていることが原因と

考えられる。また、ウンデカン、ドデカンが一

部から検出された。 
 ホルムアルデヒド濃度指針値 100μg/m3 に対

して、特に高い建物はなかった。アセトアルデ

ヒド指針値は 48μg/m3 であり指針値を超える物

件はなかったが、夏期の E07 のみが 43μg/m3を

示した。E07 では個別 VOC や TVOC 濃度は高

くなかった。 
 他に個別 VOC で、夏期・冬季共に溶剤系

VOCs（トルエン、エチルベンゼン、キシレン、

スチレン）で高い濃度を示しているところはな

かった。 
 他に個別 VOC や TVOC で高い濃度を示す建

物はなかった。p-ジクロロベンゼンは濃度が高

くなるところはなかったが、夏期に検出率

100％、冬期 27％と季節による差が大きい。 
テトラデカンも同様に濃度が高いところは存

在しないが、夏期 91％、冬期 27％の検出率を示

した。 
洗剤、芳香剤など生活用品にも多用される香

り成分であるリモネンは、夏冬期とも室内での

検出は E08 の 1 物件のみであったが、夏期
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184μg/m3、冬期 229μg/m3とオフィスの室内濃度

としては高い値を示した。ノナナールは夏期

91％、冬期 82％の検出率を示しているが濃度が

高いところはなかった。 
可塑剤として用いられるDEHPの加水分解成

分である 2E1H はオフィスで頻繁に検出される

物質であり注意する必要があるが、本研究でも

夏期 91％、冬期 73％と高い検出率を示した。検

出されて室内の平均濃度は夏期 32μg/m3、冬期

29μg/m3と他の溶剤系成分よりも高い。 
C.3.2 ベンゼン濃度 
 ベンゼンの測定結果を図 2-3-11 に示す。 
ベンゼンはシックハウス関連の指針物質とし

て指定されていない。室内発生源は石油など燃

焼器具が主となることから発生源が制限され

ること、また日本国内は外気濃度が低いことか

ら室内濃度指針値は定まっていない。大気濃度

基準としては１年平均値が 3μg/m3 以下となっ

ている。 
今回の測定では室内で検出された例は 11 ヶ

所中夏期 3 件、冬期が 5 件あった。検出濃度も

大気環境基準 3μg/m3を超えるところが多く、外

気由来のところが多いと判断されるなか、外気

濃度が低くても室内で環境基準を超える物件

が見られるため、室内発生源についても注意す

る必要がある。ベンゼンについては今後も継続

観察が必要と考えられる。 
C.3.3 季節及び建築規模による検討 
 図 2-3-12 及び図 2-3-13 に示すように、主に検

出された物質に対して、季節及び建築規模によ

る違いがあるかを検討した。 
 アルデヒド類は特定建築物、中小規模建築共

に冬期より夏期の平均濃度が高い。VOCs の平

均濃度に対しては冬期の中小規模建築のトル

エン及びp-ジクロロベンゼン濃度が夏期より高

い他は全体的に夏期濃度が冬期より高い傾向

を示している。p-ジクロロベンゼンは冬期に 3
件のみから検出され、そのうちの特定建築物 2
件は濃度が低く、中小規模である E12 の 1 件の

みが濃度が高かったため平均値としての意味

をなさない。 
TVOC においても同様に特定・中小規模に関

わらず夏期の平均濃度が冬期より高い。 
建物規模による濃度の違いが見られ、特定建

築物が中小規模建築より全体的に濃度が低い

傾向が見られた。特定建築物は平面が広く空間

容積に対する各面面積の割合が低い上、中央式

空調の割合が高いことから、外気導入（換気）

による空気清浄と濃度低減の効果が考えあれ

る。 
 アルデヒド類、個別 VOCs、TVOC 共に平均

濃度としても特定建築物が中小規模建築より

低いが、最大値（検出濃度範囲）においても中

小規模建築の方が高く、環境に偏差がより大き

いことが分かる。 
 
D. まとめ 
 2019 年 1 月に厚生労働省により、既存指針物

質であるキシレン、フタル酸ジ-n-ブチル（DBP）、
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）の 3 物

質に対する濃度指針値が強化された。さらに、

エチルベンゼンの指針値の見直し、新な物質と

してテキサノール、2-エチル-1-ヘキサノール

（2E1H）、2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオー

ルジイソブチレート（TXIB）に関する議論が行

われている。 
 2017 年度の実測では、季節に関わらずいずれ

の建築物においてもホルムアルデヒドをはじ

め厚生労働省の室内化学物質指針値及び TVOC
暫定目標値を上回る建物はなかった。 
 2018 年度の測定から、13 物質の中で主に検

出された物質はホルムアルデヒド、アセトアル

デヒド、トルエン、エチルベンゼン、キシレン、

テトラデカンであった。他にもスチレン、p-ジ
クロロベンゼンが少数物件から検出されたが、

いずれも濃度は低かった。 
 室内に喫煙室があった物件でアセトアルデ

ヒドがやや高めに検出された。溶剤系 VOCs が
高く検出されば物件が 1 件あったが、こちらは

改修工事による影響と判断された。今回の測定

から特段高濃度を示す建物はなく、化学物質に

関して厚生労働省の指針値を超えることはな

かった。 
2019 年度の測定からも特段高濃度を示す建

物はなく、化学物質に関して厚生労働省の指針

値を超えることはなかった。指針物質ではない

が、ベンゼン、リモネン、ノナナール、2E1H が

多くの物件から検出された。殆どの建物で該当
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物質の濃度は低いが、アロマ噴霧やアロマ添加

加湿器を使う物件からリモネンが 200μg/m3 前

後で検出された。当該物件は TVOC も他の建物

より高く、アロマ成分による影響と考えられる。

ベンゼンが検出された物件では検出濃度も大

気環境基準 3μg/m3を超えるところが多く、外気

由来のところが多いと判断されるなか、外気濃

度が低くても室内で環境基準を超えるところ

が見られたため、室内発生源についても注意す

る必要がある。アルデヒド類、個別 VOCs、TVOC
共に平均濃度としては、夏期濃度が冬期より高

い傾向を示した。特に p-ジクロロベンゼンや

2E1H は季節間の差が明確に現れた。 
建物規模による濃度の違いが見られ、特定建

築物が中小規模建築より全体的に濃度が低い

傾向が見られ、最大値（検出濃度範囲）におい

ても中小規模建築の方が高く、環境に偏差がよ

り大きかった。 
空間容積に対する各面面積の割合、在室密度、

空調方式の違いによると考えられ、特に中小規

模建築に比べて特定建築物には中央式空調の

割合が高く、中央式空調の利点が現れていると

考えている。今後、相関分析を行い明確は相関

があるかを検証する必要がある。 
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表 2-3-2 2017 年度調査のアルデヒド類濃度[µg/m3] 
 

In OA In OA In OA In OA 1F 2F 3F OA In OA In OA
Formaldehyde 20 4 14 7 15 2 12 2 5 6 6 1 14 3 31
Acetaldehyde 14 4 11 5 8 3 12 4 5 6 7 4 12 3 23
Acetone 24 4 15 4 20 5 23 3 11 17 17 3 28 3 68
Propionaldehyde 3 3 4 3 3 10 6 8 9 9 7
Crotonaldehyde 15 18 38
2-Butanone 4
Methacrolein 3 3 8 5
n-Butyraldehyde 4
Benzaldehyde
Valeraldehyde
m-Tolualdehyde
Hexaldehyde

2017年8月（北海道） 2018年1月（東京） 2018年3月（大阪）
Carbonyls W01 W02H01 H02 H03 E01 E02

表 2-3-3 2017 年度調査の VOCs 濃度[µg/m3] 
 

In OA In OA In OA In OA 1F 2F 3F OA In OA In OA
2-Butanone
Hexane
Ethyl Acetate 7 14 26
Benzene
Methyl Isobutyl Ketone
Toluene 12 7 11 9 4 4 4 3 11 8 14 16
Ethylbenzene 8 9 3 4 2 3 4
Xylene 32 6 5
Styrene
Nonane 12 12 5 5
α-Pinene
1,2,3-Trimethylbenzene 28 4
p-Dichlorobenzene 
D-Limonene 8 5 3 3
Undecane 18 2 5
Nonanal 6 3 3 7 9
Dodecane 4 3 1
Tridecane 3
Tetradecane 3 1 2
Hexadecane 2
TVOC 161 - 11 - 303 15 120 9 11 41 4 6 87 26 109 66

H01 H02 H03VOCs
2017年8月（北海道） 2018年1月（東京） 2018年3月（大阪）

E01 E02 W01 W02
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図 2-3-4 TVOC 空気中濃度（2018 年度） 
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図 2-3-5 冬期の化学物質濃度（2018 年度） 

図 2-3-6 夏期の化学物質濃度（2018 年度） 
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図 2-3-7 ホルムアルデヒドの空気中濃度（2019 年度） 

図 2-3-8 アセトアルデヒドの空気中濃度（2019 年度） 

C
on

ce
nt

ra
tio

n 
[ μ

g/
m

3  ]
 

0

10

20

30

40

50

E0
6-

1

E0
6-

2

E0
7

E0
8

E0
9

E1
0

E1
1

E1
2

A0
1

A0
2

A0
3

E0
7

E0
8

E0
9

E1
0

E1
1

E1
2

E1
3

E1
4

A0
1

A0
2

A0
3

Summer (2019.8) Winter  (2020.01-02)

IA OA



- 44 - 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-3-10 TVOC 空気中濃度（2019 年度） 
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図 2-3-9 トルエンの空気中濃度（2019 年度） 
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図 2-3-11 ベンゼンの空気中濃度（2019 年度） 
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図 2-3-12 夏期の化学物質濃度（2019 年度） 
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2-3-2 2-エチル-1-ヘキサノールの実態 
A. 研究目的 
 揮発性有機化合物（VOC）の一つである 2-エ
チル-1-ヘキサノール（2E1H）は，塩ビ建材，接

着剤，塗料などの建材から発生し，健康被害を

もたらすことが指摘されている 1)。また，2E1H
は特異臭があるため，建物内での悪臭の原因に

もなり得る。これまで 2E1H は室内では未規制

であったが，多くの建物で検出されるようにな

り，中には高濃度で検出される室内も存在する

ことから，厚生労働省は平成 29 年 4 月に，2E1H
を揮発性有機化合物の室内濃度に関する指針

値に追加する改定案を示し，その後もパブリッ

クコメントなどの意見を踏まえ，指針値を定め

ることを検討している 2,3)。なお，この議論にお

いては，主に住宅における室内濃度を基に検討

しており，建築物については情報が少ないこと

が課題である。よって，建築物における室内

2E1H 濃度の実態把握を行い，今後の建築物に

おける低減対策を進めることが必要であると

考えられる。 
建材からの 2E1H 発生には，一次発生と二次

発生が知られている。一次発生は建材の製造中

に含有された 2E1H が発生することを示す。二

次発生は，コンクリートなどの下地に施工した

塩ビ建材や接着剤に含まれる可塑剤のフタル

酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）がコンクリー

トに含まれるアルカリ水溶液によって加水分

解されることで 2E1H を生成し，発生すること

を示す 4,5)。タイルカーペット及び塩化ビニルが

コンクリート下地に直接敷かれている部屋で

は，2E1H の濃度が高いと報告されている 6)。近

年では事務所建築物において，フリーアクセス

フロアが多用され，直接コンクリート下地に接

触する機会は少ないものの，コンクリート製フ

ロアパネルを利用したフリーアクセスフロア

も存在しており，この様な建材からの二次発生

が促進される可能性が高い。よって，建築物に

おける床仕様に着目することで，上述の様な発

生機構による 2E1H の室内空気質の影響を把握

することが重要であり，対策についても検討が

可能となる。 
そこで本報告では，事務所用途の特定建築物

及び非特定建築物における室内の実測によっ

て， 2E1H の実態を把握することとした。 
 
B. 研究方法 
 室内 2E1H 濃度の実態調査については，表 2-
3-4 に示す東京・埼玉，大阪，福岡の事務所建築

物（建築物 E，W，F）に加え，他の建物（建築

物 A）を含めて表 2-3-4 に示す建築物において

2018 年度の夏期と冬期及び 2019 年度の夏期を

対象とした。 
2E1H の発生源として，床材からの発生が考

えられることから，それぞれの居室の床仕上げ

についても確認した。各部屋とも床にタイルカ

ーペットが敷かれていた。床の仕様として，タ

イルにカーペットを置いたもの，コンクリート

スラブにカーペットを置いたもの，OA フロア

で金属製フロア，コンクリート製フロアと分類

を行った。 
測定対象室内では，VOC 濃度の他，温湿度・

CO2濃度の測定を行った。また，温湿度，CO2濃

度については，外気においても測定を行った。

測定方法として，温湿度，CO2濃度については，

CO2 Recorder TR-76Ui（T&D 製）を，VOC につ

いては，Tenax TA 管（0.3 L/min，30 分捕集）に

より捕集，GC/MS（島津製作所， GC/MS-QP5050
又は GC/MS-QP2010SE）により分析を行った。 
なお，当日室内の換気回数 N [回/h]は在室者

数と室内・外気の CO2濃度から以下の式で算出

した。また，換気量は，換気回数に室容積 V を

乗じて求めた。 
 

(回/h) = ( − ) × 10 ×  

M：CO2発生量[m3/h]＝0.02×在室者数 
Cin：室内 CO2濃度 [ppm] 
Cout：外気 CO2濃度 [ppm] 
V：室容積 [m3] 
 

C. 結果及び考察 
C.1 建築物における実測調査 
図 2-3-14に 2E1H濃度とTVOC濃度に対する

比を示す。2E1H は冬期の E02 を除いた全ての

建物で検出された。最も高かったのは夏期の

E01 で 122.6 μg/m3であった。E01 はコンクリー

トスラブにタイルカーペットを直貼りにして
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いる建物であるため，二次発生が主な要因とし

て考えられ，指針値として提案されていた

130μg/m3に近い値であった。 
2E1H 濃度と TVOC 濃度に対する比（2E1H / 

TVOC 比）については，建物によりばらつきは

あるものの，2E1H 濃度の高い建物は TVOC も

高い値を示す傾向にあり，TVOC に対して 50％
を上回る濃度の建物もあった。これより，2E1H
が事務所室内の空気質汚染の主な化学物質で

あり，室内空気質に影響を与えていることが明

表 2-3-4  事務所建築物の実測調査における調査対象室の概要 

 
 

 
図 2-3-14 夏期と冬期における 2E1H 濃度と 2E1H / TVOC 比 

 
図 2-3-15 夏期と冬期の 2E1H 濃度の比較 
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らかとなった。多くの建物で夏期から冬期にか

けて減少する傾向が見られた。これにより，

2E1H の発生は季節の変化に影響を受けるもの

と推測される。 
夏期と冬期に測定を行った E01，E02，E03，

E04，E05，W01，W02，W03，F01，F02，F03，
F04 における 2E1H の濃度と夏期と冬期の濃度

比を図 2-3-15 に示す。多くの建物で夏期から冬

期にかけて減少する傾向が見られた。これによ

り，2E1H の発生は季節の変化に影響を受ける

ものと推測される。 
図 2-3-16 に CO2 濃度により算出した換気量

と 2E1H 濃度の関係について示す。換気量が大

きくなるにつれて 2E1H が低濃度となる傾向と

なった。これより，換気が室内空気中の 2E1H 濃

度の低減に一定の効果があると考えられる。今

回 1 棟のみであったコンクリート製フロアパネ

ルを使用している建物（図 2-3-16 中の●）にお

いては，換気量が多いにもかかわらず，比較的

高い濃度で 2E1H が検出された。 
床の仕様別に 2E1H 濃度をまとめたものを図

2-3-17 に示す。コンクリートスラブにカーペッ

トを直貼りにした一部の建物では，2E1H が高

濃度で検出された。一方で，金属製フロアパネ

ルを使用している建物の多くは 2E1H 濃度が低

い傾向にあった。 
また，図 2-3-18 に室内の絶対湿度と 2E1H 濃

度の関係を示す。2E1H の二次生成には，水分の

影響が大きいこと知られているが，空気中の湿

気の絶対量が多い方が，2E1H の濃度が高い傾

向となった。よって，二次生成においても，環

境中の湿度も 2E1H 濃度に影響を与えているこ

とが示唆される。 
以上より，床の仕様が 2E1H の発生に影響を

与えている可能性があり，コンクリートスラブ

に直貼りをしている建物及び，コンクリートフ

ロアパネルを使用した OA フロアにおいては二

次発生の可能性が高い傾向となった。さらには，

絶対湿度との関係も見られ，室内濃度低減の為

に，換気以外にも発生源の対策を講じる必要が

あると考えられる。 
 

 
図 2-3-16 換気量と 2E1H 濃度の関係 

 

 
図 2-3-17 床仕様別の 2E1H 濃度のまとめ 

 

 
図 2-3-18 容積絶対湿度と 2E1H 濃度の関係 
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D. まとめ 
  建築物室内における 2E1H 濃度の実態を把握

するために，夏期及び冬期の 19 件の事務所用

途の特定建築物及び非特定建築物において実

測を行った。結果として，2E1H は多くの室内で

検出され，TVOC に占める 2E1H の濃度が 50％
を超える建物もあり，2E1H が室内環境の汚染

に影響を与えていることが明らかとなった。ま

た，コンクリートが床下地である室内では，

2E1H 濃度は高く，金属製のフリーアクセスフ

ロアの室内では低い傾向が見られた。さらに絶

対湿度と 2E1H 濃度との関係も見られ，対策を

講ずるためには，換気の他にも，床仕様，環境

湿度などが 2E1H の発生に影響を与えているこ

とが示唆された。 
 
E. 参考文献 

1） 東賢一, 池田耕一, 久留飛克明, 中川雅至, 
長谷川あゆみ, 森有紀子, 山田裕巳：建築

に使われる化学物質事典, 株式会社風土社, 
2006.5.1. 

2） 厚生労働省 医薬・生活衛生局医薬品審査

管理課化学物質安全対策室：第 21 回シッ

クハウス（室内空気汚染）問題に関する検

討会 議事録, 2017. 
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000166151.
html（参照 2019.2.14） 

3） 厚生労働省 医薬・生活衛生局医薬品審査管

理課化学物質安全対策室：シックハウス（室

内空気汚染）問題に関する検討会 中間報告

書 － 第 23 回 ま で の ま と め , 
2019.1.https://www.mhlw.go.jp/content/000470
188.pdf（参照 2019.2.14） 

4） 千野聡子, 加藤信介, 徐長厚：塩化ビニル

床材からの可塑剤分解物質等の放散メカニ

ズムの解明(その 7)床材内での VOCs の拡

散と放散性状，空気調和・衛生工学会大会

学術講演論文集(仙台)，493-496, 2007.  
5） 長尾 聡子, 加藤 信介, 徐 長厚, 安宅 勇

二：塩化ビニル床材からの可塑剤分解物質

等の放散メカニズムの解明(その 4)床材接

着剤からの化学物質放散性状に関する検

討，空気調和・衛生工学会大会学術講演論

文集(長野)，515-518, 2006. 

6） 上島通浩, 柴田英治, 酒井潔, 大野浩之, 石
原伸哉, 山田哲也, 竹内康浩, 那須民江：2-
エチル-1-ヘキサノールによる室内空気汚染 

室内濃度，発生源，自覚症状について，日

本公衛誌 52(12)，1021-1031, 2005. 
 



- 51 - 
 

2-4 室内 PM2.5 
A. 研究目的 
 浮遊粒子に関する建築物室内の基準は，建

築物衛生法で粒径 10 µm 以下の粒子を対象と

して 0.15 mg/m3 以下と設定されている。一方，

大気環境では PM2.5 を対象として 1 年平均が

15 µg/m3 以下，1 日平均が 35 µg/m3 と設定さ

れている 1)が，建築物室内の PM2.5に関する基

準はない。 
平成 28 年度厚生労働科学研究費補助金（健

康安全・危機管理対策総合研究事業）「建築物

環境衛生管理に係る行政監視等に関する研究」
2)では，特定建築物において室内 PM2.5の実測

調査を行った。結果として，室内 PM2.5濃度は

2〜30 µg/m3程度となり，大気の基準である「1
日平均値が 35 μg/m3以下」は下回った。また，

I/O 比（室内濃度/外気濃度の比）については，

同一建物内の濃度は概ね同様の値を示してお

り，室内での発生源のほか，浮遊粒子の粒径

分布，空調方式の種類より検討することで，

外気からの侵入する微粒子を処理する空調機

（フィルタ）の特性が関係しているものと示

唆された 3)。 
本研究では，中規模建築物においても，同

様に室内 PM2.5 濃度の実測を行うことで，建

築物における室内 PM2.5 濃度のデータの蓄積

と共に，特定建築物・非特定建築物の比較，

中央式・個別空調方式の比較を行うことで，

その特徴について検討した。更に I/O 比の観

点から，室内 PM2.5 濃度は外気濃度に影響を

強く受ける。よって，日本全国の PM2.5濃度の

傾向について整理し，特徴の把握を行った。 
 
B. 研究方法 
B.1 建築物における実測調査 

 対象とした建築物は，表 2-1-1 に示すとおり

事務所用途となっている。2018 年度，2019 年

度の夏期及び冬期において，東京，埼玉，神

奈川，大阪，福岡，群馬における建築物にて

行った。建物は，表 2-4-1 に示す延床面積 3000 
m2以上の特定建築物，延床面積 3000 m2未満

の中規模の非特定建築物となっていた。各建

物の空気調和方式については，外調機を有す

る中央方式，ビルマル及び換気設備による個

別方式に分類した。また，換気設備が当日稼

働されていない建物もあった。 
 PM2.5の測定には，多くの既往の研究におい

て用いられている可搬型の PM2.5 計（TSI 
DustTrak DRX 8533）を用いることとした。こ

の装置は，光散乱法を用いており，1 分毎の濃

度を記録するものである。ただし，粒子の性

状によりこの機器が表示する濃度と実際の質

量濃度は異なることが知られており，換算係

数を乗じて濃度とするのが一般的である。本

研究においては，この係数を大気で通常用い

られている 0.38 として表示する。測定につい

ては，各対象部屋において 30 分程度の計測を

行った。また，外気においても同様に測定を

行った。 
さらに，同時に浮遊粉じんの測定に使用さ

れるデジタル粉じん計（LD-5）を用いて，こ

の粉じん計の標準採気口に PM2.5 用サイクロ

ン式分級装置を装着することで PM2.5 の測定

を行った。上述の PM2.5 計と値を比較するこ

とで，室内測定において粉じん計適用の可能

性について検討を行った。 
 
B.2 日本全国大気 PM2.5濃度 
 日本全国の大気中 PM2.5 濃度については，

国立環境研究所で公開されている環境数値デ

表 2-4-1 実測対象建物の概要 

 
1) S: Specific building, N: Non-specific building 

2) C: Central air conditioning, I: Individual air conditioning 

 

ID E01 E02 E03 E04 E05 E06 T01 W01 W02 W03 F01 F02 F03 F04 E07 E09 E10 E11 E12 E13 E14 A01 A02 A03

City

Type1) N N N S S N S N N S N N N S N N N N N N S S N S

AC2) I I I C I C C I I C I I I I I I I C I I C C I I

Summer 2019

Winter 2018 2019 2019

Tokyo / Saitama / Kanagawa Osaka Fukuoka Tokyo / Kanagawa / Gunma Aichi

2018 2018 2019
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ータベースを元に，都道府県別の PM2.5 濃度

に つ い て ま と め た

（http://www.nies.go.jp/igreen/index.html）。なお

ここでは，各都道府県における一般環境大気

測定局（一般局）及び自動車排出ガス測定局

（自排局）における平成 27 年度（平成 27 年

3 月～平成 28 年 4 月）のデータを使用した。 
 
C. 結果及び考察 
C.1 建築物における室内 PM2.5濃度と特徴 
図 2-4-1 に DustTrak により測定した各室内

（IA）及び外気（OA）における PM2.5濃度の

測定結果及び室内と外気濃度の比である I/O
比を示す。今回の室内濃度については，全て

の室内において 35 μg/m3以下となっており，

大気の基準値の「1日平均値が 35 μg/m3以下」

を下回る結果となった。なお，外気について

は，室内よりも高い値になっており，大気の

基準値である「1 日平均値が 35 μg/m3 以下」

となった。同一建物である例えば E02 におい

ては 3 部屋とも室内濃度及び I/O 比が同じ値

になった。I/O 比は，1 以下となること，同一

建物においては同様の傾向となることについ

ては，特定建築物における調査結果 1)と同じ

傾向であり，建築物の外調機及び換気装置に

含まれるエアフィルタなどの設備による影響

が大きいものと考えられる。夏期の F04 では

居室に隣接する喫煙室により，室内の濃度が

高く検出され，I/O 比も 2.0 付近と非常に高く

なった。しかし冬期には喫煙室の使用をやめ

ており，室内濃度は外気よりも低い濃度とな

った。よって，不完全な喫煙室によるたばこ

煙により，非喫煙居室であっても室内 PM2.5濃

度は非常に高くなることが明らかになった。

E13 については，外気濃度が非常に低く，室

内も低濃度であるものの，室内での発生が小

さくても，I/O 比としては大きくなった。その

他の建物においては，概ね I/O 比が 1 を下回

っていた。よって，室内に支配的な粒子発生

源が無い場合，室内の PM2.5 濃度は主に外気

中の粒子の侵入が影響していると考えられる。 
なお，暖房期に使用されている卓上超音波

加湿器の使用により，光散乱方式の粉じん計

及び PM2.5 計はこのミストを検出することが

あり，特異に高濃度に表示される場合がある

ため，注意が必要である。 
測定機器の比較として，夏期と冬期それぞ

れの PM2.5濃度の結果について，PM2.5濃度計

の DustTrak と粉じん計に PM2.5 分級器を装着

した LD-5 の相関関係を図 2-4-2 示す。両者に

は良い相関があり，絶対値も概ね同じ値を示

した。両者とも光散乱方式を用いていること

から，室内における PM2.5 の適切な係数値を

用いることで，分級器を装着した粉じん計も

十分使用できるものと考えられる。 
 

 
図 2-4-1 各建築物の PM2.5濃度と I/O 比 (DustTrak) 
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図 2-4-2 DustTrak と LD-5 による PM2.5濃度

の相関 
 
図 2-4-3 に，測定季節別の PM2.5 濃度と I/O

比の箱ひげ図を示す。なお，先述の理由によ

り喫煙室を有した夏期 F04 の結果は除外して

いる。PM2.5濃度と I/O 比共に，平均値は夏期

より冬期の方が低い値となった。特に PM2.5濃

度については，最大値が非常に高く，大気の

PM2.5 濃度は夏期の方が高いためと推測され

る。I/O 比の方が季節の差は PM2.5濃度に比べ

れば小さいことが確認できる。 
 図 2-4-4 に，測定地域別の PM2.5 濃度と I/O
比の箱ひげ図を示す。東京（神奈川，埼玉，群

馬を含む）の PM2.5 濃度は大阪や福岡に比べ

かなり低く，大気濃度の地域差が影響してい

るものとなった。しかし，I/O 比は地域差が少

なく，各地域の平均値は 0.3~0.6 程度となり，

1 以下となった。 
以上のことより，PM2.5濃度は季節や地域に

より変動するものの，I/O 比はそれらによらず，

平均して 0.5 程度であることが分かった。逆

に，I/O 比の差は，季節や地域ではなく，建物

固有の特性である空調方式及び空調機内部の

フィルタ性能の違いに由来すると予測できる
4,5)。 
 

 

図 2-4-3  季節別の PM2.5濃度と I/O 比 
 

 
図 2-4-4  地域別の PM2.5濃度と I/O 比 

 
図 2-4-5 に，建築規模別の PM2.5 濃度と I/O

比の箱ひげ図を示す。なお，先述の喫煙室の

影響により夏期 F04 の結果は除外している。

また図 2-4-6に，空調方式別の PM2.5濃度と I/O
比の箱ひげ図を示す。特定建築物，非特定建

築物の PM2.5濃度及び I/O 比の平均値は，共に

同様の値を取り，違いがないことがわかる。

一方，空調方式別では，中央方式の方が個別

方式より低くなった。 
以上より，粗じんフィルタに加えて中性能

フィルタを設置していることが多い中央方式

の建物では，低く抑えられることが分かった。 
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S:特定建築物，N:非特定建築物 

図 2-4-5 建物規模別の PM2.5濃度と I/O 比 
 

 

図 2-4-6 空調方式別の PM2.5濃度と I/O 比 
 
C.2 日本全国大気 PM2.5濃度 
図 2-4-7 に大気における PM2.5 の年平均値

（μg/m3）を都道府県別に表したものを示す。

北海道，宮城県，秋田県，長崎県は濃度が低

く，10 μg/m3であった。一方，岡山県，香川県，

佐賀県，長崎県は比較的濃度が高く，16 μg/m3

であった。概ね，北東部では濃度が低く，南

西部では濃度が高い傾向が確認できた。瀬戸

内地域においては，瀬戸内工業地域や瀬戸内

海に面するため，濃度が高くなったものと考

えられる。また，九州地方は大陸からの偏西

風などによる越境大気汚染により，広域で高

濃度現象が発生したものである。 

図 2-4-8 に各都道府県において日平均値が

35 μg/m3 を超えた日数及びその割合を示す。

比較すると香川県で最大 18 日，広島，愛媛，

福岡でも 10 日以上であった。日平均値が 35 
μg/m3を超えた日数に関しても，南西部の方が

多かった。しかし，その割合は最大日数の香

川県でも 5％で，基本的には日平均値以下の

濃度であることがわかった。超過した日数に

関しても，南の地域の方が多いことがわかる。 
図 2-4-9 及び図 2-4-10 には，各地域の月別

の大気中の PM2.5 濃度を示す。季節にかかわ

らず，南西側の地域の PM2.5 濃度が高い傾向

が確認できた。特に，10 月から 3 月にかけて

は九州地方の濃度が他の地域と比較して高い。

中国からの PM2.5 の越境汚染は黄砂と同じ時

期で 2 月～4 月に多いことから，同様の傾向

が確認できた。また 5 月から 7 月は中国地方

の濃度が高い。日本全体の PM2.5濃度では，4
月及び 5 月が高く，9 月，11 月，12 月の濃度

は低いことがわかった。 
10月の濃度が前後の月よりも特異に高いた

め，図 2-4-11 及び図 2-4-12 に，10 月及び直近

の 9 月における各地域の月平均及び日平均

PM2.5濃度を示す。両者を比較しても，地域に

よらず，全国的に 10 月の濃度が高い傾向であ

ることがわかった。10 月においては，中国に

おいても石炭による暖房需要のため，大気汚

染が悪化することが多く，その影響が現れた

ものと考えられている。 
図 2-4-13 には，関東地方の月平均値の月別

PM2.5濃度変化であるが，概ね 15 μg/m3以下で

あった。 
 なお，PM2.5の経年変化は，図 2-4-14 に示す

大気汚染のモニタリングを行う一般環境大気

測定局（一般局）及び自動車排出ガス測定局

（自排局）の年平均値から，平成 25 年度以降

緩やかな改善傾向にある 6)。平成 28 年度にお

いては，夏季に梅雨前線や多発した台風影響

により，各地で降水量が多く，光化学反応に

より生成された二次粒子が蓄積し，高濃度現

象が発生しなかった。冬季には全国的に暖冬

となり気象条件による高濃度現象が発生しに

くい気象状況であった。そのため，この年度

は気象条件の影響により，低い濃度傾向であ
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ったことと考えられる。 
また，近年の低減傾向は，観測値と化学輸

送モデルによる解析により，中国国内の PM2.5

濃度レベルの低減傾向より，PM2.5高濃度越境

汚染が急速に改善に向かうことによるものが

原因であるとしている 7)。しかしながら，中国

の大気汚染物質の年平均濃度は低下傾向にあ

るが，PM2.5濃度に影響を与える様々な要因は

気象条件など時期や地域によって異なること，

今後は日本国内における大気汚染発生の寄与

が相対的に増大することから，引き続き注視

していく必要があると考えられる。 
 

 
図 2-4-7  PM2.5濃度地図 
 

 
図 2-4-8 日平均値が 35 μg/m3を超えた日数と

その割合 
 

 
図 2-4-9  地域別月別の PM2.5濃度 
 

 
図 2-4-10  各月の各地域 PM2.5 濃度の積み上

げ 
 

 

図 2-4-11  10 月の各地域月・日平均 PM2.5 濃

度 
 

 

図 2-4-12  9 月の各地域月・日平均 PM2.5濃度 
 

 
図 2-4-13  関東地方の各月の月平均・日平均 
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図 2-4-14  PM2.5の年平均値の推移 
 
D. まとめ 
  特定建築物及び非特定建築物である中規模

建築物における室内 PM2.5濃度の測定の結果，

全ての室内において 35 µg/m3以下となってお

り，大気の基準値の「1 日平均値が 35 µg/m3以

下」を下回る結果となった。I/O 比については，

概ね I/O 比が 1 を下回っていた。よって，室

内に支配的な粒子発生源が無い場合，室内の

PM2.5 濃度は主に外気中の粒子の侵入が影響

していると考えられた。 
  また，測定方法として，粉じん計に PM2.5分

級器を装着した計測器であっても，従来の

PM2.5計測器と良い相関が得られており，室内

での適用可能性を示した。 
 建築規模，空調方式別に室内 PM2.5濃度，I/O
比を比較すると，中央方式の空調機を有する

建築物の方が低い値を示し，空調に使用され

ているフィルタの性能に影響されていること

によるものであると示唆された。 
 大気における PM2.5の傾向を調査した結果，

近年は減少傾向にあるものの，地域ごとでは，

北東部では濃度が低く，南西部では濃度が高

い傾向が確認できた。更に冬季における九州

地方の濃度が他の地域と比較して高い。しか

しながら，ここ数年で PM2.5 濃度は減少する

傾向となっていることを確認した。 
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2-5 エンドトキシン（細菌内毒素） 
A. 研究目的 
 エンドトキシン（Endotoxin、以下 ET）は微生

物（グラム陰性菌）の細胞壁成分であり、細胞

壁の破壊により放出される。ET は内毒素、リポ

多糖（LPS）、外因性発熱物質（Exogenous pyrogen）
とも知られる。微生物の中でも真菌及び陽性グ

ラム群生物を除く陰性グラム群生物に限定さ

れ、グラム陰性菌には大腸菌、サルモネラ、腸

内細菌科、ヘリコバクター、レジオネラなど真

正細菌の大部分が属するため、実質的に ET は

水、空気、土壌などあらゆる生活環境に存在す

る。 
 微生物汚染度の同定のために ATP（adenosine 
triphosphate；アデノシン三リン酸）法や個数濃

度測定機なども紹介されているがまだ確立し

た方法とは言えず、最近はPCR法を用いたDNA
解析など先端技術も導入されつつある。分野、

目標とする結果、費用や現場適用など目的によ

って何を選ぶかが決まるが、例えば換気指標の

CO2 濃度や化学物質汚染指標の TVOC のよう

に、微生物に関してもそのような指標の存在は

室内環境における汚染状況や環境改善の面で

大変有意義であり、空気中細菌濃度や汚染度の

指標として ET 濃度に着目している。 
 
B. 研究方法 
B.1 調査対象 
 2017 年度は北海道（記号 H、3 件）、関東（記

号 E、2 件）、関西（記号 W、2 件）の中小規模

事務所ビルを対象に、2017 年 8 月（夏期）及び

2018 年 1 月及び 3 月（冬期）に測定を行った。 
 2018 年度の調査対象は東京、大阪、福岡のオ

フィスビル計 12 件であった。なお、E01、E04、
E05、F04、W03 は特定建築物に分類されるが、

中小規模建築との比較のために一緒に示して

いる。 2018 年 1 月（冬期）、2019 年 8 月～9
月（夏期）及び 2018 年 12 月 2019 年 1 月（冬

期）に測定を行った。 
 2019 年度は、関東、中部地域のオフィスビル

計 11 件であった。なお、E08、E14、A01、A03
は特定建築物に分類されるが、中小規模建築と

の比較のために一緒に示している。測定期間は

2019 年 8 月、2020 年 1 月～2 月である。 

B.2 調査方法 
B.2.1 空気サンプリング 
 図 2-5-1 に捕集用フィルター及び現場測定風

景を示す。空気試料として微生物の培地吸引で

は 100L を用いることが多い。本研究における

ET サンプリングでは、直径 47mm の MCE フィ

ルター（Mixed Cellulose Ester Membrane Filter）
に 100L（30min at 3.3L/min）を吸引・捕集した。

捕集したフィルターはγ線滅菌試験管に保管、

蒸留水（注射用水；ET フリー）を添加し、ボル

テックスミキサーで撹拌した後、上澄み液を分

注・分析した。 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5-1 MCE フィルター及び測定風景 
 
B.2.2 濃度分析 
 分析装置として Toxinometer ET-5000（和光純

薬）を用いて、吸光比濁法による定量計測を行

った。リムルステスト（Limulus test）ではライ

セート（Limulus amebocyte lysate）試薬と反応さ

せた ET のゲル化に伴う濁度変化をカイネティ

ック比濁法で測定し、検量線に基づいて定量し

た。ET 濃度が高いとゲル化反応が速く、低いと

遅くなることを原理としている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 2-5-2 検量線例（4 点、8 倍稀釈） 
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ゲル化に伴う透過光量比変化を計測し測定開

始から設定閾値（94.9％ at 37.0℃）に達するま

での時間（Tg：ゲル化時間）で ET 濃度が決定

される。定量のために、1.0、1/8、1/64、
1/512(=0.00195) EU/mLの 4段階の濃度標準を用

いて検量線例を図 2-5-2 に示す。 
濃度単位としては、「EU/m3」：空気単位容積当た

り濃度、EU は Endotoxin Unit（ET 活性値）のこ

とである。 
 
C. 結果 
C.1 2017 年度測定結果 
 2017 年度の ET 濃度測定結果について図 2-5-
3 に示す。棒グラフは ET 濃度であり、図中の●

印は I/O 比（Indoor air concentration/Outdoor air 
concentration：外気濃度に対する室内空気濃度の

比）である。 

 空気中エンドトキシンに関する指針値は存

在しないが既往研究 1)、 2)から、オフィスにお

ける濃度は 1 EU/m3以下が多く、高齢者施設な

ど発生源（人体）が多く存在する場合や冬期

加湿器による水の汚染がある場合は数 EU/m3

から 70EU/m3を超えることも観察される。 
 今回の実測では在室者が少ない中小建築物

だったこと、外気の直接導入による換気が想定

される時期だったことから濃度は低い水準と

なっていた。 
 また、本研究グループによる既往研究 3)か

ら、外気 ET 濃度は夏・冬より中間期の方が高

く、室内は冬期の加湿器の使用によって濃度

が高くなる場合があることが示されている。 
 今回の測定では 3 月の大阪実測物件は ET 濃

度がやや高い傾向を示しており、偶然性、地

域的特性、測定当日の気候（晴天、雨天）の

影響などが考えられるが、既報告では大阪と

東京との地域による濃度の差はさほど大きく

なかった。今回の 3 月測定日は雨天となって

いたが、雨滴が土壌菌を飛散させ遠くまで運

ぶことを示している論文 4)もあり、雨の影響の

可能性も考えられる。 
 
 
 

C.2 2018 年度測定結果 
 図 2-5-4 に空気中 ET 濃度の測定結果を、図 2-
5-5 に季節及び建物規模で比較したグラフを示

す。 
 外気濃度（OA）は多くが 1.0EU/m3 以下であ

ったが、夏期 E02、E04、冬期 E04 で高い濃度が

示された。E02 は冬期と夏期の外気濃度が明ら

かに異なるため、測定日の条件による違いと考

えられる。一方、E04 は夏期、冬期共に外気と

しては高い濃度を示している。排気口や冷却塔

などが集まっている屋上で外気測定をしてい

ることからこれらの影響を受けている可能性

がある。 
 室内濃度では 1.0EU/m3 を下回る建物が殆ど

であり、1.0EU/m3 を超える 4 件においても 1～
2EU/m3と比較的低い水準であった。 
 I/O 比が 1.0 を超える結果は 30 件中 11 件と

37％であり、多くの建物で外気より低い水準が

保たれていた。 
 特定建築物と中小規模建築の比較では、冬期

の室内平均濃度は同水準であり、夏期は中小規

模での濃度がやや低い結果となった。しかし、

いずれも平均値としては 1.0EU/m3 未満と低い

水準となっている。 
 一方、最高値は冬期に中小規模の方が高く、

夏期は特定建築物の方がやや高くなっている。 
 
C.3 2019 年度測定結果 
 図 2-5-6 に空気中 ET 濃度の測定結果を、図 2-
5-7 に季節及び建物規模で比較したグラフを示

す。 
 外気濃度（OA）は多くが 1.0EU/m3 以下であ

り、夏期 E07、E10、A03、冬期 A02 で 1.0EU/m3

超えていたが、さほど高い濃度ではなかった。

外気として夏期、冬期共に有意に高い濃度を示

しているところはなかった。 
室内濃度では 1.0EU/m3 を下回る物件が多く、

1.0EU/m3 を超えても 1～2EU/m3 と比較的低い

水準が殆どであった。1 件のみ、E09 の冬期室

内濃度が 8.5 EU/m3 と高く、IO 比も 18 を超え

ている。また夏期と冬期の室内濃度が明らかに

異なることから冬期だけ室内に汚染源が存在

していることが分かる。この建物では、家庭用

の中型加湿器を複数台使っている。 
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培養法による細菌濃度の測定結果でも高い

濃度が観察されていることから、当該オフィス

では加湿器による微生物汚染が起きていると

判断される。 
 I/O比が1.0を超える結果は22件中8件（36％）

であり、多くの建物で外気より低い水準が保た

れていた。 
 特定建築物と中小規模建築の比較では、夏期

の室内平均濃度は同水準であり、冬期は中小規

模での濃度が高い結果となった。 
 
D. まとめ 
 中小規模オフィスにおける室内 ET 濃度は室

内濃度では 1.0EU/m3 を下回る物件が多く、

1.0EU/m3 を超えても 1～2EU/m3 と比較的低い

水準が殆どであった 
 一方、冬期に 8.5 EU/m3 と高く IO 非も 18 を

超える物件が存在していた。室内で家庭用加湿

器を複数台使っていたことから加湿器と加湿

水による影響と考えられる。 
 外気濃度（OA）は多くが 1.0EU/m3 以下であ

ったが、夏期・冬期共に高い濃度が示すところ

が存在した。同一測定点で季節による濃度差が

あるところは雨など気候による影響と考えあ

れる。一方、夏・冬期共に外気としては高い濃

度を示しているところもあり、排気口や冷却塔

などが集まっている屋上で外気測定をしてい

ることからこれらの影響を受けている可能性

が考えられた。 
高齢者施設や一般住宅では数～数十EU/m3を

超える濃度も観察されることから中小規模の

オフィス濃度は低いと言える。 
 特定建築物の場合は在室密度が低いことに

加え、空調による換気とフィルターリングで ET
濃度が低いことが示されているが、中小規模建

築に対しても測定を継続し、冬季の加湿器使用

による微生物汚染も視野に入れ、中小規模建築

物で起こりうる環境を想定しながら、引き続き

室内ET濃度の実態を把握していく必要がある。 
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図 2-5-5 季節及び建物規模による ET 濃度（2018 年度） 

図 2-5-4 ET 濃度測定結果（2018 年度） 
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図 2-5-7 季節及び建物規模による ET 濃度（2019 年度） 

図 2-5-6 ET 濃度測定結果（2019 年度） 
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３．事務所建築物における CO2 濃度の全国実態調査－Phase2 調査－ 

 
分担研究者  金 勲    国立保健医療科学院 上席主任研究官 
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分担研究者  鍵 直樹   東京工業大学情報理工学研究科 准教授 
分担研究者  柳 宇    工学院大学建築学部 教授 

 
 
研究要旨 
特定建築物に関しては法律による 2 ヶ月以内に 1 回の測定と結果の報告が義務化され、統計報告

もされているが、3000m2 未満の中小規模建築に関しては室内環境や衛生管理に関する情報が乏し

い状態である。そこで、2018～2019 年度に掛け、全国の特定建築物及び中小規模建築を対象に冷

房・暖房期に 2 週間の温度、湿度、CO2 濃度の連続測定（研究計画の Phase2）を行った。5 分間

隔で約 2 週間測定を行った後、郵送で回送してもらった。 
2018 年度の夏期・冬期にオフィス用との中小規模ビル 45 件、2019 年度は 25 件を対象に測定を

依頼し、有効測定数としてそれぞれ 42 件、22 件から回収できた。 
2018 年度は 1000ppm を超える建物は、夏期 36%、冬期 33%、1 回でも 1000ppm を超えた建物

は夏期 67%、冬期 69%あった。2019 年度 22 件の測定では、1000ppm 超は夏期 23%、冬期 26%、

1 回でも 1000ppm を超えた建物は夏期 68%、冬期 70%であった。 
1 回でも基準値を超える割合はほぼ同じ 7 割程度であるが、平均濃度としては 1000ppm が守ら

れている建物が増える結果となった。対象が異なるため一律な比較はできないが、2018 年度よりも

全体で特定建築物が占める割合が増えたことも一因と考えられた。 
濃度区間別出現頻度からは、2018・2019 年度共に季節間の差より物件ごとの特徴が強かった。

2018 年度の不適合頻度の平均は夏期 32%、冬期 31%であり、完全適合（不適合 0）を除いた平均

は夏期 47%、冬期 44%であった。一方、2019 年度の不適合頻度の平均は夏期 25%、冬期 22%であ

り、完全適合（不適合 0）を除いた平均は夏期 37%、冬期 31%と 2019 年度の結果が低く、更に

2000ppm 超はわずか 3 例でその割合も低かった。 
2018 年度、2019 年度ともに夏期及び冬期濃度に強い相関が示されたが、2018 年度は夏期濃度が

冬期濃度より高い建物の割合は 2：1、2019 年度は 1：1 と顕著な違いが見られた。 
2019 年度は特定建築物の割合が高いことが一因と考えられるが、その他に空調方式、建物性能、

築年数、地域なども影響する可能性があり、今後詳細解析を続ける必要がある。 
 
 
研究協力者 
小林健一 国立保健医療科学院 
林 基哉 国立保健医療科学院 
島崎 大  国立保健医療科学院 
開原典子 国立保健医療科学院 
渡邊康子（公社）全国ビルメンテナンス協会 

 
 

A. 研究目的 
特定建築物を対象にしている建築物衛生法

では CO2 濃度 1000ppm を管理基準としてい

る。これは、CO2 の直接的な人体影響からでは

なく換気基準として定まったものであり、人間

活動が行われる空間は必ず CO2 が発生するた

め、適切な換気が行われ CO2 濃度が適切に管

理されていれば、他の空気汚染物質もある程度

コントロールできるという考え方を基にしてい
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る。 
1000ppmに関してはその設定根拠をはじめ、

大気濃度上昇と換気量制御、省エネルギー、純

CO2 の健康影響など設計基準や管理基準の緩

和や強化への議論は未だに続いている。 
2017 年現在、相対湿度の不適合率は 55％以

上、温度 30％以上、CO2 は 30%に近接し、上

昇傾向が続いてる（図 3-1）。原因としては建築

物衛生法の改正（H14）、幾度に渡る省エネ法の

改定（H15、H17、H25、H29）、東日本大震災

（H23）による節電要求などに加え、社会的な

要因以外にも設備の管理・運用上の問題、省コ

スト、立入検査や報告徴収の方法、定点測定の

代表性など明らかになっていない問題があるこ

とを指摘した 1) 2)。 
特定用途 3000m2 以上を対象とする建築物衛

生法では換気基準としてCO2濃度1000ppmを

管理基準にしている。近年、地球環境保全や省

エネー傾向により相対湿度、温度、CO2 濃度に

て不適合が顕著に表れ、全国平均としてCO2濃

度の不適合率は 30%近いと報告されている 2)。

特定建築物は環境衛生の維持・管理・測定にお

ける根拠法が存在するため、十分とは言えない

もののある程度の全体図は把握されていると考

えられる。 
一方、3000m2 未満の中小規模建築には労働

環境の維持管理のための事務所衛生基準規則が

あり、室内空気の環境基準 5000ppm、空調・換

気設備による供給空気の濃度を 1000ppm 以下

にすることを定めている（表 3-1）。しかしなが

ら、中小規模建築における室内環境の現状や設

備の運用・管理状況などは明らかになっていな

い。 
特定建築物に関しては法律による 2ヶ月以内

に 1 回の測定と結果の報告が義務化され、統計

報告もされているが、3000m2 未満の中小規模

建築に関しては室内環境や衛生管理に関する情

報が乏しい状態である。 
そこで、2018～2019 年度に掛け、全国の特

定建築物及び中小規模建築を対象に冷房・暖房

期に 2 週間の温度、湿度、CO2 濃度の連続測定

（研究計画の Phase2）を行った。 
 
 

B. 研究方法 
B.1 研究デザイン 
本研究においては、調査に関する依頼意向を

含めた 500 社に対するアンケート調査を

Phase1 とし、その中から建物を選別して連続

測定用のセンサーを送付して 2週間程度の測定

（温度、湿度、二酸化炭素）を実施する室内環

境測定 Phase2 としている。本章で報告する温

度・湿度・CO2 濃度の 2 週間の連続測定は

Phase2 となる。 
依頼対象は、公益社団法人全国ビルメンテナ

ンス協会に協力を要請し、建築物衛生法が適用

されない中規模建築物と比較のために特定建築

物も対象に含め事務所 500 社の紹介を得た。 
アンケートは自記式調査票を研究対象の会

社等に配付し、郵送にて回収した。建築物の管

理者または事務所の責任者に対しては「建築物

の維持管理状況の調査」（管理者用調査）、事務

所の従業員に対しては「職場環境と健康の調査」

（従業員用調査）を実施している。アンケート

に関する詳細は本報告書の「５．建築物利用者

の職場環境と健康に関する実態調査」で説明し

ている。 
Phase1 の回答者の中から Phase2 へ協力可

能と回答があった事務所 30～50 件程度選定し

て調査を実施した。また、事務所内への立ち入

りを行って詳細な室内環境（化学物質、微生物、

粉じん等）を測定する室内環境調査を Phase3
とし、Phase1 の回答者の中から 10～15 件程度

（Phase3 へ協力承諾が得られた事務所）選定

して実施している。 
 

B.2 測定対象及び実施期間 
2018 年 8 月～9 月に Phase2 及び Phase3 の

夏期調査として、Phase2（44 件）および Phase3
（12 件）を実施した。また、冬期調査として

Phase2（42 件）および Phase3（9 件）を 2018
年 12 月から 2019 年 3 月の間に実施した。 
続いて、2019 年 8 月～9 月に Phase2 及び

Phase3 の夏期調査として Phase2（25 件）およ

び Phase3（10 件）を実施した。また、冬期調

査として Phase2（24 件）および Phase3（11
件）を 2019 年 12 月から 2020 年 3 月の間に実

施した。 
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B.3 温度・湿度・CO2 濃度の連続測定 
 温度・湿度・CO2 用の連続測定小型センサー

（T＆D TR-76Ui）を郵送により配布、設置依頼

をした。5 分間隔で約 2 週間測定を行った後、

郵送で回送してもらった。 
有効データとして 2018 年度 42 件、2019 年

度に 22 件の回収数が得られた。 
今回の報告内容は、連続した 5 勤務日（月～

金）以上、勤務時間帯（09：00～17：00）のデ

ータを抜粋し、整理した結果である。 
また、2018 年度と 2019 年度調査の対象物件

は基本的に異なるため、図表中の記号はセンサ

ー番号で現しており、年別の記号にデータ整合

性はない。 
B.3.1 2018 年度測定 
 2018 年 8 月～9 月に夏期調査として 44 件を

対象に、冬期調査として 42 件を対象に 2018 年

12月から 2019年 3月に郵送による実測依頼を

行った。 
ただし、設置期間のずれや電源の未接続によ

る欠測などで、必ずしも計測期間が一致してい

るわけではない。 
B.3.2 2019 年度測定 
また、2019 年 8 月下旬〜9 月中旬に 25 件を

対象に、2020 年 1 月下旬～2 月中旬の間に 24
件を対象に 2 週間の測定を依頼した。夏期 22
件、冬期 23 件の有効な測定が行われた。 
ただし、設置期間のずれや電源の未接続によ

る欠測などで、必ずしも計測期間が一致してい

るわけではない。 
 

C. 研究結果および考察 
C.1 2018 年度の測定結果 
C.1.1 CO2 平均及び集計値 
図 3-2 に夏期の CO2 濃度を、図 3-3 に冬期

の CO2 濃度結果を示す。月曜日～金曜日まで

の連続した 5 勤務日における勤務時間帯 09 時

～17 時までのデータを纏めたものである。紫色

の陰影が中央式空調、橙色が中央・個別式併用、

陰影無しが個別方式である。 
平均濃度が 1000ppm を超える建物は、夏期

15 件（36%）、冬期 14 件（33%）であり、1 回

でも1000ppmを超えた建物は夏期28件（67%）、

冬期 29 件（69%）となった。平均濃度が

2000ppm を超える建物は夏期 1 件（N5）、冬期

1 件（Y24）あった。 
特に N5 は夏期に一瞬も 1000ppm を下回る

ことがなく、劣悪な環境であり、冬期もほぼ同

じ状況にあった。 
また、Y24 は夏期平均 1040ppm、最大

1455ppm、最小537 ppm、冬期は平均5826 ppm、

最大 9392 ppm、最小 492 ppm と冬期の環境が

極端に悪く、期間中 1000ppm 超過の不適頻度

は 98.5%に上り、勤務時間帯の 84％が

3000ppmを超えていた。室内で換気を行わずに

燃焼系器具などを使用していると推察される。   
当建物は夏期においても 1000ppm 超過の不

適頻度が 60.8%と換気に対する意識が低いと考

えられる。そのため、図 3-5 の回帰式では Y24
の濃度データは除いている。 
季節による違いは殆どなく、物件（建物）に

よって環境の善し悪しが決まる傾向にあった。 
平均値として不適合を判断すると特定建築物の

現状とほぼ同等もしくは若干高い数値となるが、

定点測定として判断すると 70%に近い不適率

となる。 
C.1.2 CO2 濃度 1000ppm 超過頻度 
図 3-4 に CO2 濃度 1000ppm 以下、1000～

2000ppm、2000～3000ppm、3000ppp 超過の

区間別出現頻度の割合を示す。 
結果、評価期間全体における不適合の出現割

合は区々であり、季節間の違いが見られる建物

も一部ある。 
 しかし、季節間の差よりは物件ごとの特徴が

強いことが読み取れる。42 件全体の期間中、不

適合頻度の平均は夏期 31.6%、冬期 30.5%であ

った。 
これは、全測定対象の平均であり、完全適合

（不適合 0）を除いた平均は夏期 47.4%、冬期

44.2%と計測期間中一度でも不適合濃度を経験

したところでは勤務時間帯の半分近くの時間が

不適合状態になっている。 
C.1.3 季節による濃度差 
図 3-5 に夏期と冬期における CO2 の平均濃

度の相関図示す。統計的には a=0.69、|R|=0.81、
p=0.035<0.05 と有意な強い相関が示された。 
 同一物件における季節間濃度関係では夏期濃

度＞冬期濃度の物件が 28：14 と夏期に平均濃
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度が高い建物が 2 倍と多い。Y24 の結果を入れ

ると、平均値で夏期 942ppm、冬期 1011ppm と

冬期濃度がやや高くなるが、Y24 を除くと

940ppm、893ppm と夏期濃度が若干高くなる。 
 一方、回帰式から、平均濃度が 791ppm 以下

の建物では夏期濃度＜冬期濃度と、年間通じて

CO2 濃度を低いレベルで保っている建物では

冬期濃度が高い結果となる。 
 空調設備及び建物性能が関わってくることが

推察されるが、調査対象の地域的特徴と偏重が

影響しているかも含め、詳細解析が必要である。 
C.1.4 空調方式による違い 
中央式空調は N1、Y-12、Y18-6、Y18-7、Y18-

8、中央・個別併用型は N11、N16、Y18、Y26、
Y31、他は個別方式を導入している。 

N1、N16、Y12、Y31 のように必ずしも

1000ppmを満足しているわけではないが、傾向

として中央式、併用型の方が低い CO2 濃度を

示している。 
一方、最も悪い環境となっている N5、Y24 は

共に個別方式であり、Y24 は建築年が 1990 年

代であるが、N5 は 1960 年代と最も古く建物性

能が環境悪化の原因と考えられる。 
 
C.2 2019 年度の測定結果 
C.2.1 CO2 濃度の集計結果 
図 3-6 に夏期の CO2 濃度測定結果を図 3-7

に冬期の結果を示す。 
特定建築物 7 件（N9、N10、N16、N20、N24、

N25、N26）、中規模 5 件（N11、N22、N30、
N31、N32）、小規模 10 件（N12、N13、N14、
N17、N18、N21、N23、N27、N33、N34）、
未詳 2（N1、N2）である。一部物件は温湿度あ

るいは CO2 データが欠測しているため、夏期

22 件、冬期 23 件の結果となっている。 
平均濃度が 1000ppm を超える建物は、夏期

5 件（23%）、冬期 6 件（26%）であり、1 回で

も1000ppmを超えた建物は夏期15件（68%）、

冬期 16 件（70%）あった。両季節ともに平均濃

度が 1500ppm を超える建物はなかった。 
赤線で囲っている対象が特定建築物である

が、N9 を除けば中小規模建築より平均 CO2 濃

度が低い傾向にあり、特定建築物の平均は夏期

807ppm、冬期804ppm、中小規模では925ppm、

912ppmと特定建築物が平均 100ppmほど低い。 
対象全体の季節平均は夏 875ppm、冬

868ppm とほとんど差がないが、最大値が

2000ppm を超える物件は夏 1 件、冬 5 件と冬

期に換気条件が悪化する事例がやや多かった。 
季節による違いは殆どなく建物によって環

境の善し悪しが決まると推察される。 
平均値として不適合を判断すると特定建築

物の現状とほぼ同等となるが、定点測定として

判断すると 70%に近い不適合率となる。 
C.2.2 濃度 1000ppm の超過頻度 
図 3-8 に CO2 濃度 1000ppm 以下、1000～

2000ppm、2000～3000ppm、3000ppp 超過、

の区間別濃度の出現頻度の割合を示す。 
N16、N17、N27 は一つの季節だけ欠測とな

っている。不適合の出現割合は区々であり、一

部建物では季節間の違いが見られたが、その差

は大きくない。N9 は特定建築物であるが夏・冬

期ともに不適合の頻度が高い。最も不適頻度が

高かったのは N18 の冬期で 84%、夏期は N34
で 80%であった。1000ppm 超の頻度が高い物

件では季節関係なくその頻度が高い傾向が見ら

れる。 
常に 1000ppm 以下で維持している建物では

季節を問わずおおよそ基準が守られている。今

回の測定では2000ppm超はわずか3例であり、

その出現頻度の割合も低かった。 
季節間の差よりは物件ごとの特徴が強いこ

とが読み取れる。24 件全体の期間中、不適合頻

度の平均は夏期 25%、冬期 22%であった。これ

は、全測定対象の平均であり、完全適合（不適

合 0）を除いた平均は夏期 37%、冬期 31%と計

測期間中一度でも不適合濃度を経験したところ

では勤務時間帯の 3割以上の時間が不適合状態

になっている。 
C.2.3 季節による濃度差 
図 3-9 に夏期と冬期における CO2 の平均濃

度の相関図を示す。統計的には a=1.07、
|R|=0.82、p<0.0001 と有意な強い相関が示さ

れた。 
同一物件における季節間濃度関係では冬期

濃度＞夏期濃度の物件が 11：10 とほぼ同数と

なっている。平均値としても夏・冬期ともに

870ppm 前後とほぼ同じであった。 
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C.3 考察 
2018 年度の 42 件の測定結果と比較すると、

2018 年度は 1000ppm を超える建物は、夏期

36%、冬期 33%、1 回でも 1000ppm を超えた

建物は夏期 67%、冬期 69%あった。2019 年度

24 件の測定では、1000ppm 超は夏期 23%、冬

期 26%、1 回でも 1000ppm を超えた建物は夏

期 68%、冬期 70%であった。 
1 回でも基準値を超える割合はほぼ同じ 7 割

程度であるが、平均濃度としては 1000ppm が

守られている建物が増える結果となった。対象

が異なるため一律な比較はできないが、2018 年

度よりも全体で特定建築物が占める割合が増え

たことも一因と考えられる。 
また、2018 年度は平均濃度 2000ppm を超え

る建物も夏期・冬期 1 件ずつあり、冬期には平

均値で 5000ppm 以上、最大 9000ppm を超え

るところがあったが、今年は両季節ともに平均

濃度が 1500ppm を超える建物はなかった。 
濃度区間別出現頻度からは、2018 年度は季節

間の差より物件ごとの特徴が強かったが、今回

も同様の結果が示された。2018 年度の不適合頻

度の平均は夏期 32%、冬期 31%であり、完全適

合（不適合 0）を除いた平均は夏期 47%、冬期

44%であった。一方、2019 年度の不適合頻度の

平均は夏期 25%、冬期 22%であり、完全適合（不

適合 0）を除いた平均は夏期 37%、冬期 31%と

2019 年度の結果が低く、更に 2000ppm 超はわ

ずか 3 例でその割合も低かった。 
2018 年度、2019 年度ともに夏期及び冬期濃

度に強い相関が示されたが、2018 年度は夏期濃

度が冬期濃度より高い建物の割合は 2：1、今回

は 1：1 と顕著な違いが見られた。 
2019 年度の対象建物は季節を問わず均一な

濃度（換気）条件を維持していた。今回は特定

建築物の割合が高いことが一因と考えられるが、

その他に空調方式、建物性能、築年数、地域な

ども影響する可能性があり、今後詳細解析が必

要である。 
 
 
 
 
 

D. まとめ 
2018年度は全国 42件のオフィス用建物を対

象に行った冷暖房期における CO2 濃度の連続

測定から以下の知見が得られた。  
平均濃度で 1000ppm を超える建物は、夏期

36%、冬期 33%であり、1 回でも 1000ppm を

超えた建物は夏期 67%、冬期 69%あった。 
平均濃度 2000ppm を超える建物も夏期・冬

期 1 件ずつあり、冬期には平均値で 5000ppm
以上、最大 9000ppm を超えるところがあった。

また、測定期間中一瞬も 1000ppm を下回らな

い物件が存在した。 
濃度区間別出現頻度からは、季節間の差より

物件ごとの特徴が強かった。全体物件の期間中、

不適合頻度の平均は夏期 31.6%、冬期 30.5%で

あり、完全適合（不適合 0）を除いた平均は夏

期 47.4%、冬期 44.2%であった。 
夏期濃度が冬期濃度より高い建物の割合は

2：1 であった。回帰式から、平均濃度 791ppm
以下の CO2 濃度を低いレベルで保っている建

物では夏期より冬期濃度が高い傾向を示した。 
中央式、併用型空調の方が個別式より低い

CO2 濃度を示していた。最も悪い環境となって

いた建物は共に個別方式であったが、その一軒

は 1960 年代に建てられ、建物性能が環境悪化

の原因と考えられた。 
2019年度は全国 24件のオフィス用建物を対

象に CO2 濃度の連続測定を行った。 
平均値としては 1000ppm を超える建物は 2

割程度であったが、1 回でも 1000ppm を超え

る割合はほぼ 7 割あった。 
また、昨年度とは異なり期間中ずっと

1000ppm を下回らない、3000ppm を超える高

濃度を示すなど、著しく悪い環境にある物件は

なかった。 
特定建築物における立入検査の定点測定を

仮定すると 7割ほどが管理基準を超えることに

なるが、常に悪い環境にあるではなく、平均と

しては基準を守れる建物が多い。在室時間を通

して 1000ppm 以下に維持するのは、健康衛生

上望ましいが設備や建物性能を考えると、連続

測定の濃度平均値を用いるなどより柔軟かつ合

理的な考え方が必要である。 
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特定建築物における CO2 濃度の不適率増加

は、換気不足と空気衛生環境の悪化に繋がるリ

スクを内在している。外気濃度が上昇している

昨今、CO2 の管理基準や設計基準に関する議論

は避けられないが、その基準レベルの問題であ

るだけで屋内を望ましい環境に維持することに

異論はないはずである。 
特定建築物とは異なり、中小規模の建物は中

央管理方式の空調システムよりは個別式空調が

導入されることが多い。また、換気システムに

おいても個別に管理され、その上、管理者もい

ない場合が多い。今回の調査でも、立入検査の

定点測定を仮定すると、悪い場合は 70％近く不

適率が出てくる結果が示された。勤務時間を通

して 1000ppm 以下に維持するのは、健康リス

ク面から望ましいが、設備水準・建物性能を考

えると、現実的には連続測定の濃度平均値や複

数測定点の平均など柔軟な対応が必要になると

考えられる。 
また、少数ではあるが、計測時間中に一度も

1000ppmを下回らない建物も存在しており、こ

れは設備や建築の問題ではなく在室者の換気に

対する認識の問題と考えられる。 
特定建築物が中小規模建築よりCO2濃度（換

気）制御で 1000ppm を超える例が少なく有利

な結果が示されたが、中小規模建築は建物性能

や設備性能が劣ることが多いことから室内環境

の悪化が懸念されるところである。 
中小規模建築は特定建築物に比べ、設備や建

物性能の制限に起因する環境制御の制約がある

場合があるが、より小さな空間を対象にしてお

り自由度の面では有利になる可能性もあるため、

換気と室内環境の維持に関するリテラシー涵養

と教育が重要である。 
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図 3-1 空気環境衛生管理基準に対する不適率の推移 
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表 3-1 国内外の代表的な CO2 濃度基準 
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図 3-2 2018 年度夏期の CO2 濃度（勤務日 5 日間、勤務時間帯 09～17 時の統計値） 

図 3-3 2018 年度冬期の CO2 濃度（勤務日 5 日間、勤務時間帯 09～17 時の統計値） 
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図 3-5 2018 年度の夏期と冬期の平均 CO2 濃度の関係 

＊Y24 の冬期濃度は極端に高いためグラフ及び回帰式からは除いて
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図 3-7 2019 年冬期測定の CO2濃度（勤務日 5～10 日間、勤務時間帯 09～17 時の統計値） 

図 3-6 2019 年度夏期測定の CO2濃度（勤務日 5～10 日間、勤務時間帯 09～17 時の統計値） 
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図 3-8 2019 年度の濃度区間別の出現頻度 [%]（グラフ中の数字は 1000ppm 以下の適合頻度の割合） 
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平成２９年度～令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担総合研究報告書 

 
４．建築物利用者の執務環境と建物規模に関する実態調査 

 
分担研究者  長谷川 兼一 秋田県立大学システム科学技術学部 教授 
分担研究者  東   賢一 近畿大学医学部 准教授 
研究代表者  小林  健一 国立保健医療科学院 上席主任研究官 

 
 
研究要旨 
中小模築物のうち主に事務所建築物における室内環境の特徴を明らかにすることを目的として，

建築物の管理者や従業員に対するアンケート調査ならびに，執務環境の各種物理環境を調査した。

特定建築物との比較を通じて，中小建築物に特有の環境的課題を把握した。得られた結果は以下の

とおりである。 
1) 中小建築物と特定建築物と差が見られた項目として，「空調方式」「給水方式」が挙げられる。

「空調方式」には，個別方式，「給水方式」には直結方式を採用する割合が高い。 
2) 冬期の室内環境について，中規模建築物では「静電気」「カビの臭い」を感じており，前者は過

乾燥，後者はダンプネスとの関連が深く，いずれも執務空間の湿度調整が適切でないことを示

唆するものである。 
3) 夏期の室内環境では，「じめじめする」「カビの臭い」「不快なにおい」において，中規模建築の

方が申告の頻度が高く，室内環境の問題点が指摘されている。中小建築物では，女性の方が室内

環境上の問題点を指摘する傾向が見られ，年間を通じて女性が抱く執務環境に対する満足度は

低い。 
4) ノンパラメトリック検定を用いた統計分析結果より，冬期・夏期ともに建物規模と室内環境の

物理量とには関連性があることが示されるとともに，執務者の室内環境に対する申告と整合し

ていることが確認された。しかしながら，冬期の相対湿度を除いて，建築物環境衛生管理基準に

該当する項目の全てが基準を満たす範囲に収まっているため，中小建築物の衛生環境が著しく

阻害されているとはいえない。 
 

研究協力者 
谷川 力 （公社）日本ペストコントロール協会 
渡邊康子（公社）全国ビルメンテナンス協会 
奥村龍一  東京都健康安全研究センター 
齋藤敬子 （公財）日本建築衛生管理教育センター 
杉山順一（公財）日本建築衛生管理教育センター 
 
4-1 調査対象建築物の執務環境と建物特性 
A.  研究目的 
主として事務所建築を対象にして，中小規模

の建築物（以下，中小建築物）における室内環

境の特徴を明らかにすることを目的として，衛

生環境にかかわる執務環境の実態調査を実施す

る。ここでは，建築物の管理者や従業員に対す 

 
 

るアンケート調査を企画・実施して，実態を解

明する。調査では，現行の建築物衛生法が適用

される特定建築物（事務所等の特定用途で延床

面積 3,000 ㎡以上の建築物を優先して抽出）に

ついても調査の対象とし，これらの建築物の執

務環境との比較を通じて，中小建築物に特有の

環境的課題を把握する。  
なお，アンケート調査では，従業員の健康影

響に関しても対象としているが，本章では中小

建築物の建物特性ならびに，従業員が暴露され

ている執務環境の環境的特徴を明らかにするこ

とに着目した。 
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B.  研究方法 
B.1  調査の概要 
本章で扱う調査データは 2 章「建物利用者の

職場環境と健康に関する実態調査」により得ら

れたデータの一部である。全体の調査フレーム

のうち，フェーズ 1 と位置づけている建物利用

者を対象とするアンケートによる断面調査が実

施された。ここでは，平成 30 年 1 月に実施さ

れた冬期調査，平成 30 年 7 月に実施された夏

期調査を扱う。 
調査では，建築物の管理者もしくは事務所の

責任者に回答を依頼する管理者用調査票，従業

員に回答を依頼する従業員用調査票を用いた。

前者では，主に建築物の維持管理状況，後者で

は職場環境の評価や健康状態などを尋ねている。 
 

B.2  調査対象の概要 
 冬期の調査として，管理者用調査票を 500 社

に配付した。それぞれ，従業員用調査票を 15 名

分配付しているため，合計 7,500 部配付したこ

とになる。また，中規模建築物の調査数を追加

するために，東京と大阪の 6 社の事務所建築物

に管理用調査票を配付し，従業員用調査票を合

計 183 名に配付することができた。次項で扱う

冬期の調査における有効回答データは，事務所

建築の 169 件，従業員 1,780 名である。 
 夏期の調査においては，冬期の調査にて対象

とした管理者，事務所建築物の責任者，従業員

に調査票を配付した。夏期における有効回答デ

ータは，事務所建築の 178 件，従業員 1,454 名

である。 
 
C.  研究結果および考察 
C.1 冬期のアンケート調査結果 
表 4-1-1 に冬期の調査における建物種別の建

物特性に関する集計結果を示す。建物種別とし

て，中小建築物を「2,000m2未満」「中規模建築

物」に分類し，その他を「特定建築物」とした。

と「特定建築物」と差が見られた項目として，

「階数(地上)」「階数(地下)」「周辺環境」「空調

方式」「給水方式」「苦情」が挙げられる。地上・

地下の階数について，中小建築物の方が階数は

小さい傾向があり，建物規模との関連性が反映

されている。「周辺環境」については，中小建物

の方が工場周辺に位置する割合が高いことが特

徴である。「空調方式」では，「2,000m2 未満」

の建物においては個別方式を採用している割合

が有意に高い。「給水方式」では貯水槽方式より

も直結方式を採用している割合が高く，建物規

模と関連しているものと推察される。「空調方式」

「給湯方式」「給水方式」などの設備において，

「中規模建物」では「特定建築物」との差異は

確認できなかった。執務環境に対する「苦情」

においては，温度を挙げる割合が「2,000m2 未

満」よりも「特定建築物」の方が高い。「2,000m2

未満」の空調は個別方式を採用する場合が多い

ため，執務者が任意に暖房設定温度の調整が可

能であることも影響していると推察できる。 
表 4-1-2 に，冬期の調査における建物種別と

室内環境に関する集計結果を示す。中小建築物

と「特定建築物」との差が見られた項目は，「暑

すぎる」「寒すぎる」「乾きすぎる」「エアコンの

気流」「カビの臭い」であった。表 3-1 にて示し

たが，建物管理者が受ける「苦情」には温度が

あったが，「2,000m2未満」において「暑すぎる」

の頻度は「特定建築物」と比べて低い。一方で，

「寒すぎる」の頻度は「特定建築物」の方が低

い結果となっている。中小建築物での執務者の

暑さ・寒さの評価は，温度が低い側に不満を抱

く傾向が見て取れるものの，苦情を訴えるには

至っていない。「暑すぎる」場合に管理者へ苦情

を訴えるものと考えられ，これは「特定建築物」

に見られる特徴である。冬期には「乾きすぎる」

との申告が「中規模建築物」で割合が低い傾向

にある。「カビの臭い」については，「特定建築

物」と比べて「中規模建築物」の方が申告割合

は高い結果となった。「エアコンの気流」に対し

ては，「2,000m2未満」において申告する割合が

高くなっている。 
 

C.2 夏期のアンケート調査結果 
表 4-1--3 に，夏期の調査における建物種別の

建物特性に関する集計結果を示す。「特定建築物」

と中小建築物とに差が見られた項目は，冬期の

調査の場合と類似している。「階数(地上)」「階数

(地下)」「空調方式」「給水方式」において，

「2,000m2未満」「中規模建築物」の特徴が見ら

れる。「空調方式」については，「中規模建築物」
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が個別方式を採用する割合が有意に高い。また，

「給水方式」についても直結方式を採用する割

合が高い。夏期における「苦情」については，

建物規模による違いは確認できなかった。 
表 4-1-4 に，夏期の調査における建物種別と

室内環境に関する集計結果を示す。「2,000m2未

満」では，「特定建築物」に比べて，従業員によ

る「寒すぎる」「騒音」「エアコンの気流」「エア

コンの悪臭」に対する申告の傾向が異なってい

る。「寒すぎる」との申告の頻度は「特定建築物」

よりも低い傾向が確認できるが，「エアコンの気

流」「エアコンの悪臭」「カビの臭い」について

は，「特定建築物」よりも申告する頻度は高くな

っている。同様に「中規模建築物」では，「空気

がよどむ」「じめじめする」「カビの臭い」「その

他の不快臭」に対する申告の頻度が，「特定建築

物」よりも高い傾向が確認できる。これらは，

ダンプネスと関連する項目であり，湿度調整が

十分に行われていない実態が推察される。一方

で「乾きすぎる」については，「中規模建築物」

の方が申告の頻度は低くなっており，執務空間

における湿度が相対的に高いことが予想される。 
 

C.3 建物規模と室内環境についての統計分析 
従属変数を従業員による室内環境に対する

申告(「一度もない」「1-3 日ある」「毎週 1-3 日

ある」「毎日ある」の 4 段階)，独立変数を建物

種別(「2,000m2未満」「中規模建築物」「特定建

築物」)，性別(「男性」「女性」)として，順序ロ

ジスティック回帰分析を行った。順序ロジステ

ィック回帰分析では，従属変数に三値以上の順

序性を持つ質的変数を割り当てることができる。

また，従属変数のカテゴリの差が等間隔である

ような質的変数の場合に適用できるため，カテ

ゴリの間隔に意味がある重回帰分析とは異なる。

分析の結果得られる偏回帰係数は，それが正で

あれば，独立変数が大きいほど従属変数のカテ

ゴリも大きくなると解釈できる。すなわち，こ

こでは，建物規模が大きくなるほどまた，性別

が「女性」の方が申告の頻度が高いことになる。 
表 4-1-5 に，冬期における順序ロジスティッ

ク回帰分析による解析結果(2,000未満／特定建

築物)を示す。2,000m2未満の小規模建築物に比

べて特定建築物の方が，「暑すぎる」と感じてい

る。一方，「寒すぎる」「エアコンの風」を感じ

ているのは 2,000m2未満の建築物である。女性

は男性よりも，「暑すぎる」「寒すぎる」「エアコ

ンの風」を感じており，執務環境に対する満足

度は低い傾向が窺える。 
表 4-1-6 に，冬期における順序ロジスティッ

ク回帰分析による解析結果(中規模／特定建築

物)を示す。「暑すぎる」を感じているのは，

2,000m2 未満と同様に特定建築物の方である。

また，「たばこの臭い」についても，中規模建築

物の方が感じている。中規模建築物では，「静電

気」「カビの臭い」を感じており，前者は過乾燥，

後者はダンプネスとの関連が深く，いずれも執

務空間の湿度調整が適切でないことを示唆する

ものである。性別に関しては，女性の方が「暑

すぎる」「静電気」「カビの臭い」「タバコの臭い」

を感じており，2,000m2未満の建築物と同様に，

男性よりも満足度は低い。 
表 4-1-7 に，夏期における順序ロジスティッ

ク回帰分析による解析結果(2,000m2 未満／特

定建築物)を示す。「騒音」「エアコンの風」「エ

アコンの異臭」「カビの臭い」において，建物種

別の偏回帰係数が負となっているため，

2,000m2 未満の小規模建築の方が申告の頻度が

高く，室内環境の問題点が指摘されていること

がわかる。また，女性の方がこれらの問題点を

指摘する傾向が見られる。 
表 4-1-8 に，夏期における順序ロジスティッ

ク回帰分析による解析結果(中規模／特定建築

物)を示す。「空気がよどむ」「じめじめする」「カ

ビの臭い」「不快なにおい」において，中規模建

築の方が申告の頻度が高く，室内環境の問題点

が指摘されている。一方で，「乾きすぎる」につ

いては特定建築物の方が感じやすくなっている。

また，2,000m2 未満の小規模建築物の場合と同

様に，女性の方がこれらの問題点を指摘する傾

向が見られる。夏期における解析結果を含める

と，年間を通じて女性が抱く執務環境に対する

満足度は低いと考えられる。 
 
D.  まとめ 
 中小模築物のうち主に事務所建築物における

室内環境の特徴を明らかにすることを目的とし

て，執務環境の実態調査を実施した。ここでは，
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建築物の管理者や従業員に対するアンケート調

査の結果を分析し，特定建築物との比較を通じ

て，中小建築物に特有の環境的課題を把握する。

その結果，以下のことがわかった。 
①「中小建築物」と「特定建築物」と差が見ら

れた項目として，「階数(地上)」「階数(地下)」

「周辺環境」「空調方式」「給水方式」などが挙

げられる。特に，「階数(地上)」「階数(地下)」

「空調方式」「給水方式」において特徴が見られ，

「空調方式」には，個別方式，「給水方式」には

直結方式を採用する割合が高い。 
②冬期の室内環境に対して，中小建築物での執

務者は温度が低い側に不満を抱く傾向が確認で

きるものの，苦情を訴えるには至っていない。

冬期には「乾きすぎる」との申告が中規模建物

で割合が低い。「カビの臭い」については，中規

模建築物の方が申告割合は高い結果となった。 
③夏期の室内環境に対して，中規模建築物では

「空気がよどむ」「じめじめする」「カビの臭い」

「その他の不快臭」に対する申告の頻度が，特

定建築物よりも高い。これらは，ダンプネスと

関連する項目であり，湿度調整が十分に行われ

ていない実態が推察される。一方で「乾きすぎ

る」については，「中規模建築物」の方が申告の

頻度は低くなっており，執務空間における湿度

が相対的に高いことが予想される。 
④順序ロジスティック回帰分析による解析結果

より，冬期の室内環境を「暑すぎる」を感じて

いるのは，特定建築物の方である。中規模建築

物では，「静電気」「カビの臭い」を感じており，

前者は過乾燥，後者はダンプネスとの関連が深

く，いずれも執務空間の湿度調整が適切でない

ことを示唆するものである。 
⑤夏期における順序ロジスティック回帰分析に

よると，「じめじめする」「カビの臭い」「不快な

におい」において，中規模建築の方が申告の頻

度が高く，室内環境の問題点が指摘されている。

中小建築物では，女性の方が室内環境上の問題

点を指摘する傾向が見られ，年間を通じて女性

が抱く執務環境に対する満足度は低い。 
 
E. 知的財産権の出願・登録状況（予定含む） 
予定なし 

 

表 4-1-1 冬期の調査における建物種別の建物

特性に関する集計結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目

階数(地上)
1階 5 (6.3)   * 0 (0.0)   * 0 (0.0)
2階 26 (32.5) 1 (6.7) 0 (0.0)
3-5階 34 (42.5) 5 (33.3) 9 (12.2)
6-10階 14 (17.5) 9 (60.0) 38 (51.4)
11階以上 0 (0.0) 0 (0.0) 26 (35.1)

階数(地下)
なし 61 (76.3)   * 10 (66.7)   * 18 (24.3)
1階 14 (17.5) 3 (20.0) 27 (36.5)
2階 3 (3.8) 0 (0.0) 18 (24.3)
3階 0 (0.0) 0 (0.0) 6 (8.1)
4階以上 1 (1.3) 1 (6.7) 5 (6.8)

周辺環境

幹線・高速道路 53 (66.3) 13 (86.7) 55 (74.3)
工場 8 (10.0) * 2 (13.3) * 1 (1.4)
鉄道 25 (31.3) * 9 (60.0) 36 (48.6)
森林・スギ林 1 (1.3) * 0 (0.0) 1 (1.4)

空調方式

中央方式 9 (11.3)   * 2 (13.3) 27 (36.5)
個別方式 65 (81.3) 9 (60.0) 30 (40.5)
中央・個別併用 4 (5.0) 4 (26.7) 16 (21.6)
不明 2 (2.5) 0 (0.0) 1 (1.4)

給湯方式

中央方式 5 (6.1) 2 (13.3) 11 (14.9)
局所方式 59 (73.8) 12 (80.0) 50 (67.6)
設置なし 13 (16.3) 1 (6.7) 12 (16.2)
その他 1 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

給水方式

貯水槽方式 30 (37.5)   * 11 (73.3) 61 (82.4)
直結方式 47 (58.8) 4 (26.7) 7 (9.5)
その他 1 (1.3) 0 (0.0) 0 (0.0)

苦情

温度 9 (11.3) * 4 (26.7) 20 (27.0)
湿度 6 (7.5) 2 (13.3) 13 (17.6)
気流 2 (2.5) 0 (0.0) 3 (4.1)
臭気 5 (6.3) 1 (6.7) 6 (8.1)
騒音 4 (5.0) 0 (0.0) 4 (5.4)
衛生害虫 4 (5.0) 0 (0.0) 1 (1.4)
水漏，結露，雨漏 6 (7.5) 0 (0.0) 3 (4.1)
清掃 2 (2.5) 0 (0.0) 4 (5.4)
廃棄物処理 2 (2.5) 0 (0.0) 1 (1.4)
その他 2 (2.5) 0 (0.0) 0 (0.0)

中規模建築物
n/%(N=15)

2000m2
未満

n/%(N=80)
特定建築物
n/%(N=74)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」との

カイ2乗検定による有意性あり
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表 4-1-2 冬期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果(1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4-1-2 冬期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果(2/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

職場環境

気流が速い

一度もない 598 (94.5) 264 (97.4) 836 (95.4)
1-3日ある 18 (2.8) 3 (1.1) 25 (2.9)
毎週1-3日ある 8 (1.3) 2 (0.7) 7 (0.8)
毎日 9 (1.4) 2 (0.7) 8 (0.9)

気流がよどむ

一度もない 444 (70.1) 190 (70.1) 629 (71.8)
1-3日ある 88 (13.9) 29 (10.7) 96 (11.0)
毎週1-3日ある 45 (7.1) 22 (8.1) 55 (6.3)
毎日 56 (8.8) 30 (11.1) 96 (11.0)

暑すぎる

一度もない 510 (80.6)   * 204 (75.3) 596 (68.0)
1-3日ある 74 (11.7) 33 (12.2) 151 (17.2)
毎週1-3日ある 33 (5.2) 24 (8.9) 73 (8.3)
毎日 16 (2.5) 10 (3.7) 56 (6.4)

室温の変化

一度もない 455 (71.9) 197 (72.7) 601 (68.6)
1-3日ある 96 (15.2) 29 (10.7) 143 (16.3)
毎週1-3日ある 44 (7.0) 20 (7.4) 71 (8.1)
毎日 38 (6.0) 25 (9.2) 61 (7.0)

寒すぎる

一度もない 379 (59.9)   * 174 (64.2)   * 601 (68.6)
1-3日ある 122 (19.3) 40 (14.8) 157 (17.9)
毎週1-3日ある 71 (11.2) 33 (12.2) 74 (8.4)
毎日 61 (9.3) 24 (8.9) 44 (5.0)

じめじめする

一度もない 605 (95.6) 261 (96.3) 836 (95.4)
1-3日ある 20 (3.2) 4 (1.5) 25 (2.9)
毎週1-3日ある 5 (0.8) 1 (0.4) 6 (0.7)
毎日 3 (0.5) 5 (1.8) 9 (1.0)

乾きすぎる

一度もない 393 (62.1) 168 (62.0)   * 532 (60.7)
1-3日ある 99 (15.6) 30 (11.1) 140 (16.0)
毎週1-3日ある 50 (7.9) 32 (11.8) 64 (7.3)
毎日 91 (14.4) 41 (15.1) 140 (16.0)

静電気を感じる

一度もない 484 (76.5) 190 (70.1) 662 (75.6)
1-3日ある 72 (11.4) 34 (12.5) 109 (12.4)
毎週1-3日ある 38 (6.0) 25 (9.2) 51 (5.8)
毎日 39 (6.2) 22 (8.1) 54 (6.2)

騒音

一度もない 534 (84.4) 235 (86.7) 772 (88.1)
1-3日ある 63 (10.0) 20 (7.4) 63 (7.2)
毎週1-3日ある 12 (1.9) 4 (1.5) 21 (2.4)
毎日 24 (3.8) 12 (4.4) 20 (2.3)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」との

カイ2乗検定による有意性あり

2000m2
未満

n/%(N=633)
中規模建築物
n/%(N=271)

特定建築物
n/%(N=876) 職場環境

エアコンの気流

一度もない 523 (82.6)   * 233 (86.0) 765 (87.3)
1-3日ある 49 (7.7) 18 (6.6) 56 (6.4)
毎週1-3日ある 13 (2.1) 5 (1.8) 19 (2.2)
毎日 48 (7.6) 15 (5.5) 36 (4.1)

エアコンの悪臭

一度もない 591 (93.4) 253 (93.4) 839 (95.8)
1-3日ある 30 (4.7) 11 (4.1) 26 (3.0)
毎週1-3日ある 8 (1.3) 4 (1.5) 7 (0.8)
毎日 4 (0.6) 3 (1.1) 4 (0.5)

カビの臭い

一度もない 602 (95.1) 252 (93.0)   * 846 (96.6)
1-3日ある 23 (3.6) 10 (3.7) 19 (2.2)
毎週1-3日ある 4 (0.6) 2 (0.7) 6 (0.7)
毎日 4 (0.6) 7 (2.6) 5 (0.6)

ほこりや汚れ

一度もない 540 (85.3) 238 (87.8) 743 (84.8)
1-3日ある 46 (7.3) 17 (6.3) 71 (8.1)
毎週1-3日ある 26 (4.1) 6 (2.2) 29 (3.3)
毎日 21 (3.3) 10 (3.7) 33 (3.8)

たばこのにおい

一度もない 523 (82.6) 248 (91.5) 751 (85.7)
1-3日ある 45 (7.1) 10 (3.7) 46 (5.3)
毎週1-3日ある 27 (4.3) 6 (2.2) 33 (3.8)
毎日 38 (6.0) 7 (2.6) 46 (5.3)

不快な薬品臭

一度もない 610 (96.4) 262 (96.7) 852 (97.3)
1-3日ある 16 (2.5) 5 (1.8) 17 (1.9)
毎週1-3日ある 2 (0.3) 3 (1.1) 3 (0.3)
毎日 5 (0.8) 1 (0.4) 4 (0.5)

その他の不快臭

一度もない 533 (84.2) 225 (83.0) 757 (86.4)
1-3日ある 49 (7.7) 27 (10.0) 55 (6.3)
毎週1-3日ある 22 (3.5) 9 (3.3) 40 (4.6)
毎日 29 (4.6) 10 (3.7) 24 (2.7)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」との

カイ2乗検定による有意性あり

2000m2
未満

(N=633)
中規模建築物

(N=271)
特定建築物

(N=876)
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表 4-1-3 夏期の調査における建物種別の建物

特性に関する集計結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

表 4-1-4 夏期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果(1/2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

項目

階数(地上)
1階 6 (7.0)   * 0 (0.0)   * 0 (0.0)
2階 28 (32.6) 0 (0.0) 0 (0.0)
3-5階 38 (44.2) 7 (36.8) 6 (8.2)
6-10階 12 (14.0) 12 (63.2) 41 (56.2)
11階以上 2 (2.3) 0 (0.0) 26 (35.6)

階数(地下)
なし 10 (11.6)   * 0 (0.0)   * 0 (0.0)
1階 59 (68.6) 13 (68.4) 16 (21.9)
2階 9 (10.5) 6 (31.6) 25 (34.2)
3階 4 (4.7) 0 (0.0) 21 (28.8)
4階以上 1 (1.2) 0 (0.0) 11 (15.0)

周辺環境 (0.0)
幹線・高速道路 43 (50.0) * 14 (73.7) 55 (75.3)
工場 8 (9.3) * 0 (0.0) 0 (0.0)
鉄道 25 (29.1) 5 (26.3) 31 (42.5)
森林・スギ林 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (1.4)

空調方式

中央方式 4 (4.7)   * 0 (0.0)   * 32 (43.8)
個別方式 79 (91.9) 16 (84.2) 25 (34.2)
中央・個別併用 3 (3.5) 3 (15.8) 16 (21.9)

給湯方式

中央方式 4 (4.7) 2 (10.5) 9 (8.4)
局所方式 53 (61.6) 14 (73.7) 51 (66.3)
設置されていない 16 (18.6) 2 (10.5) 8 (14.6)
その他 0 (0.0) 0 (0.0) 1 (0.6)
不明 13 (15.1) 1 (5.3) 4 (10.1)

給水方式

貯水槽方式 26 (30.2)   * 12 (63.2)   * 60 (82.2)
直結方式 44 (51.2) 6 (31.6) 4 (5.5)
その他 2 (2.3) 0 (0.0) 3 (4.1)
不明 14 (16.3) 1 (5.3) 6 (8.2)

苦情

温度 12 (14.0) 3 (15.8) 15 (20.5)
湿度 2 (2.3) 0 (0.0) 7 (9.6)
気流 5 (5.8) 0 (0.0) 3 (4.1)
臭気 4 (4.7) 1 (5.3) 4 (5.1)
騒音 1 (1.2) 0 (0.0) 0 (0.0)
衛生害虫 5 (5.8) 1 (5.3) 3 (4.1)
水漏，結露，雨漏 8 (9.3) 0 (0.0) 5 (6.8)
清掃 2 (2.3) 0 (0.0) 0 (0.0)
廃棄物処理 3 (3.5) 0 (0.0) 1 (1.4)
その他 1 (1.2) 0 (0.0) 2 (2.7)

中規模建築物
n/%(N=19)

2000m2
未満

n/%(N=86)
特定建築物
n/%(N=73)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」との

カイ2乗検定による有意性あり

職場環境

気流が速い

一度もない 538 (93.4) 237 (96.0) 598 (94.8)
1-3日ある 22 (3.8) 7 (2.8) 16 (2.5)
毎週1-3日ある 12 (2.1) 1 (0.4) 8 (1.3)
毎日 4 (0.7) 2 (0.8) 9 (1.4)

空気がよどむ

一度もない 427 (74.1) 155 (62.8)   * 472 (74.8)
1-3日ある 60 (10.4) 39 (15.8) 69 (10.9)
毎週1-3日ある 41 (7.1) 27 (10.9) 36 (5.7)
毎日 48 (8.3) 26 (10.5) 54 (8.6)

暑すぎる

一度もない 360 (62.5) 143 (57.9) 391 (62.0)
1-3日ある 105 (18.2) 57 (23.1) 108 (17.1)
毎週1-3日ある 55 (9.5) 27 (10.9) 70 (11.1)
毎日 56 (9.7) 19 (7.7) 61 (9.7)

室温の変化

一度もない 390 (67.7) 149 (60.3) 412 (65.3)
1-3日ある 96 (16.7) 57 (23.1) 107 (17.0)
毎週1-3日ある 43 (7.5) 22 (8.9) 53 (8.4)
毎日 47 (8.2) 19 (7.7) 59 (9.4)

寒すぎる

一度もない 431 (74.8)   * 175 (70.7) 426 (67.5)
1-3日ある 75 (13.0) 46 (18.6) 117 (18.5)
毎週1-3日ある 43 (7.5) 16 (6.5) 56 (8.9)
毎日 27 (4.7) 10 (4.0) 32 (5.1)

じめじめする

一度もない 454 (78.8) 170 (68.8)   * 508 (80.5)
1-3日ある 78 (13.5) 47 (19.0) 76 (12.0)
毎週1-3日ある 27 (4.7) 20 (8.1) 32 (5.1)
毎日 17 (3.0) 10 (4.0) 15 (2.4)

乾きすぎる

一度もない 482 (83.7) 209 (84.6)   * 510 (80.8)
1-3日ある 52 (9.0) 24 (9.7) 60 (9.5)
毎週1-3日ある 24 (4.2) 5 (2.0) 44 (7.0)
毎日 18 (3.1) 9 (3.6) 17 (2.7)

静電気を感じる

一度もない 543 (94.3) 232 (93.9) 588 (93.2)
1-3日ある 21 (3.6) 7 (2.8) 31 (4.9)
毎週1-3日ある 6 (1.0) 7 (2.8) 8 (1.3)
毎日 6 (1.0) 1 (0.4) 4 (0.6)

騒音

一度もない 477 (82.8)   * 216 (87.4) 561 (88.9)
1-3日ある 47 (8.2) 15 (6.4) 43 (6.8)
毎週1-3日ある 26 (4.5) 7 (2.8) 10 (1.6)
毎日 26 (4.5) 9 (3.6) 17 (2.7)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」との

カイ2乗検定による有意性あり

2000m2
未満

n/%(N=576)
中規模建築物
n/%(N=247)

特定建築物
n/%(N=631)
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表 4-1-4 夏期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果(2/2) 

 
 
表 4-1-5 冬期における順序ロジスティック回

帰分析による解析結果(2,000m2未満／特定) 

 
 
 
 

表 4-1-6 冬期における順序ロジスティック回

帰分析による解析結果(中規模／特定) 

 
 
表 4-1-7 夏期における順序ロジスティック回

帰分析による解析結果(2,000m2未満／特定) 

 
 
 
 
 
 

職場環境

エアコンの気流

一度もない 441 (76.6)   * 191 (77.3) 523 (82.9)
1-3日ある 52 (9.0) 18 (7.3) 48 (7.6)
毎週1-3日ある 22 (3.8) 11 (4.5) 23 (3.6)
毎日 61 (10.6) 27 (10.9) 37 (5.9)

エアコンの悪臭

一度もない 496 (86.1)   * 218 (88.3) 584 (92.6)
1-3日ある 43 (7.5) 22 (8.9) 31 (4.9)
毎週1-3日ある 17 (3.0) 5 (2.0) 8 (1.3)
毎日 20 (3.5) 2 (0.8) 8 (1.3)

カビの臭い

一度もない 519 (90.1)   * 223 (90.3)    * 604 (95.7)
1-3日ある 31 (5.4) 19 (7.7) 14 (2.2)
毎週1-3日ある 13 (2.3) 2 (0.8) 4 (0.6)
毎日 13 (2.3) 3 (1.2) 9 (1.4)

ほこりや汚れ

一度もない 483 (83.9) 199 (80.6) 549 (87.0)
1-3日ある 46 (8.0) 24 (9.7) 45 (7.1)
毎週1-3日ある 20 (3.5) 10 (4.0) 17 (2.7)
毎日 27 (4.7) 14 (5.7) 20 (3.2)

たばこのにおい

一度もない 497 (86.3) 218 (88.3) 549 (87.0)
1-3日ある 33 (5.7) 16 (6.5) 33 (5.2)
毎週1-3日ある 18 (3.1) 6 (2.4) 19 (3.0)
毎日 28 (4.9) 7 (2.8) 30 (4.8)

不快な薬品臭

一度もない 552 (95.8) 238 (96.4) 616 (97.6)
1-3日ある 16 (2.8) 5 (2.0) 10 (1.6)
毎週1-3日ある 3 (0.5) 2 (0.8) 3 (0.5)
毎日 5 (0.9) 2 (0.8) 2 (0.3)

その他の不快臭

一度もない 484 (84.0) 191 (77.3)   * 545 (86.4)
1-3日ある 47 (8.2) 32 (13.0) 42 (6.7)
毎週1-3日ある 19 (3.3) 15 (6.1) 25 (4.0)
毎日 26 (4.5) 9 (3.6) 19 (3.0)

2000m2
未満

n/%(N=576)
中規模建築物
n/%(N=247)

特定建築物
n/%(N=631)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」との

カイ2乗検定による有意性あり

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 0.347 0.00 0.226 0.468

男性 → 女性 0.320 0.01 0.090 0.550
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.684

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 -0.203 0.00 -0.309 -0.098

男性 → 女性 0.961 0.00 0.749 1.173
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.298

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 -0.174 0.02 -0.317 -0.030

男性 → 女性 0.625 0.00 0.337 0.913
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.521

偏回帰係数 p値
95%信頼区間

暑すぎる (ない → 毎日)

寒すぎる (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

エアコンの風 (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

上限 下限

中規模 → 特定 0.327 0.04 0.020 0.634
男性 → 女性 0.405 0.00 0.153 0.657
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.526

上限 下限

中規模 → 特定 -0.335 0.03 -0.637 -0.034
男性 → 女性 0.918 0.00 0.651 1.185
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.676

上限 下限

中規模 → 特定 -0.781 0.01 -1.374 -0.187
男性 → 女性 0.810 0.01 0.229 1.390
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.256

上限 下限

中規模 → 特定 0.580 0.02 0.107 1.052
男性 → 女性 1.046 0.00 0.691 1.402
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.939

暑すぎる (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

たばこの臭い (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

静電気 (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

カビの臭い (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 0.417 0.00 0.162 0.672

男性 → 女性 1.153 0.00 0.897 1.409
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.152

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 -0.511 0.00 -0.845 -0.178

男性 → 女性 0.515 0.00 0.185 0.845
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.161

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 -0.368 0.01 -0.652 -0.083

男性 → 女性 0.809 0.00 0.523 1.094
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.428

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 -0.664 0.00 -1.047 -0.282

男性 → 女性 0.899 0.00 0.517 1.280
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.732

上限 下限

2000m2
未満 → 特定 -0.846 0.00 -1.321 -0.370

男性 → 女性 0.966 0.00 0.498 1.434
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.541

カビの臭い (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

エアコンの風 (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

エアコンの異臭 (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

偏回帰係数 p値
95%信頼区間

寒すぎる (ない → 毎日)

騒音 (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間
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表 4-1-8 夏期における順序ロジスティック回

帰分析による解析結果(中規模／特定) 

 
 
4-2 建物利用者の執務環境と建物規模 
A.  研究目的 
主として事務所建築を対象にして，中小規模

の建築物（以下，中小建築物）における室内環

境の特徴を明らかにすることを目的として，衛

生環境にかかわる執務環境の実態調査を実施し

た。調査の詳細については 3 章を参照されたい。

本章では，建築物の管理者や従業員に対するア

ンケート調査とともに，各種物理環境の実測調

査により得られたデータをもとにして，中小建

築物に特有の環境的課題を把握する。なお，調

査では，現行の建築物衛生法が適用される特定

建築物（事務所等の特定用途で延床面積 3,000 
m2以上の建築物を優先して抽出）についても調

査の対象とし，これらの建築物の執務環境との

比較をする。 
 

B.  研究方法 
B.1  調査の概要 
本章で扱う調査データは 3 章「建物利用者の

職場環境と健康に関する実態調査」により得ら

れたデータの一部である。全体の調査フレーム

のうち，フェーズ 2（測定機器を郵送，測定後，

建物利用者が返送），フェーズ 3（調査員が訪問

して調査）と位置づけている実測調査である。

ここでは，平成 29 年度の夏期・冬期，平成 30
年度の夏期・冬期，令和元年度の冬期に実施さ

れた調査データを一括して扱う。 
 

B.2  調査対象の概要 
 冬期，夏期ともに，執務空間の温湿度，CO2

濃度，化学物質濃度，浮遊真菌濃度，浮遊細菌

濃度を測定した。その他，浮遊粉塵やエンドト

キシン濃度も計測しているが，ここでは扱って

いない。測定概要については，1 章を参照され

たい。また，フェーズ 2 では 55 件，フェーズ 3
では 22 件の事務所建築を分析対象とするが，

同じ建物であっても執務空間が異なれば，別の

建物として扱った。また，執務者への室内環境

に対するアンケート調査の結果と暴露環境を比

較するに当たっては，同じ執務空間にて過ごし

ている場合でも，それぞれの執務者が暴露され

ている環境として独立して分析に用いた。 
 
C.  研究結果および考察 
C.1 冬期の執務環境のアンケート調査結果 
表 4-1 に冬期の調査における建物種別の建物

特性に関する集計結果を示す。建物種別として，

中小建築物を「2,000m2 未満」「中規模建築物」

に分類し，その他を「特定建築物」とした。「空

調方式」「給水方式」において，「2,000m2未満」

「中規模建築物」の特徴が見られる。「空調方式」

については，「中規模建築物」が個別方式を採用

する割合が有意に高い。また，「給水方式」につ

いても直結方式を採用する割合が高い。 
表 4-2 に，冬期の調査における建物種別と室

内環境に関する集計結果のうち，中小建築物と

「特定建築物」との差が見られた項目を主に示

す。「性別」では，6 割が男性，4 割が女性，「年

代」では，40 代の割合が最も高く，次いで 30
代，50 代が続いている。これらについては，建

物規模による差は見られない。 
「特定建築物」と中小建築物とに差が見られ

る項目は，「寒すぎる」「静電気を感じる」「エア

コンの気流」「エアコンの悪臭」「カビの臭い」

であった。いずれの項目も「特定建築物」の方

上限 下限

中規模 → 特定 -0.476 0.00 -0.790 -0.161
男性 → 女性 1.058 0.00 0.759 1.356
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.407

上限 下限

中規模 → 特定 -0.589 0.00 -0.922 -0.257
男性 → 女性 0.521 0.00 0.203 0.839
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.321

上限 下限

中規模 → 特定 0.396 0.06 -0.013 0.806
男性 → 女性 1.378 0.00 1.010 1.746
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.072

上限 下限

中規模 → 特定 -0.811 0.01 -1.386 -0.237
男性 → 女性 0.589 0.04 0.014 1.165
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.01，平行線の仮定：p=0.169

上限 下限

中規模 → 特定 -0.545 0.00 -0.923 -0.168
男性 → 女性 0.827 0.00 0.460 1.193
独立変数を含むモデルの尤度比検定：p<0.001，平行線の仮定：p=0.431

不快な臭い (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

カビの臭い (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

じめじめする (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

乾きすぎる (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間

空気がよどむ (ない → 毎日) 偏回帰係数 p値
95%信頼区間
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が知覚する頻度が低い。また，中規模建築物に

おいて，室内環境に対する知覚の頻度が高い項

目は，「静電気を感じる」「カビの臭い」が挙げ

られ，いずれも湿度に関わる物理環境といえる。

特に，「静電気を感じる」に対しては，一度もな

いとの回答は 60%に留まっている。「エアコン

の悪臭」「カビの臭い」については，知覚する頻

度は全体的に低く，いずれの建物においても

10%未満である。 
 
表 4-2-1 冬期の調査における建物種別の建物

特性に関する集計結果 

 
 
表 4-2-3 夏期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果 

 
 
C.2 夏期の執務環境のアンケート調査結果 
表 4-3 に夏期の調査における建物種別の建物

特性に関する集計結果を示す。冬期の結果と同

様に，「空調方式」では「中規模建築物」が個別

方式を，「給水方式」では直結方式を採用する割

合が有意に高いことが確認できる。 
表 4-4 に，夏期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果を示す。冬期の調査結果

と同様，「性別」「年代」ともに建物規模によ 
表 4-2-2 冬期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果 

 
 
る差は見られない。 
「2,000m2未満」では，「特定建築物」に比べ

て，執務者による「じめじめする」「騒音」「エ

アコンの悪臭」「カビの臭い」「たばこの臭い」

に対する申告の傾向が異なっている。「中規模建

築物」では，「じめじめする」「たばこの臭い」

に対する申告の頻度が「特定建築物」よりも高

い。また，「2,000m2 未満」では，「じめじめす

項目

空調方式

中央方式 1 (1.9)   * 2 (11.1)   * 8 (47.1)
個別方式 44 (83.0) 12 (66.7) 7 (41.2)
中央・個別併用 7 (13.2) 4 (22.2) 2 (11.8)

給湯方式

中央方式 4 (7.5) 4 (22.2) 0 (0.0)
局所方式 42 (79.2) 13 (72.2) 14 (82.4)
設置されていない 5 (9.4) 1 (5.6) 3 (17.6)

給水方式

貯水槽方式 19 (35.8)   * 10 (55.6)   * 14 (82.4)
直結方式 32 (60.4) 8 (44.4) 2 (11.8)
その他 1 (1.9) 0 (0.0) 1 (5.9)

中規模建築物
n/%(N=18)

2000m2
未満

n/%(N=53)
特定建築物
n/%(N=17)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」とのカイ2

乗検定による有意性あり

項目

空調方式

中央方式 1 (1.9)   * 3 (16.7)   * 7 (43.8)
個別方式 45 (84.9) 12 (66.7) 7 (43.8)
中央・個別併用 7 (13.2) 3 (16.7) 2 (12.5)

給湯方式

中央方式 5 (9.4) 2 (11.1) 0 (0.0)
局所方式 42 (79.2) 14 (77.8) 14 (87.5)
設置されていない 5 (9.4) 1 (5.6) 2 (12.5)

給水方式

貯水槽方式 17 (32.1)   * 10 (55.6)   * 14 (87.5)
直結方式 33 (62.3) 8 (44.4) 2 (12.5)
その他 1 (1.9) 0 (0.0) 0 (0.0)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」とのカイ2

乗検定による有意性あり

2000m2
未満

n/%(N=53)
中規模建築物

n/%(N=18)
特定建築物
n/%(N=16)

職場環境

性別

男性 225 (57.3) 138 (65.1) 89 (62.2)
女性 164 (41.7) 73 (34.4) 53 (37.1)

年代
20代 50 (12.7) 24 (11.3) 12 (8.4)
30代 81 (20.6) 45 (21.2) 42 (29.4)
40代 115 (29.3) 68 (32.1) 41 (28.7)
50代 83 (21.1) 52 (24.5) 29 (20.3)
60代 58 (14.8) 22 (10.4) 17 (11.9)

寒すぎる

一度もない 230 (58.5)   * 129 (60.8) * 108 (75.5)
月1-3日ある 90 (22.9) 39 (18.4) 22 (15.4)
毎週1-3日ある 43 (10.9) 29 (13.7) 7 (4.9)
毎日 30 (7.6) 15 (7.1) 6 (4.2)

じめじめする

一度もない 366 (93.1) 207 (97.6) 139 (97.2)
月1-3日ある 21 (5.3) 3 (1.4) 3 (2.1)
毎週1-3日ある 4 (1.0) 0 (0.0) 1 (0.7)
毎日 2 (0.5) 2 (0.9) 0 (0.0)

静電気を感じる

一度もない 282 (71.8) * 124 (58.5) * 110 (76.9)
月1-3日ある 56 (14.2) 41 (19.3) 20 (14.0)
毎週1-3日ある 31 (7.9) 21 (9.9) 9 (6.3)
毎日 24 (6.1) 26 (12.3) 4 (12.3)

騒音

一度もない 311 (79.1) 178 (84.0) 129 (90.2)
月1-3日ある 46 (11.7) 20 (9.4) 8 (5.6)
毎週1-3日ある 20 (5.1) 5 (2.4) 2 (1.4)
毎日 16 (4.1) 9 (4.2) 4 (2.8)

エアコンの気流

一度もない 295 (75.1)   * 179 (84.4) * 121 (84.6)
月1-3日ある 50 (12.7) 18 (8.5) 13 (9.1)
毎週1-3日ある 15 (3.8) 6 (2.8) 8 (5.6)
毎日 33 (8.4) 9 (4.2) 1 (0.7)

エアコンの悪臭

一度もない 361 (91.9)   * 199 (93.9) 138 (96.5)
月1-3日ある 21 (5.3) 9 (4.2) 0 (0.0)
毎週1-3日ある 6 (1.5) 0 (0.0) 3 (2.1)
毎日 5 (1.3) 4 (1.9) 2 (1.4)

カビの臭い

一度もない 369 (93.9)   * 191 (90.1)    * 141 (98.6)
月1-3日ある 17 (4.3) 13 (6.1) 1 (0.7)
毎週1-3日ある 4 (1.0) 1 (0.5) 1 (0.7)
毎日 3 (0.8) 7 (3.3) 0 (0.0)

たばこの臭い

一度もない 316 (80.4) 186 (87.7) 121 (84.6)
月1-3日ある 34 (8.7) 14 (6.6) 8 (5.6)
毎週1-3日ある 19 (4.8) 6 (2.8) 5 (3.5)
毎日 24 (6.1) 6 (2.8) 9 (6.3)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」とのカイ

2乗検定による有意性あり

2000m2
未満

n/%(N=393)
中規模建築物
n/%(N=212)

特定建築物
n/%(N=143)
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る」「エアコンの悪臭」「かびの臭い」などダン

プネスと関連する項目において，「特定建築物」

よりも申告する割合が高くなっている。中小規

模建物においては，湿度調整が十分に行われて

いない実態が推察される。 
 
表 4-4-4 夏期の調査における建物種別と室内

環境に関する集計結果 

 
 
C.3 建物規模と室内環境についての統計分析 
図 4-1 と図 4-2 に，建物規模と，温度，相対

湿度，CO2 濃度，TVOC 濃度，浮遊真菌濃度，

浮遊細菌濃度との関係を示す。各建物の執務空

間の代表値として，温湿度と CO2濃度について

は，測定期間中の執務時間中に平均値を用いた。

TVOC 濃度，浮遊真菌濃度，浮遊細菌濃度につ

いては，調査員が訪問した際に採取したサンプ

ルより分析している。それらの代表値を建物規

模別に分類し，中央値，第一・第三四分位，最

大・最小値を示している。これらの関連性の有

意性を検定するため，ノンパラメトリック検定

の一つである Kruskal-Wallis 検定を行いて建

物規模と各種物理量との関連性の有意性を評価

した。また，ランク間の有意性を多重比較によ

り検定した。解析には，IBM SPSS Statistics 
v23 を用いた。 
表 4-2 と表 4-4 では，執務者の室内環境に対

する申告の集計結果を示したが，建物規模のよ

る差が確認された項目がある。それらと，物理

環境との関係を示した図 4-1 と図 4-2 を照らし

合わせれば，建物規模による室内環境の特徴が

明確に把握することができる。図 4-1 は冬期，

図 4-2 は夏期の調査結果に基づく統計分析結果

を示している。 
図 4-1を見ると，Kruskal-Wallis検定の結果，

いずれの項目においても有意性が確認されたた

め，建物規模と室内環境の物理量とには関連性

があるといえる。図 4-1(a)～(c)に示す各建物の

中央値に着目して，建築物環境衛生管理基準と

照らし合わせると，相対湿度(図 4-1(b))が基準

を下回っており，既に指摘されている通り乾燥

傾向にあることがわかる。温度(図4-1(a))では，

「特定建築物」よりも中小建築物の方が平均温

度は低く，執務者の「寒すぎる」との申告の傾

向と整合している。相対湿度 (図 4-1(b))は，中

小建築物の方が低く，「静電気を感じる」と整合

すると考えられる。その他，二酸化炭素濃度(図
4-1(c))，TVOC 濃度(図 4-1(d))とも「2,000m2未

満」の小規模建物で濃度が高くなっており，執

務者の申告のうち，「エアコンの悪臭」や「カビ

の臭い」を知覚する割合が小規模建物の方が高

いことと整合している。浮遊真菌濃度は全体的

に低く，中央値で 50cfu/m3程度であるため，外

気の状況と大きな差異はないと考えられ，室内

で真菌が繁殖している可能性は低いと推察され

る。また，浮遊細菌濃度は「2,000m2 未満」の

職場環境

性別

男性 231 (60.3) 135 (60.0) 83 (55.7)
女性 152 (39.7) 90 (40.0) 66 (44.3)

年代
20代 44 (11.5) 16 (7.1) 10 (6.7)
30代 90 (23.5) 49 (21.8) 38 (25.5)
40代 116 (30.3) 80 (35.6) 45 (30.2)
50代 79 (20.6) 55 (24.4) 34 (22.8)
60代 54 (14.1) 25 (11.1) 22 (14.8)

寒すぎる

一度もない 274 (71.5) 156 (69.3) 102 (68.5)
月1-3日ある 62 (16.2) 40 (17.8) 29 (19.5)
毎週1-3日ある 27 (7.0) 18 (8.0) 14 (9.4)
毎日 20 (5.2) 11 (4.9) 4 (2.7)

じめじめする

一度もない 280 (73.1) * 155 (68.9)   * 123 (82.6)
月1-3日ある 67 (17.5) 40 (17.8) 12 (8.1)
毎週1-3日ある 24 (6.3) 18 (8.0) 11 (7.4)
毎日 12 (3.1) 12 (5.3) 3 (2.0)

静電気を感じる

一度もない 360 (94.0) 215 (95.6) 142 (95.3)
月1-3日ある 19 (5.0) 7 (3.1) 6 (4.0)
毎週1-3日ある 2 (0.5) 3 (1.3) 1 (0.7)
毎日 2 (0.5) 0 (0.0) 0 (0.0)

騒音

一度もない 313 (81.7)   * 195 (86.7) 137 (91.9)
月1-3日ある 35 (9.1) 16 (7.1) 6 (4.0)
毎週1-3日ある 11 (2.9) 7 (3.1) 0 (0.0)
毎日 24 (6.3) 7 (3.1) 6 (4.0)

エアコンの気流

一度もない 278 (72.6) 176 (78.2) 121 (81.2)
月1-3日ある 44 (11.5) 13 (5.8) 12 (8.1)
毎週1-3日ある 15 (3.9) 10 (4.4) 8 (5.4)
毎日 46 (12.0) 26 (11.6) 8 (5.4)

エアコンの悪臭

一度もない 322 (84.1)   * 197 (87.6) 138 (92.6)
月1-3日ある 34 (8.9) 19 (8.4) 4 (2.7)
毎週1-3日ある 12 (3.1) 6 (2.7) 2 (1.3)
毎日 15 (3.9) 2 (0.9) 5 (3.4)

カビの臭い

一度もない 335 (87.5)   * 201 (89.3) 142 (95.3)
月1-3日ある 31 (8.1) 16 (7.1) 3 (2.0)
毎週1-3日ある 7 (1.8) 5 (2.2) 1 (0.7)
毎日 10 (2.6) 3 (1.3) 3 (2.0)

たばこの臭い

一度もない 324 (84.6) 205 (91.1) * 123 (82.6)
月1-3日ある 27 (7.0) 10 (4.4) 12 (8.1)
毎週1-3日ある 15 (3.9) 7 (3.1) 4 (2.7)
毎日 17 (4.4) 3 (1.3) 10 (6.7)

* 「2000m2
未満」と「特定建築物」，「中規模建築物」と「特定建築物」とのカイ

2乗検定による有意性あり

2000m2
未満

n/%(N=383)
中規模建築物
n/%(N=225)

特定建築物
n/%(N=149)
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小規模建物で有意に高いため，室内衛生環境の

管理の有無が影響している可能性が指摘できる。 
次に，図 4-2 を見ると，図 4-1 と同様に

Kruskal-Wallis 検定の結果，建物規模と室内環

境の物理量とには関連性があるといえる。建築

物環境衛生管理基準に該当する項目(図 4-2(a)
～(c))について，各建物の中央値はいずれも基準

を満たしている。相対湿度 (図 4-2(b))は，「特定

建築物」よりも中小建築物の方が有意に高く，

表 4-4 にて示した執務者の「じめじめする」と

整合すると考えられる。二酸化炭素濃度(図 4-
1(c))，浮遊真菌濃度(図 4-2(e))では，「特定建築

物よりも中小建築物の方が有意に高くなってお

り，執務者の「エアコンの悪臭」「かび臭い」と

いう申告の割合の高さと整合している。しかし

ながら，いずれも濃度が低く，二酸化炭素濃度

については，中央値が 1,000ppm 以下，浮遊真

菌濃度については 50cfu/m3程度である。したが

って，換気が不十分で衛生環境が著しく阻害さ

れているとは必ずしもいえないことに留意すべ

きである。 
 
D.  まとめ 
 中小建築物のうち主に事務所建築物における

室内環境の特徴を明らかにすることを目的とし

て，執務環境の各種物理環境を調査した。ここ

では，建築物の管理者や従業員に対するアンケ

ート調査の結果の妥当性を検証しながら，特定

建築物との比較を通じて，中小建築物に特有の

環境的課題を把握する。その結果，以下のこと

がわかった。 
①中小建築物と特定建築物と差が見られた項目

として，「空調方式」「給水方式」が挙げられる。

「空調方式」には，個別方式，「給水方式」には

直結方式を採用する割合が高い。 
②冬期の室内環境に対して，特定建築物と中小

建築物とに差が見られる項目は，「寒すぎる」「静

電気を感じる」「エアコンの気流」「エアコンの

悪臭」「カビの臭い」であった。いずれの項目も

「特定建築物」の方が知覚する頻度が低い。 
③夏期の室内環境に対して，「2,000m2未満」で

は，「じめじめする」「エアコンの悪臭」「かびの

臭い」，「中規模建築物」では「じめじめする」

に対する申告の頻度が，特定建築物よりも高い。

これらは，ダンプネスと関連する項目であり，

湿度調整が十分に行われていない実態が推察さ

れる。 
④ノンパラメトリック検定を用いた統計分析結

果より，冬期・夏期ともに建物規模と室内環境

の物理量とには関連性があることが示されると

ともに，執務者の室内環境に対する申告と整合

していることが確認された。しかしながら，冬

期の相対湿度を除いて，建築物環境衛生管理基

準に該当する項目の全てが基準を満たす範囲に

収まっているため，中小建築物の衛生環境が著

しく阻害されているとはいえない。 

 
E. 知的財産権の出願・登録状況（予定含む） 
予定なし 
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 (a)温度 

 
 

(c)CO2濃度 

 
 

(e)浮遊真菌濃度 

 

(b)相対湿度 

 
 

(d)TVOC 濃度 

 
 

(f)浮遊細菌濃度 

 
 

図 4-2-1 建物規模と実測調査結果との比較(冬期調査) 
  



- 87 - 
 

(a)温度 

 
 

(c)CO2濃度 

 
 

(e)浮遊真菌濃度 

 

(b)相対湿度 

 
 

(d)TVOC 濃度 

 
 

(f)浮遊細菌濃度 

 
 

図 4-2-2 建物規模と実測調査結果との比較(夏期調査)
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平成２９年度～令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担総合研究報告書 

 
５．建築物利用者の室内環境と健康に関する実態調査―全国規模の冬期夏期断面調査― 

 
分担研究者  東 賢一   近畿大学医学部 准教授 
分担研究者  長谷川兼一  秋田県立大学 教授 
分担研究者  鍵 直樹   東京工業大学情報理工学研究科 准教授 
分担研究者  柳 宇    工学院大学建築学部 教授 
分担研究者  金 勲    国立保健医療科学院 上席主任研究官 

 
研究要旨：中規模建築物を対象とし、自記式調査票を研究対象の会社等に配付し、郵送にて回収し

た。建築物の管理者または事務所の責任者に対しては「建築物の維持管理状況の調査」（管理者用調

査）、事務所の従業員に対しては「職場環境と健康の調査」（従業員用調査）を実施した。管理者用

調査では、事務所及び事務所が入居する建築物の維持管理状況などを問うた。従業員用調査では、

職場環境と健康状態などを問うた。併せて建築物環境衛生管理の空気環境項目（温湿度、一酸化炭

素、二酸化炭素、浮遊粉じん）、揮発性有機化合物や粒子状物質の気中濃度、真菌や細菌の気中濃度、

気中やダスト中のエンドトキシンを測定し、その物理測定結果とアンケートによる健康影響結果の

相関分析を行った。 
3000m2以上の非特定建築物 7 社を除く 216 社（2000m2未満小規模建築物 93 件、2000～3000m2

中規模建築物 22 件、特定建築物 101 件）1960 名（建物情報不明の 9 名除く）を従業員調査票の解

析に用いた。ビル関連症状の有症率では、建築物の規模との間に有意な差はみられなかったが、小

規模建築物のほうが温度の苦情発生率が低く、空調設備が省エネ等でこまめに控えめ運用されてい

る可能性が考えられた。また、乾きすぎやほこりとの関係が冬期夏期及びいずれの規模にも全体に

みられた。特定建築物における温度と相対湿度の建築物環境衛生管理基準に対する不適率は、過去

15 年間で上昇しており、高い水準となっているが、中規模建築物においても同様の傾向である可能

性が考えられた。 
室内環境測定項目とビル関連症状との関係について、冬期では合計 92 件で 805 名、夏期では合

計 89 件で 816 名からアンケート調査と測定結果を得た。冬期では、小規模建築物と中規模建築物

において温度の高さや相対湿度の低さとビル関連症状との関係がみられたが、特定建築物ではみら

れなかったことから、小規模建築物と中規模建築物では冬期における温熱環境の維持管理に課題が

あると考えられた。夏期においては、小規模建築物と中規模建築物では温熱環境に関してビル関連

症状と間に有意な関係はみられなかったが、特定建築物では温度が高いほど一般症状と上気道症状

が有意に増加した。冬期および夏期ともに、総じて粉じんや化学物質の濃度は管理基準や室内濃度

指針値を下回っており、中規模建築物や特定建築物の一部の物質でみられたビル関連症状との統計

学的に有意な関係は、毒性学的にはほぼ意義はないと考えられた。また、冬期の特定建築物では細

菌濃度やエンドトキシン濃度が高いほどビル関連症状の増加がみられ、夏期の中規模建築物では真

菌濃度や細菌濃度が高いほどビル関連症状の増加がみられた。細菌では平均濃度で日本建築学会の

維持管理規準を下回っており、真菌では平均濃度で日本建築学会の維持管理規準を超えていた。但

し、いずれも細菌や真菌の種類と毒性に応じた規準ではないことから、細菌や真菌の種類を含めた

詳細な検討が今後必要であると考えられた。 
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研究協力者  
小林健一  国立保健医療科学院 
林 基哉  国立保健医療科学院 
島崎 大  国立保健医療科学院 
開原典子  国立保健医療科学院 
渡邊康子 （公社）全国ビルメンテナンス協会 
 
A. 研究目的 
建築物衛生法が適用される特定建築物（店舗、

事務所等の特定用途で延床面積 3000 ㎡以上の

建築物、同 8000 ㎡以上の学校）には、建築物

環境衛生管理基準の遵守、その管理実態の報告、

建築物環境衛生管理技術者の選任等が義務づけ

られている。同法が適用されない中小規模の建

築物（以下、中小建築物）においても衛生管理

に努めるように記されているが、現在は監視や

報告の義務がないことから衛生管理状況の実態

が不明瞭となっている。また近年、省エネに対

する建築物所有者や使用者の意識向上が要求さ

れる状況下において、中小建築物は運営や管理

形態の多様さなどから十分な技術的支援を得ら

れず、適切な対応がとられていない可能性が懸

念される。 
そこで本研究では、建築物衛生法が適用され

ない 2000～3000 ㎡の中規模建築物における空

気環境を中心に、給排水の管理、清掃、ねずみ

等の防除といった、環境衛生管理基準規定項目

に係る実態と、建築物利用者の健康状況を調査

し、特定建築物の範囲拡大も含めた適切な衛生

管理方策の検討に必要な科学的根拠を明らかに

することを目的としている。 
本研究で得られた成果は、建築物衛生法の適

用範囲の検討に資するものであり、今後の建築

物衛生行政における施策の立案に寄与するもの

である。 
 
B. 研究方法 
B1. 研究デザイン 
自記式調査票を研究対象の会社等に配付し、

郵送にて回収した。建築物の管理者または事務

所の責任者に対しては「建築物の維持管理状況

の調査」（管理者用調査）、事務所の従業員に対

しては「職場環境と健康の調査」（従業員用調査）

を実施した。管理者用調査では、事務所及び事

務所が入居する建築物の維持管理状況などを問

うた。従業員用調査では、職場環境と健康状態

などを問うた。事務所１件あたり管理者用調査

票 1 部、従業員調査票は在室時間の長い従業員

に対して 15 部配付した。また、あわせて建築物

環境衛生管理の空気環境項目（温湿度、一酸化

炭素、二酸化炭素、浮遊粉じん）、揮発性有機化

合物や粒子状物質の気中濃度、真菌や細菌の気

中濃度、気中やダスト中のエンドトキシンを測

定した。本研究は、人体から採取された試料を

用いない観察研究である。 
 
B2. 調査対象と調査規模及び調査手順 
対象は、建築物衛生法が適用されない中規模

建築物に勤務する建築物の管理者と従業員であ

る。比較のため、特定建築物も対象に含めた。

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会に協力

を要請し、研究対象となる建築物事務所 500 社

の紹介を得た。 
従業員用調査は、事務所に在室する時間が比

較的長い日勤の管理職や事務職等の従業員に対

して実施し、ビルの清掃や環境測定に従事する

従業員は原則として調査対象に含まない。 
本調査の規模としては、調査依頼数の設定を

500 社とし、中規模建築物と特定建築物を約 2：
3 から 3:2 の間程度に設定した。本来は母集団

からの無作為抽出が前提ではあるが、母集団が

5,000、10,000、100,000 であったとしても、代

表性を考慮したサンプル数は、許容誤差（精度）

と信頼レベル（母集団の特性の代表性）を最低

限度のレベルに設定すると、サンプル数は 67～
95 件程度となる。近年の統計データからは、事

務所用途の特定建築物が日本全体で約 18000～
19000 件であるが、中規模建築物を特定建築物

の半分から同数程度としても、サンプル数に影

響はない。そして、調査票の回収率を 2012 年

に本研究者らが実施した全国規模のアンケート

調査時 1)-3)の実績 65%に設定すると調査依頼数

は 103～146 件程度、一方、回収率を低く見積

もって 35%に設定すると調査依頼数は 191～
271 件程度となる。従って、調査依頼数の設定

をそれぞれ 200～300 社、合計 500 社であれば、

回答率が低くても対応可能となる。公益財団法
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人全国ビルメンテナンス協会の会員会社は約

3000 社であり、500 社より多く設定しても回答

率の向上はさほど見込めないと考えられること

から、調査依頼数を 500 社とした。 
建築物調査時のサンプル数を約100前後とす

る研究は、他でもみられる。米国環境保護庁が

1990 年 代 に 実 施 し た BASE （ Building 
Assessment Survey and Evaluation）研究では、

全米 21 都市から無作為に選定された 100 件の

オフィスビルを調査している 4)。 
日本で厚生労働省が実施しているシックハ

ウス（室内空気汚染）問題における全国調査で

は、約 100 戸前後の住宅を調査している 5)。厚

生労働省の調査では、全国の住宅から無作為抽

出する方法でサンプリングされていないが、東

京都内で無作為抽出法との比較を行った結果、

室内環境の測定結果にほぼ差がないことが確認

されている。全国規模でサンプリングを行うこ

とで、信頼レベルを一定レベル確保できる。 
欧州では、2011 年以降に OFFICAIR 研究が

進められている 6)。欧州 8 カ国（ポルトガル、

スペイン、イタリア、ギリシャ、フランス、ハ

ンガリー、オランダ、フィンランド）から 167
件のオフィスビルを任意に選定し、アンケート

調査を実施している（一般調査）。そしてその後、

室内環境の測定調査を加えた詳細調査を 37 件

のオフィスビルに実施している（詳細調査）。最

終的には、9 件のオフィスビルにおいて、室内

清掃等の改善効果を把握する介入研究を実施し

ている（介入研究）。詳細調査になると、測定を

目的とした立ち入り検査となり、調査への協力

数が少なくなっている。 
詳細調査に関する先行研究として、本研究者

らが 2013 年に実施した立ち入り検査による測

定調査 1),7)では、2012 年の全国規模のアンケー

ト調査 1)-3)で立ち入り検査への協力可能と回答

があった事務所から、従業員の健康状態や室内

の衛生状態が良好から不良まで幅のある建築物

を選定し、東京、大阪、福岡において、冬期に

11 の事務所、夏期に 13 の事務所で詳細測定調

査と従業員の健康アンケート調査を実施した。 
その結果、シックビルディング症候群と室内

温度や浮遊粉じんとの関係がみられており、特

に、粒径のより小さい浮遊粉じんほど、上気 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
欧州8カ国による建築物の衛生環境と健康調査 
 
道症状との関係がみられ、特定建築物で使用

されている中性能フィルターでは、粒径の小さ

い粉じんの外気からの侵入を十分防止できてい

ない可能性を示した。詳細調査になると、調査

への協力数が少なくなり、サンプリングの代表

性に対する信頼レベルは低下するが、衛生状態

等の差を考慮することにより、室内環境におけ

る問題点の把握は可能である。 
以上の状況を踏まえて、本研究においては、

調査依頼数500社のアンケート調査をフェーズ

1 とし、その後測定機器を送付して 2 週間程度

連続測定（温度、湿度、二酸化炭素）を実施す

る室内測定調査 1 をフェーズ 2 とし、フェーズ

1 の回答者の中から 30～50 件程度（フェーズ 2
へ協力可能と回答があった事務所）選定して調

査を実施する。また、事務所内への立ち入りを

行って詳細な室内環境測定（化学物質、微生物、

粉じん等）を実施する室内測定調査 2 をフェー

ズ 3 とし、フェーズ 1 の回答者の中から 10～
15 件程度（フェーズ 3 へ協力可能と回答があっ

た事務所）選定して調査を実施する。フェーズ

2 とフェーズ 3 の事務所を選定する際には、従

業員の健康状態や衛生状態が良好から不良まで

幅のある建築物を選定し、フェーズ 1 の調査で

建築物室内環境に強く関連する症状と職業性ス

トレスの関係が高かった建築物を除外した。 
実際の調査においては、冬期の調査として、

平成 30 年 1 月 5 日に管理者用調査票を 500 社
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（従業員調査票各社 15 部含む）に配布した。ま

た、中規模建築物の調査数を補うために、別途、

東京と大阪の 6つの事務所にも管理者用調査票

と従業員調査票（トータル183部）を配布した。

また、夏期の調査として、平成 30 年 7 月 20 日

に同じ 500社と 6つの事務所に対して管理者用

調査票と従業員調査票を配布した。 
なお、フェーズ 3 の調査として、個別に依頼

を行った 6 つの事務所で平成 30 年 1 月から 3
月にフェーズ 3 冬期調査を実施した。そして、

平成 30 年冬期の調査結果から、フェーズ 2 及

びフェーズ 3 の夏期調査として、フェーズ 2（44
件）およびフェーズ 3（12 件）を平成 30 年 8
月から 9 月に実施した。また、フェーズ 2 及び

フェーズ 3 の冬期調査として、フェーズ 2（42
件）およびフェーズ 3（9 件）を平成 30 年 12
月から平成 31 年 3 月に実施した。 
続いて、平成 30 年夏期の調査結果から、フェ

ーズ 2 及びフェーズ 3 の夏期調査として、フェ

ーズ 2（25 件）およびフェーズ 3（10 件）を令

和元年 8 月から 9 月に実施した。また、フェー

ズ 2 及びフェーズ 3 の冬期調査として、フェー

ズ 2（24 件）およびフェーズ 3（11 件）を令和

元年 12月から令和 2年 3月に実施した。以降、

これらのフェーズ 2及びフェーズ 3の調査結果

を冬期と夏期にそれぞれ統合して解析を行った。 
 
B3. 自記式調査票 
管理者用及び従業員調査票は、平成23～28年

度の研究で使用した調査票 1)-3),8)をもとに作成

した。従業員調査票は、米国環境保護庁 9)、米

国国立労働安全衛生研究所 10)、欧州共同研究 11)

によるシックビルディング症候群の質問票を参

照し、低湿度での VDU(visual display unit)作
業、超微小粒子、微生物汚染などの近年懸念さ

れる諸問題や職業性ストレス 12)を考慮した調

査票となっている。従業員調査票は、個人属性、

職場環境、健康状態（23 症状、15 既往疾患歴）、

職場の空気環境の状態、職業性ストレスの状態

などの質問で構成されている。 
 
B4. 測定項目 
空気質としては、温度、相対湿度、一酸化炭

素、二酸化炭素、浮遊粉じん、PM2.5、PM10、粒

径別粉じん濃度（0.3μm 以上、0.5μm 以上、

0.7μm 以上、1.0μm 以上、2.0μm 以上、5.0
μm 以上）、揮発性有機化合物（ホルムアルデヒ

ド、アセトアルデヒド、トルエン、エチルベン

ゼン、キシレン、スチレン、p-ジクロロベンゼ

ン、テトラデカン、フタル酸ジブチル（DBP）、
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル（DEHP）、総揮発

性有機化合物（TVOC）、真菌濃度、細菌濃度、

エンドトキシン濃度を計測した。計測用の試料

は、各事務所の１フロアーの一点及び外気につ

いて、30 分間の採取を行った。 
 
 
（倫理面での配慮） 
本調査は、国立保健医療科学院研究倫理審査

委員会の承認（承認番号ＮＩＰＨ－ＩＢＲＡ＃

１２１６０）および近畿大学医学部倫理委員会

の承認（承認番号２９－２３７）を得て実施し

た。 
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C. 研究結果および考察 
C1. 冬期全国規模のアンケート調査結果 
調査の結果、185 社から管理者用調査票、

1969 名から従業員調査票の回答を得た。なお、

従業員調査票の回答は得られたが、管理者用調

査票の回答が得られなかった会社については、

個別に電話等で建物に関する情報（主な用途、

延床面積、空調方式、特定建築物の該当非該当）

の回答を得た。そして、3000m2以上の非特定建

築物 7 社を除く 216 社（2000m2未満小規模建

築物 93件、2000～3000m2中規模建築物 22件、

特定建築物 101 件）1960 名（建物情報不明の 9
名除く）を従業員調査票の解析に用いた。 
管理者用調査票の回答から、回答が得られた

建築物や事務所に関する簡単な集計と解析結果

を表 5-1-1～表 5-1-5 に示す。 
 
表 5-1-1 建築物の延床面積 

延床面積 (m2) 特定 
建築物 

非特定 
建築物 合計 

2,000 未満 0 82 82 
2,000～3,000 0 17 17 
3,000～5,000 17 2 19 
5,000～10,000 26 3 29 
10,000～50,000 27 2 29 
50,000 以上 9 0 9 
合計 79 106 185 
※3000m2以上の非特定建築物 7 件 
 
表 5-1-1 より、回答が得られた建築物の延床

面積は、2000m2 未満の小規模事務所で 82 件、

2000～3000m2 の中規模建築物で 17 件、特定

建築物で 79 件、3000m2以上の非特定建築物で

7 件となり、合計 185 件であった。特定建築物

は、目標とするサンプル数の範囲内であったが、

中規模建築物のサンプル数が目標よりも大幅に

少ない結果となり、その分、小規模建築物のサ

ンプル数が多い結果となった。事前の調査対象

リストでは、中規模建築物と考えられていた建

築物が、調査の結果、小規模建築物であったこ

とが原因と考えられる。 
表 5-1-4 に空調方式を示す。空調方式は、特

定建築物から中規模建築物、小規模建築物へと

延床面積が小さくなるに従って、個別方式の割

合が増大した。 
 
表 5-1-2 建築物の主な用途 

延床面積 
事 
務 
所 

店 
舗 

旅 
館 

そ 
の 
他 

不 
明 合 

計 

2,000 未満 80 0 0 1 1 82 
2,000～3,000 15 2 0 0 0 17 
3,000～5,000 15 0 1 3 0 19 
5,000～10,000 27 0 1 1 0 29 
10,000～50,000 26 0 0 3 0 29 
50,000 以上 9 0 0 0 0 9 
合計 172 2 2 8 1 185 
 
表 5-1-3 地方別回答件数 

地方 2000m2 
未満 

中規模 
建築物 

特定 
建築物 合計 

東北地方 3 
(3.7%) 

2 
(11.8%) 

4 
(5.1%) 

9 
(5.1%) 

関東地方 44 
(53.7%) 

7 
(41.2%) 

36 
(45.6%) 

87 
(48.9%) 

中部地方 8 
(9.8%) 

2 
(11.8%) 

15 
(19.0%) 

25 
(14.0%) 

近畿地方 4 
(4.9%) 

1 
(5.9%) 

7 
(8.9%) 

12 
(6.7%) 

中国地方 6 
(7.3%) 

0 
(0.0%) 

2 
(2.5%) 

8 
(4.5%) 

四国地方 0 
(0.0%) 

1 
(5.9%) 

1 
(1.3%) 

2 
(1.1%) 

九州地方 17 
(20.7%) 

4 
(23.5%) 

14 
(17.7%) 

35 
(19.7%) 

合計 82 17 79 178 
 
表 5-1-4 空調方式 

空調方式 
2000m2 

未満 
中規模 
建築物 

特定 
建築物 合計 

中央方式 9 
(11.0%) 

3 
(17.6%) 

27 
(34.2%) 

39 
(21.9%) 

個別方式 67 
(81.7%) 

10 
(58.8%) 

32 
(40.5%) 

109 
(61.2%) 

中央・個別 4 4 19 27 
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併用方式 (4.9%) (23.5%) (24.1%) (15.2%) 
不明 2 

(2.4%) 
0 

(0.0%) 
1 

(1.3%) 
3 

(1.7%) 
合計 82 17 79 178 
 
表 5-1-5 過去 2 ヶ月間に従業員で苦情が発生

した建物の比率 

環境項目 n 
2000m2 

未満 
中規模 
建築物 

特定 
建築物 

温度 175 11.3%* 
(9/80) 

23.5% 
(4/17) 

29.5% 
(23/78) 

湿度 173 8.9%* 
(7/79) 

11.8% 
(2/17) 

20.8% 
(16/77) 

気流 169 2.6% 
(2/77) 

0.0% 
(0/17) 

4.0% 
(3/75) 

臭気 176 6.2% 
(5/81) 

5.9% 
(1/17) 

9.0% 
(7/78) 

騒音 175 4.9% 
(4/81) 

0.0% 
(0/17) 

5.2% 
(4/77) 

衛生害虫等 176 4.9% 
(4/81) 

0.0% 
(0/17) 

2.6% 
(2/78) 

水漏れ･結露･ 
雨漏り 

175 7.4% 
(6/81) 

0.0% 
(0/16) 

6.4% 
(5/78) 

清掃 176 2.5% 
(2/81) 

0.0% 
(0/17) 

5.1% 
(4/78) 

廃棄物処理 174 2.5% 
(2/80) 

0.0% 
(0/17) 

1.3% 
(1/77) 

その他 
（衛生全般） 

168 2.6% 
(2/77) 

0.0% 
(0/16) 

0.0% 
(0/75) 

※中規模建築物／特定建築物でχ2 検定を実施

したが、全ての項目で有意な差はなかった。小

規模建築物／特定建築物では温度と湿度で有意

な差がみられた。 
 
表 5-1-5 に過去 2 ヶ月間に従業員で苦情が発

生した建物の比率を示す。全体的に、温度、湿

度で苦情の発生比率が高く、次いで臭気の苦情

の発生比率が高かった。中規模建築物と特定建

築物との間でχ2検定を行ったが、全ての項目で

有意な差はみられなかった。小規模建築物と特

定建築物の間では、温度と湿度において、小規

模建築物の方が苦情が発生した建物の比率は有

意に低かった。特定建築物における温度と相対

湿度の建築物環境衛生管理基準に対する不適率

は、過去 15 年間で上昇しており、高い水準とな

っているが、中規模建築物においても同様の傾

向である可能性が考えられる。 
従業員の症状と建築物の規模、各規模の建築

物における健康リスク要因、空調方式と症状と

の関係について、表 5-1 及び表 5-1-1～1-2 に示

した。従業員調査では、特定建築物より小規模

建築物のほうが従業員のビル関連症状（建物と

の関係は弱い疑い）が有意に少なかった。中規

模建築物の症状は特定建築物より少ないが、有

意な差では無かった。建物との関係が強く疑わ

れるビル関連症状では、概して小規模建築物ほ

ど有症率が低下するが、有意な差ではなかった。 
逆の見方をすると、延床面積が大きくなるに

従い、従業員の温度と湿度に対する苦情やビル

関連症状の有症率が増大する傾向であった。 
冬期の低湿度と上気道症状の関係は、フェー

ズ 3 の縦断調査で観察されており、冬期の湿度

低下が上気道症状のリスクを高めている原因と

なっている可能性が考えられた。 
ビル関連症状における室内環境要因の解析

の結果、小規模、中規模、特定建築物に共通し

た要因として、乾きすぎとほこりがあげられた。

その他、小規模ではたばこ煙と目や一般症状、

中規模では騒音と一般症状および下気道症状、

特定建築物では不快臭(体臭・食品・香水など)と
目や一般症状との間に有意な関係がみられた。

なお、中規模と特定建築物では暑すぎるとビル

関連症状との関係がみられたが、小規模建築物

では暑すぎるとの関係はみられなかった。小規

模建築物では個別空調方式は大半であり、従業

員の感じ方に基づく適度な温度設定の調節がな

されている可能性が考えられた。 
空調方式では、中規模建築物において、中央・

個別併用方式で上気道症状が有意に高かった。 
 

C2. 夏期全国規模のアンケート調査結果 
調査の結果、152 社から管理者用調査票、

1543 名から従業員調査票の回答を得た。なお、

従業員調査票の回答は得られたが、管理者用調

査票の回答が得られなかった会社については、
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個別に電話等で建物に関する情報（主な用途、

延床面積、空調方式、特定建築物の該当非該当）

の回答を得た。そして、3000m2以上の非特定建

築物 3 社を除く 190 社（2000m2未満小規模建

築物 90件、2000～3000m2中規模建築物 23件、

特定建築物 77 件）1531 名を従業員調査票の解

析に用いた。 
管理者用調査票の回答から、回答が得られた

建築物や事務所に関する簡単な集計と解析結果

を表 5-2-1～表 5-2-5 に示す。 
 
表 5-2-1 建築物の延床面積 

延床面積 (m2) 特定 
建築物 

非特定 
建築物 合計 

2,000 未満 0 71 71 
2,000～3,000 0 17 17 
3,000～5,000 11 0 11 
5,000～10,000 21 1 22 
10,000～50,000 22 1 23 
50,000 以上 8 0 8 
合計 62 90 152 
※3000m2以上の非特定建築物 2 件 
 
表 5-2-1 より、回答が得られた建築物の延床

面積は、2000m2 未満の小規模事務所で 71 件、

2000～3000m2 の中規模建築物で 17 件、特定

建築物で 62 件、3000m2以上の非特定建築物で

2 件となり、合計 152 件であった。回答が得ら

れた件数の傾向は、冬期の調査とほぼ同等であ

った。 
表 5-2-4 に空調方式を示す。空調方式は、特

定建築物から中規模建築物、小規模建築物へと

延床面積が小さくなるに従って、個別方式の割

合が増大した。 
表 5-2-5 に過去 2 ヶ月間に従業員で苦情が発

生した建物の比率を示す。全体的に、温度で苦

情の発生比率が高く、次いで水漏れ･結露･雨漏

り苦情の発生比率が高かった。その他では、湿

度や臭気の苦情発生比率が高かった。中規模建

築物と特定建築物との間でχ2検定を行ったが、

全ての項目で有意な差はみられなかった。小規

模建築物と特定建築物の間では、温度において、

小規模建築物の方が苦情が発生した建物の比率

は有意に低かった。特定建築物における温度の

建築物環境衛生管理基準に対する不適率は、過

去 15 年間で上昇しており、高い水準となって

いるが、中規模建築物においても同様の傾向で

ある可能性が考えられる。 
 
表 5-2-2 建築物の主な用途 

延床面積 
事 
務 
所 

店 
舗 

旅 
館 

そ 
の 
他 

不 
明 合 

計 

2,000 未満 69 1 0 1 0 71 
2,000～3,000 14 1 0 2 0 17 
3,000～5,000 10 0 0 1 0 11 
5,000～10,000 19 0 1 2 0 22 
10,000～50,000 22 0 0 1 0 23 
50,000 以上 8 0 0 0 0 8 
合計 142 2 1 7 0 152 
 
表 5-2-3 地方別回答件数 

地方 2000m2 
未満 

中規模 
建築物 

特定 
建築物 合計 

東北地方 2 
(2.8%) 

1 
(5.9%) 

5 
(8.1%) 

8 
(5.3%) 

関東地方 32 
(45.1%) 

9 
(52.9%) 

28 
(45.2%) 

69 
(46.0%) 

中部地方 12 
(16.9%) 

1 
(5.9%) 

10 
(16.1%) 

23 
(15.3%) 

近畿地方 4 
(5.6%) 

0 
(0.0%) 

6 
(9.7%) 

10 
(6.7%) 

中国地方 6 
(8.5%) 

0 
(0.0%) 

0 
(0.0%) 

6 
(4.0%) 

四国地方 0 
(0.0%) 

1 
(5.9%) 

1 
(1.6%) 

2 
(1.3%) 

九州地方 15 
(21.1%) 

5 
(29.4%) 

12 
(19.4%) 

32 
(21.3%) 

合計 71 17 62 150 
 
表 5-2-4 空調方式 

空調方式 
2000m2 

未満 
中規模 
建築物 

特定 
建築物 合計 

中央方式 3 
(4.2%) 

0 
(0.0%) 

27 
(43.5%) 

30 
(20.0%) 

個別方式 66 12 22 100 
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(93.0%) (70.6%) (35.5%) (66.7%) 
中央・個別 
併用方式 

2 
(2.8%) 

5 
(29.4%) 

13 
(21.0%) 

20 
(13.3%) 

合計 71 17 62 150 
 
表 5-2-5 過去 2 ヶ月間に従業員で苦情が発生

した建物の比率 

環境項目 n 
2000m2 

未満 
中規模 
建築物 

特定 
建築物 

温度 145 17.6% 
(12/68) 

31.3% 
(5/16) 

26.2% 
(16/61) 

湿度 141 3.0%* 
(2/67) 

0.0% 
(0/15) 

13.6% 
(8/59) 

気流 146 7.2% 
(5/69) 

0.0% 
(0/16) 

4.9% 
(3/61) 

臭気 146 7.2% 
(5/69) 

6.3% 
(1/16) 

6.6% 
(4/61) 

騒音 146 1.4% 
(1/69) 

0.0% 
(0/15) 

1.6% 
(1/62) 

衛生害虫等 147 7.2% 
(5/69) 

6.3% 
(1/16) 

4.8% 
(3/62) 

水漏れ･結露･ 
雨漏り 

148 11.6% 
(8/69) 

11.8% 
(2/17) 

9.7% 
(6/52) 

清掃 143 3.0% 
(2/66) 

0.0% 
(0/15) 

0.0% 
(0/62) 

廃棄物処理 146 4.4% 
(3/68) 

0.0% 
(0/17) 

1.6% 
(1/61) 

その他 
（衛生全般） 

138 1.6% 
(1/63) 

0.0% 
(0/15) 

3.3% 
(2/60) 

※中規模建築物／特定建築物でχ2 検定を実施

したが、全ての項目で有意な差はなかった。小

規模建築物／特定建築物では湿度で有意な差が

みられた。 
 
従業員の症状と建築物の規模、各規模の建築

物における健康リスク要因、空調方式と症状と

の関係について、表 5-1 及び表 5-2-1～2-2 に示

した。従業員調査では、いずれかの症状にとり

まとめた場合のみ、特定建築物より小規模建築

物のほうが従業員のビル関連症状（建物との関

係は弱い疑い）の有症率が有意に低かった。逆

に皮膚症状（建物との関係は弱い）は、特定建

築物に対して中規模建築物では有意に有症率が

高かった。その他では、有症率は概して中規模

建築物が最も高く、次いで特定建築物、小規模

建築物の順であったが、有意な差では無かった。

建物との関係が強く疑われるビル関連症状では、

概して中規模建築物の有症率が最も高かったが、

他の規模の建築物と比べて有意な差ではなかっ

た。 
ビル関連症状における室内環境要因の解析

の結果、温熱環境においては、小規模、中規模、

特定建築物に共通した要因として、一般症状と

寒すぎる、上気道症状とほこりがあげられた。

また、小規模と中規模建築物では、一般症状と

暑すぎるが要因であったが、特定建築物では暑

すぎるは要因ではなく、不快臭が要因であった。

小規模建築物では上気道症状でも暑すぎるとの

関係がみられたが、特定建築物では、いずれの

症状においても暑すぎるとの関係はみられなか

った。従って、特定建築物以外では、夏期の温

度設定において特定建築物との違いがある可能

性が考えられた。また、特定建築物では、乾き

すぎが一般症状以外の 4つの症状で要因となっ

ており、小規模建築物や中規模建築物との違い

がみられた。また、特定建築物では、じめじめ

と一般症状および下気道症状との関係もみられ

たが、小規模建築物や中規模建築物ではじめじ

め感はいずれの症状においても要因ではなかっ

た。 
空調方式では、特定建築物において、中央・

個別併用方式で上気道症状が有意に低くかった。 
 
C3. 冬期の空気質と健康の実態調査結果 

2017 年度冬期、2018 年度冬期、2019 年度冬

期に調査依頼を行った建物のうち、合計 92 件

の805名からアンケート調査と測定の結果を得

た。 
建築物の規模別の室内環境測定結果におい

て、二酸化炭素では、延床面積が小さいほど二

酸化炭素濃度が上昇し、特定建築物に対して小

規模建築物では二酸化炭素濃度が有意に高く、

建築物環境衛生管理基準の 1000 ppm を超過し

た建物も増加した。相対湿度の平均値は、いず

れの規模においても、建築物環境衛生管理基準
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の 40%以上を下回っており、有意な差ではない

が、延床面積が小さいほど相対湿度が低下する

傾向がみられた。 
浮遊粉じんでは、いずれの規模においても、

建築物環境衛生管理基準の 0.15 mg/m3 を下回

っていたが、特定建築物に対して小規模建築物

では 5.0μm 以上の粒径の粉じんの個数が有意

に高かった。揮発性有機化合物では、建物の規

模間で有意な差がある物質が散見されたが、厚

生労働省の室内濃度指針値を総じて十分下回っ

ていた。但し、ベンゼンについては、一部の小

規模建築物において、環境基準の 3μg/m3を超

えていた。また、総揮発性有機化合物（TVOC）

では、小規模建築物のみにおいて、厚生労働省

の暫定目標値を上回った建物が散見された。真

菌濃度、細菌濃度、エンドトキシンでは、建物

の規模間で有意な差はみられなかった。 
ビル関連症状における室内環境要因との関

係に関する多変量解析の結果を表 5-1 にまとめ

た。表 5-1 において、上段が室内環境測定結果

との関係、下段が 2018 年度の分担研究報告書

で報告した全国規模のアンケート調査における

回答者の主訴との関係を示す。 
各規模の建築物における健康リスク要因に

ついて、表 5-1-3 に示した。冬期の小規模建築

物では、室温が高いほど目と上気道症状の増加、

相対湿度が高いほど下気道症状の増加がみられ

た。中規模建築物では、室温が高いほど目の症

状の増加、相対湿度が低いほど一般症状と上気

道症状の増加、ホルムアルデヒドや揮発性有機

化合物（エチルベンゼン、キシレン、テトラデ

カン）や総揮発性有機化合物の濃度が高いほど

目の症状の増加、粉じんの個数や細菌の濃度が

低いほど目の症状の増加がみられた。 
特定建築物では、温熱環境に関してビル関連

症状との間に有意な関係はみられなかった。夏

期を含む通年での縦断調査ではないため、温度

や相対湿度の高低の差が小さかったことから、

相対湿度は平均値で建築物環境衛生管理基準の

40%を下回っていたにも関わらず、有意な関係

がみられなかったと考えられる。一方、中規模

や小規模建築物ほど、温度、相対湿度、二酸化

炭素の高低の差が大きくなっており、温熱環境

や換気の維持管理が特定建築物に比べて十分で

はない小中規模の建築物が散見されたため、小

中規模の建築物では温度と相対湿度でビル関連

症状との間に有意な関係がみられたと考えられ

た。全国規模アンケートにおけるアンケート回

答者の主訴でも乾きすぎるとの関係がみられ、

相対湿度の解析結果と一致した。また特定建築

物では、アルデヒド類や総揮発性有機化合物の

濃度が低いほど目や上気道等の粘膜に関わるビ

ル関連症状の増加がみられ、細菌濃度やエンド

トキシン濃度が高いほど目や上気道症状の増加

がみられた。 
総じて化学物質と微生物に関して、化学物質

の濃度は全体的に厚生労働省の室内濃度指針値

を下回っており、中規模建築物と特定建築物で

は逆の結果となっていることから、中規模建築

物や特定建築物でみられたビル関連症状に関す

る統計学的に有意な関係は、毒性学的にはほぼ

意義はないと考えられた。細菌に関しても日本

建築学会の維持管理規準 AIJES-A0002-2005
（500 cfu/m3）を下回っており、化学物質と同

様のことが考えられる。但し、細菌の種類と毒

性に応じた規準ではないことから、細菌の種類

を含めた詳細な検討が今後必要であると考えら

れた。 
 
C4. 夏期の空気質と健康の実態調査結果 

2018 年度夏期、2019 年度夏期に調査依頼を

行った建物のうち、合計 89 件の 816 名からア

ンケート調査と測定の結果を得た。 
建築物の規模別の室内環境測定結果におい

て、二酸化炭素では、延床面積が小さいほど二

酸化炭素濃度が上昇し、特定建築物に対して小

規模建築物では二酸化炭素濃度が有意に高く、

建築物環境衛生管理基準の 1000 ppm を超過し

た建物も増加した。 
浮遊粉じんでは、いずれの規模においても、

建築物環境衛生管理基準の 0.15 mg/m3 を下回

っていた。しかし、有意な差ではないが、延床

面積が小さいほど浮遊粉じん濃度が増加する傾

向がみられた。特に、0.7μm 以上、1.0μm 以

上、5.0μm 以上の粒径の粉じんでは、特定建築

物に対して小規模建築物及び中規模建築物での

粉じん個数が有意に高かった。揮発性有機化合

物では、建物の規模間で有意な差がある物質は



- 98 - 
 

みられず、厚生労働省の室内濃度指針値を総じ

て十分下回っていた。但し、ベンゼンについて

は、1 件の小規模建築物において、環境基準の

3μg/m3 を超えていた。また、総揮発性有機化

合物（TVOC）では、小規模建築物のみにおい

て、厚生労働省の暫定目標値を上回った建物が

散見された。真菌濃度、細菌濃度、エンドトキ

シンでは、建物の規模間で有意な差はみられな

かった。 
ビル関連症状における室内環境要因との関

係に関する多変量解析の結果を表 5-1 にまとめ

た。表 5-1 において、上段が室内環境測定結果

との関係、下段が 2018 年度の分担研究報告書

で報告した全国規模のアンケート調査における

回答者の主訴との関係を示す。 
従業員の症状と建築物の規模、各規模の建築

物における健康リスク要因について、表 5-2-3
に示した。夏期の小規模建築物では、温熱環境

に関してビル関連症状と間に有意な関係はみら

れなかった。一方、粉じん個数が多いほど目の

症状の増加、ホルムアルデヒドと総揮発性有機

化合物の濃度が低いほど目の症状の減少がみら

れた。中規模建築物でも温熱環境に関してビル

関連症状と間に有意な関係はみられなかった。

一方、粉じん個数が少ないほど目の症状、一般

症状、上気道症状の増加がみられ、PM2.5の濃度

が低いほど目や上気道の症状が増加、ホルムア

ルデヒド、キシレン、スチレン、テトラデカン

の濃度が高いほど上気道症状の増加、トルエン、

エチルベンゼン、パラジクロロベンゼンの濃度

が低いほど一般症状の増加、真菌濃度が高いほ

ど目の症状、一般症状、上気道症状の増加、細

菌濃度が高いほど一般症状の増加がみられた。 
特定建築物では、温熱環境に関してビル関連

症状と間に有意な関係がみられており、温度が

高いほど一般症状と上気道症状が増加した。ま

た、粉じん濃度や PM2.5の濃度が高い、粉じん

個数（小さい粒径）が多いほど上気道症状の増

加、アルデヒド類の濃度が高いほど上気道症状

の増加がみられた。 
総じて化学物質の濃度は全体的に室内濃度

指針値を十分下回っており、中規模建築物や特

定建築物でみられたビル関連症状との統計学的

に有意な関係は、毒性学的にはほぼ意義はない

と考えられた。但し、特定建築物では、粉じん

濃度、PM2.5濃度、小さい粒径の粉じん個数、ア

ルデヒド類濃度の増加が上気道症状のリスクに

関係していたが、粉じん濃度、PM2.5濃度、小さ

い粒径の粉じん個数は小規模建築物ほど高いに

も関わらず小規模建築物ではビル関連症状との

間に有意な関係がみられておらず、中規模建築

物ではホルムアルデヒド濃度と上気道症状との

間に有意な関係がみられたこと、粉じん濃度、

PM2.5 濃度、小さい粒径の粉じん個数とアセト

アルデヒドとの間にやや高い相関関係がみられ

た（ホルムアルデヒドとの間には有意な相関は

ない）こと、ホルムアルデヒドとアセトアルデ

ヒドにはやや高い相関関係がみられたこと、温

度と小さい粒径の粉じんやアルデヒド類との間

には有意な相関関係がみられなかったことなど

の結果が得られた。従って、これらのことを総

合すると、上気道症状との関係は、アルデヒド

類の複合的な影響の可能性が考えられた。この

ことは、本研究者らによる既往の研究でも報告

している 7)。但し、小規模建築物では粉じん個

数の増加と目の症状の有意な関係がみられてお

り、建築物の規模が小さいほど粉じん個数が有

意に増加していたこととも一致していた。従っ

て、粘膜系のビル関連症状に対して、アルデヒ

ド類の濃度が関係しているのか、粉じん濃度が

関係しているのかについては、今後さらに検証

が必要であると考えられる。 
中規模建築物では真菌濃度が高いほど目の

症状、一般症状、上気道症状の増加、細菌濃度

が高いほど一般症状の増加がみられた。真菌と

細菌の平均濃度は中規模建築物で最も高く、細

菌では日本建築学会の維持管理規準 AIJES-
A0002-2005（500 cfu/m3）を超えていなかった

が、真菌では日本建築学会の維持管理規準

AIJES-A0002-2005（50 cfu/m3）を超えていた。

但し、いずれも細菌や真菌の種類と毒性に基づ

いた規準ではないことから、真菌と細菌に関し

ては、その種類を含めた詳細な検討が今後必要

であると考えられた。 
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D. 総括 
冬期および夏期の全国規模の断面調査とし

て、500 社超の事務所に対してアンケート調査

を依頼した結果、冬期では 185 社から管理者用

調査票、1969 名から従業員調査票の回答を得た。

また、夏期では 152 社から管理者用調査票、

1543 名から従業員調査票の回答を得た。 
建築物における苦情の発生率は、温度では、

冬期夏期のいずれにおいても小規模建築物の方

が特定建築物よりも低かった。また、湿度では、

冬期において、小規模建築物の方が特定建築物

よりも苦情の発生率は低かった。 
建物との関係が強く疑われるビル関連症状

は、冬期では概して小規模建築物ほど有症率が

低下するが、有意な差ではなかった。夏期では

概して中規模建築物が最も高く、次いで特定建

築物、小規模建築物の順であったが、有意な差

では無かった。 
ビル関連症状における室内環境要因では、冬

期夏期ともに乾きすぎとほこりとの関係がいず

れの規模の建築物でもみられた。乾きすぎは、

特に冬期で顕著にみられ、夏期では特定建築物

のほうが小規模や中規模建築物よりも関係のみ

られた症状が多かった。また夏期では、特定建

築物でじめじめとビル関連症状との関係がみら

れたが、小規模や中規模建築物では全くみられ

なかった。 
温熱では、冬期では、中規模と特定建築物で

は暑すぎるとビル関連症状との関係がみられた

が、小規模建築物では暑すぎるとの関係はみら

れなかった。 
夏期では、いずれの規模の建築物でも、寒す

ぎると一般症状との関係がみられた。また、小

規模と中規模建築物では、一般症状と暑すぎる

との関係がみられたが、特定建築物ではみられ

なかった。 
従って、冬期では暑すぎる、夏期では寒すぎ

るがビル関連症状のリスク要因となっている可

能性があり、個別空調設備が大半であった小規

模建築物では、冬期に暑すぎるとの関係はみら

れず、夏期にも寒すぎるよりも暑すぎるのほう

が関連症状が多かったことから、個別空調設備

を設定している建物のほうが、温度設定が控え

目になされている可能性が考えられた。但し、

空調方式別にみた場合、冬期では中規模建築物

において、中央・個別併用方式で上気道症状が

有意に高かったが、夏期では特定建築物におい

て、中央・個別併用方式で上気道症状が有意に

低くかったことから、さらに詳細な調査が必要

と思われた。 
以上より、ビル関連症状の有症率では、建築

物の規模との間に有意な差はみられなかったが、

小規模建築物のほうが温度の苦情発生率が低く、

空調設備が省エネ等でこまめに控えめ運用され

ている可能性が考えられた。また、乾きすぎや

ほこりとの関係が冬期夏期及びいずれの規模に

も全体にみられた。特定建築物における温度と

相対湿度の建築物環境衛生管理基準に対する不

適率は、過去 15 年間で上昇しており、高い水準

となっているが、中規模建築物においても同様

の傾向である可能性が考えられた。 
室内環境測定項目とビル関連症状との関係

について、冬期では合計 92 件で 805 名、夏期

では合計 89 件で 816 名からアンケート調査と

測定結果を得た。これらの関係について解析を

行った結果、冬期では、小規模建築物と中規模

建築物において温度の高さや相対湿度の低さと

ビル関連症状との関係がみられたが、特定建築

物ではみられなかったことから、小規模建築物

と中規模建築物では冬期における温熱環境の維

持管理に課題があると考えられた。夏期におい

ては、小規模建築物と中規模建築物では温熱環

境に関してビル関連症状と間に有意な関係はみ

られなかったが、特定建築物では温度が高いほ

ど一般症状と上気道症状が有意に増加した。冬

期および夏期ともに、総じて粉じんや化学物質

の濃度は管理基準や室内濃度指針値を下回って

おり、中規模建築物や特定建築物の一部の物質

でみられたビル関連症状との統計学的に有意な

関係は、毒性学的にはほぼ意義はないと考えら

れた。但し、目や上気道の症状に対して関係が

みられた粉じんとアルデヒド類に関しては、本

研究者らによる既往の研究と類似した結果とな

っており、今後さらに研究が必要であると考え

られた。また、冬期の特定建築物では細菌濃度

やエンドトキシン濃度が高いほどビル関連症状

の増加がみられ、夏期の中規模建築物では真菌

濃度や細菌濃度が高いほどビル関連症状の増加
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がみられた。細菌では平均濃度で日本建築学会

の維持管理規準を下回っており、真菌では平均

濃度で日本建築学会の維持管理規準を超えてい

た。但し、いずれも細菌や真菌の種類と毒性に

応じた規準ではないことから、細菌や真菌の種

類を含めた詳細な検討が今後必要であると考え

られた。 
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図 5-1 冬期の建築物の規模別有症率 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
図 5-2 夏期の建築物の規模別有症率 
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表 5-1 建物との関係が強い各症状における季節及び建物規模と室内環境測定項目の関連要因まと

め 
季

節 
建 物

規模 
目の症状 一般症状 上気道症状 下気道症状 皮膚症状 

冬

期 
小 規

模 
温度が高い  温度が高い 相対湿度が高い  
乾きすぎ 
たばこ煙 

乾きすぎ 
ほこり 
たばこ煙 

乾きすぎ 
ほこり 
不快臭 

寒すぎる 乾きすぎ 
ほこり 
不快臭 

中 規

模 
温度が高い 相対湿度が低い 

ホルムアルデヒド、

揮発性有機化合物

（エチルベンゼン、

キシレン、テトラデ

カン）、総開発性有機

化合物の濃度が高い 
粉じんの個数や細菌

の濃度が低い 

相対湿度が低い

（弱い関連） 
 

－  

乾きすぎ 
ほこり 

乾きすぎ 
騒音 
不快臭 

暑すぎる 
乾きすぎ 
エアコンの風 
ほこり 

騒音 乾きすぎ 

特 定

建 築

物 

アルデヒド類

と総揮発性有

機化合物の濃

度が低い 
細菌濃度やエ

ンドトキシン

濃度が高い 

 総揮発性有機化合

物の濃度が低い 
細菌濃度が高い 

－  
 

じめじめ 
乾きすぎ 
不快臭 

暑すぎる 
乾きすぎ 
不快臭 

暑すぎる 
乾きすぎ 
ほこり 

騒音 
たばこ煙 

乾きすぎ 
エアコンの風 

夏

期 
小 規

模 
粉じん個数が

多い 
ホルムアルデ

ヒドと総揮発

性有機化合物

の濃度が低い 

    

空気の流れ速

い 
乾きすぎ 
不快臭 

暑すぎる 
寒すぎる 
ほこり 
たばこ煙 

空気の流れ速い 
暑すぎる 
ほこり 
不快臭 

騒音 
たばこ煙 

騒音 
乾きすぎ 

中 規

模 
粉じん個数が

少ない 
粉じん個数が少ない 
トルエン、エチルベ

粉じん個数が少な

い 
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PM2.5 濃度が低

い（弱い関係） 
真菌濃度が高

い 

ンゼン、パラジクロ

ロベンゼンの濃度が

低い 
真菌濃度が高い 
細菌濃度が高い 

PM2.5濃度が低い 
ホルムアルデヒ

ド、キシレン、スチ

レン、テトラデカ

ンの濃度が高い 
真菌濃度が高い 

 
 

 
 
 

騒音 
エアコンの風 
ほこり 

暑すぎる 
寒すぎる 
ほこり 

乾きすぎ 
エアコンの風 
ほこり 

エアコンの臭い たばこ煙 

特 定

建 築

物 

 温度が高い 温度が高い 
粉じん濃度が高

い、粉じん個数（小

さい粒径）が多い 
PM2.5濃度が高い 
アルデヒド類の濃

度が高い 

－  

乾きすぎ 
ほこり 
不快臭 

寒すぎる 
じめじめ 
不快臭 

乾きすぎ 
ほこり 

じめじめ 
乾きすぎ 

乾きすぎ 
薬品臭 

上段：室内環境の測定結果（2017 年度～2019 年度冬期、2018 年度～2019 年度夏期） 
下段：アンケート回答者の主訴（2017 年度冬期、2018 年度の夏期における全国規模のアンケート

調査より） 
 



- 105 - 
 

＜詳細データ＞ 
C1. 冬期全国規模のアンケート調査結果 
 
表 5-1-1 有症率 
 有症率（％） 小／特定建築物 中規模／特定建築物 
 小規模 中規模 特定 Crude OR Adjusted OR Crude OR Adjusted OR 
目の症状 1 14.5 17.8 17.3 0.81 (0.61-1.07) 0.82 (0.61-1.10) 1.03 (0.73-1.47) 1.10 (0.75-1.60) 
一般症状 1 20.5 20.9 20.1 1.02 (0.79-1.32) 0.96 (0.72-1.27) 1.05 (0.76-1.47) 0.98 (0.67-1.41) 
上気道症状 1 9.5 11.3 11.5 0.80 (0.57-1.13) 0.72 (0.50-1.04) 0.98 (0.64-1.49) 1.01 (0.64-1.58) 
下気道症状 1 0.6 1.0 1.3 0.48 (0.15-1.49) 0.41 (0.12-1.35) 0.80 (0.22-2.85) 0.62 (0.16-2.51) 
皮膚症状 1 5.3 3.8 6.6 0.79 (0.52-1.22) 0.76 (0.48-1.20) 0.57 (0.29-1.09) 0.60 (0.30-1.21) 
いずれか症状 1 29.8 33.3 33.7 0.84 (0.67-1.04) 0.79 (0.61-1.01) 0.98 (0.74-1.31) 0.99 (0.72-1.37) 
        
目の症状 2 20.7 23.8 24.8 0.79 (0.62-1.01) 0.79 (0.61-1.03) 0.95 (0.69-1.30) 1.04 (0.74-1.45) 
一般症状 2 32.8 34.2 35.5 0.89 (0.72-1.10) 0.86 (0.68-1.10) 0.94 (0.71-1.25) 0.89 (0.65-1.21) 
上気道症状 2 16.2 18.0 21.0 0.73 (0.56-0.95)* 0.70 (0.52-0.93)* 0.83 (0.59-1.17) 0.87 (0.61-1.26) 
下気道症状 2 3.4 3.4 4.9 0.68 (0.41-1.15) 0.62 (0.36-1.08) 0.69 (0.34-1.37) 0.61 (0.29-1.27) 
皮膚症状 2 9.6 8.7 9.9 0.97 (0.69-1.36) 0.96 (0.67-1.37) 0.87 (0.54-1.37) 0.93 (0.57-1.52) 
いずれか症状 2 42.0 44.0 47.7 0.79 (0.65-0.97)* 0.75 (0.60-0.95)* 0.86 (0.65-1.13) 0.85 (0.63-1.15) 

調整オッズ比：性別、年齢層、職業、喫煙、猫、コンタクトレンズ、仕事負担量、身体負担度、対人ストレス、仕事コントロール、技能活用度、働きがいで調

整 
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表 5-1-2 空調方式に関する多変量解析 
全体 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
1.04 (0.78-1.38) 
0.94 (0.64-1.37) 

Ref. 
1.05 (0.80-1.37) 
0.90 (0.63-1.29) 

Ref. 
1.02 (0.72-1.44) 
0.93 (0.59-1.49) 

Ref. 
1.54 (0.50-4.75) 
0.76 (0.14-4.15) 

Ref. 
1.31 (0.81-2.12) 
0.89 (0.45-1.74) 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
1.09 (0.81-1.48) 
1.03 (0.69-1.54) 

Ref. 
1.08 (0.81-1.44) 
1.03 (0.70-1.51) 

Ref. 
1.06 (0.74-1.52) 
1.09 (0.68-1.77) 

Ref. 
1.59 (0.51-4.96) 
0.88 (0.16-4.88) 

Ref. 
1.49 (0.90-2.45) 
1.17 (0.58-2.36) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
 
小規模建築物 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
1.60 (0.77-3.32) 
1.00 (0.25-3.98) 

Ref. 
0.91 (0.52-1.59) 
0.98 (0.35-2.75) 

Ref. 
1.47 (0.61-3.56) 
1.01 (0.19-5.33) 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
1.50 (0.69-3.25) 
1.12 (0.27-4.60) 

Ref. 
0.77 (0.42-1.42) 
0.88 (0.29-2.63) 

Ref. 
1.45 (0.58-3.63) 
1.09 (0.20-5.88) 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
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中規模建築物 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
2.80 (0.82-9.54) 
4.49 (1.08-18.7)* 

Ref. 
2.62 (0.89-7.75) 
1.64 (0.40-6.70) 

Ref. 
2.67 (0.61-11.7) 
4.35 (0.78-24.2) 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
2.47 (0.68-8.96) 
4.38 (0.92-21.0) 

Ref. 
2.69 (0.86-8.47) 
1.72 (0.37-8.02) 

Ref. 
3.51 (0.75-16.5) 
6.82 (1.03-45.2)* 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
 
特定建築物 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
0.90 (0.62-1.33) 
0.75 (0.48-1.19) 

Ref. 
0.94 (0.65-1.36) 
0.96 (0.63-1.47) 

Ref. 
0.88 (0.56-1.40) 
0.85 (0.50-1.45) 

Ref. 
1.56 (0.44-5.57) 
0.82 (0.15-4.52) 

Ref. 
1.08 (0.61-1.94) 
0.75 (0.36-1.56) 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
0.99 (0.66-1.48) 
0.80 (0.50-1.30) 

Ref. 
1.02 (0.68-1.52) 
1.04 (0.66-1.64) 

Ref. 
0.96 (0.59-1.56) 
0.96 (0.55-1.69) 

Ref. 
1.63 (0.45-5.91) 
0.87 (0.16-4.85) 

Ref. 
1.18 (0.64-2.17) 
0.89 (0.42-1.90) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
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C2. 夏期全国規模のアンケート調査結果 
 
表 5-2-1 有症率 
 有症率（％） 小／特定建築物 中規模／特定建築物 
 小規模 中規模 特定 Crude OR Adjusted OR Crude OR Adjusted OR 
目の症状 1 15.0 19.0 16.0 0.93 (0.68-1.26) 0.85 (0.61-1.19) 1.24 (0.85-1.80) 1.16 (0.77-1.74) 
一般症状 1 20.5 24.4 18.5 1.14 (0.86-1.52) 1.12 (0.81-1.55) 1.43 (1.01-2.02)* 1.39 (0.93-2.06) 
上気道症状 1 6.7 9.6 7.5 0.88 (0.56-1.36) 0.84 (0.53-1.35) 1.31 (0.79-2.19) 1.27 (0.73-2.21) 
下気道症状 1 2.4 1.1 1.5 1.59 (0.70-3.60) 1.26 (0.52-3.09) 0.76 (0.21-2.77) 0.78 (0.20-3.04) 
皮膚症状 1 1.5 3.1 2.0 0.78 (0.33-1.84) 0.56 (0.20-1.55) 1.59 (0.65-3.89) 2.31 (0.81-6.63) 
いずれか症状 1 28.7 36.0 29.8 0.95 (0.74-1.22) 0.89 (0.67-1.18) 1.33 (0.97-1.81) 1.24 (0.87-1.77) 
        
目の症状 2 19.9 27.4 22.7 0.85 (0.64-1.11) 0.76 (0.56-1.03) 1.28 (0.92-1.79) 1.21 (0.84-1.73) 
一般症状 2 33.0 38.7 35.1 0.91 (0.72-1.15) 0.85 (0.65-1.12) 1.16 (0.86-1.57) 1.10 (0.79-1.54) 
上気道症状 2 13.5 16.9 15.7 0.84 (0.61-1.16) 0.80 (0.57-1.14) 1.09 (0.74-1.62) 1.08 (0.70-1.65) 
下気道症状 2 5.3 5.7 4.5 1.17 (0.70-1.96) 0.96 (0.55-1.70) 1.28 (0.68-2.42) 1.28 (0.65-2.52) 
皮膚症状 2 5.1 8.5 3.2 1.65 (0.93-2.92) 1.34 (0.71-2.55) 2.83 (1.53-5.25)*** 3.07 (1.53-6.13)** 
いずれか症状 2 39.8 47.6 45.0 0.81 (0.64-1.02) 0.73 (0.56-0.95)* 1.11 (0.83-1.49) 0.99 (0.71-1.38) 

調整オッズ比：性別、年齢層、職業、喫煙、猫、コンタクトレンズ、仕事負担量、身体負担度、対人ストレス、仕事コントロール、技能活用度、働きがいで調

整 
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表 5-2-2 空調方式に関する多変量解析 
全体 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
0.81 (0.58-1.12) 
0.44 (0.27-0.72)** 

Ref. 
1.12 (0.81-1.56) 
1.04 (0.68-1.59) 

Ref. 
0.94 (0.60-1.49) 
0.34 (0.15-0.76)** 

Ref. 
1.74 (0.59-5.12) 
0.61 (0.11-3.35) 

Ref. 
1.21 (0.49-3.01) 
0.40 (0.08-1.98) 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
0.83 (0.59-1.17) 
0.46 (0.28-0.78)** 

Ref. 
1.25 (0.88-1.78) 
1.17 (0.75-1.84) 

Ref. 
1.03 (0.64-1.65) 
0.38 (0.17-0.86)* 

Ref. 
2.00 (0.65-6.12) 
0.65 (0.11-3.75) 

Ref. 
1.19 (0.45-3.17) 
0.45 (0.08-2.41) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
 
小規模建築物 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
2.43 (0.73-8.05) 
0.37 (0.04-3.77) 

Ref. 
3.41 (1.03-11.3)* 
2.96 (0.68-13.0) 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
2.35 (0.68-8.12) 
0.44 (0.04-4.55) 

Ref. 
3.18 (0.88-11.5) 
3.82 (0.80-18.4) 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
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中規模建築物 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
0.65 (0.06-7.36) 
0.57 (0.05-7.14) 

Ref. 
0.22 (0.02-2.56) 
0.12 (0.01-1.92) 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
0.22 (0.01-3.55) 
0.14 (0.01-2.53) 

Ref. 
0.12 (0.01-3.19) 
0.04 (0.001-1.42) 

Ref. 
- 
- 

Ref. 
- 
- 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
 
特定建築物 
 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
Crude OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
0.54 (0.33-0.89)* 
0.43 (0.25-0.74)** 

Ref. 
0.71 (0.44-1.16) 
0.89 (0.55-1.43) 

Ref. 
0.86 (0.45-1.63) 
0.31 (0.13-0.78)* 

Ref. 
1.30 (0.32-5.28) 
0.73 (0.13-4.03) 

Ref. 
1.07 (0.32-3.54) 
0.47 (0.09-2.37) 

Adjusted OR      
中央方式 
個別方式 
中央・個別併用方式 

Ref. 
0.59 (0.35-1.00) 
0.48 (0.27-0.84)* 

Ref. 
0.97 (0.57-1.66) 
1.08 (0.64-1.81) 

Ref. 
0.89 (0.45-1.75) 
0.34 (0.14-0.87)* 

Ref. 
2.73 (0.58-12.9) 
0.68 (0.11-4.31) 

Ref. 
1.15 (0.30-4.45) 
0.45 (0.08-2.50) 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 調整オッズ比：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、対人ストレス 
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C3. 冬期の空気質と健康の実態調査結果 
表 5-1-3 リスク要因に関する多変量解析 
1）小規模建築物 
 L 単位 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
＜連続測定項目＞       
温度（期間平均値） 1℃ 1.29 (1.06-1.58)* 1.11 (0.91-1.34) 1.24 (0.98-1.55)+ 0.84 (0.53-1.34) 1.27 (0.93-1.75) 
温度（日最大平均値） 1℃ 1.32 (1.08-1.61)** 1.12 (0.93-1.36) 1.19 (0.95-1.49) 0.95 (0.57-1.59) 1.27 (0.94-1.73) 
温度（日最小平均値） 1℃ 1.12 (0.97-1.30) 1.06 (0.92-1.22) 1.18 (1.00-1.41)+ 0.91 (0.67-1.25) 1.12 (0.88-1.43) 
温度（期間最大値） 1℃ 1.14 (0.99-1.32)+ 1.08 (0.94-1.25) 0.98 (0.83-1.16) 1.17 (0.87-1.59) 1.07 (0.85-1.35) 
温度（期間最小値） 1℃ 1.08 (0.98-1.19) 1.03 (0.94-1.13) 1.16 (1.04-1.31)* 0.99 (0.81-1.21) 1.15 (0.96-1.37) 
相対湿度（期間平均値） 10% 0.81 (0.56-1.16) 1.10 (0.77-1.57) 1.00 (0.66-1.50) 2.22 (0.90-5.50)+ 0.79 (0.45-1.38) 
相対湿度（日最大平均値） 10% 0.84 (0.59-1.18) 1.16 (0.83-1.63) 1.04 (0.70-1.53) 2.23 (0.97-5.12)+ 0.78 (0.46-1.32) 
相対湿度（日最小平均値） 10% 0.77 (0.52-1.16) 1.09 (0.74-1.61) 0.92 (0.59-1.45) 2.08 (0.76-5.70) 0.68 (0.36-1.27) 
相対湿度（期間最大値） 10% 0.85 (0.63-1.13) 1.17 (0.89-1.55) 1.00 (0.72-1.39) 1.97 (1.01-3.86)* 0.74 (0.47-1.15) 
相対湿度（期間最小値） 10% 0.68 (0.42-1.08) 1.10 (0.70-1.73) 1.02 (0.60-1.73) 1.73 (0.56-5.30) 0.57 (0.27-1.21) 
CO2（期間平均値） 100ppm 1.00 (0.90-1.11) 0.96 (0.87-1.06) 0.91 (0.80-1.05) 1.19 (0.96-1.46) 0.94 (0.79-1.11) 
CO2（日最大平均値） 100ppm 1.01 (0.93-1.09) 0.98 (0.90-1.05) 0.94 (0.85-1.04) 1.16 (0.99-1.35)+ 0.97 (0.85-1.10) 
CO2（期間最大値） 100ppm 1.02 (0.97-1.06) 0.99 (0.94-1.03) 0.96 (0.90-1.02) 1.07 (0.98-1.16) 1.00 (0.94-1.07) 
＜定点測定項目＞       
一酸化炭素 0.1 ppm 1.04 (0.87-1.25) 1.11 (0.91-1.35) 0.93 (0.73-1.18) - 1.13 (0.87-1.48) 
粉じん 0.1 mg/m3 1.35 (0.96-1.91)+ 1.20 (0.82-1.75) 1.18 (0.77-1.81) - 1.53 (0.95-2.47)+ 
粉じん粒径 0.3 µm～ 10 万個 1.09 (0.98-1.21) 1.05 (0.94-1.18) 1.04 (0.92-1.19) - 1.13 (0.98-1.31)+ 
粉じん粒径 0.5 µm～ 10 万個 1.18 (0.98-1.42)+ 1.10 (0.90-1.35) 1.10 (0.87-1.37) - 1.26 (0.97-1.62)+ 
粉じん粒径 0.7 µm～ 10 万個 1.48 (0.95-2.31)+ 1.27 (0.78-2.06) 1.25 (0.73-2.16) - 1.73 (0.94-3.19)+ 
粉じん粒径 1.0 µm～ 1 万個 1.12 (0.99-1.28)+ 1.08 (0.93-1.24) 1.07 (0.91-1.26) - 1.18 (0.98-1.41)+ 
粉じん粒径 2.0 µm～ 1 万個 1.70 (0.92-3.12)+ 1.40 (0.72-2.73) 1.34 (0.63-2.84) - 2.13 (0.92-4.95)+ 
粉じん粒径 5.0 µm～ 100 個 0.93 (0.45-1.91) 1.58 (0.72-3.46) 0.71 (0.29-1.73) - 1.63 (0.59-4.47) 
PM2.5 0.1 mg/m3 1.74 (0.84-3.60) 1.63 (0.77-3.47) 1.49 (0.60-3.73) - 1.79 (0.72-4.42) 
ホルムアルデヒド 10 μg/m3 0.44 (0.18-1.07)+ 0.72 (0.33-1.56) 0.08 (0.01-0.49)** - 0.64 (0.18-2.33) 
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アセトアルデヒド 10 μg/m3 0.79 (0.31-2.03) 0.51 (0.18-1.44) 0.37 (0.11-1.31) - 1.05 (0.26-4.27) 
ベンゼン 1 μg/m3 1.17 (0.88-1.54) 1.65 (1.15-2.36)** 1.10 (0.78-1.56) - 1.28 (0.87-1.88) 
トルエン 10 μg/m3 1.06 (0.47-2.43) 1.30 (0.54-3.17) 0.47 (0.16-1.35) - 0.95 (0.29-3.11) 
エチルベンゼン 1 μg/m3 0.79 (0.54-1.15) 0.92 (0.60-1.40) 0.79 (0.49-1.26) - 0.73 (0.41-1.32) 
キシレン 1 μg/m3 1.00 (0.90-1.11) 1.06 (0.93-1.20) 1.00 (0.88-1.14) - 1.00 (0.85-1.16) 
スチレン 0.1 μg/m3 - - - - - 
p-ジクロロベンゼン 10 μg/m3 1.35 (0.61-2.99) 0.54 (0.18-1.64) 1.63 (0.60-4.44) - 0.32 (0.03-3.72) 
テトラデカン 1 μg/m3 1.30 (0.62-2.73) 0.78 (0.34-1.82) 0.60 (0.21-1.70) - 1.64 (0.57-4.69) 
TVOC 100 μg/m3 1.35 (0.88-2.06) 1.48 (0.92-2.38) 0.96 (0.54-1.72) - 1.56 (0.85-2.86) 
真菌濃度 10 cfu/m3 0.86 (0.72-1.03) 0.95 (0.81-1.13) 0.89 (0.73-1.08) - 1.01 (0.84-1.21) 
細菌濃度 100 cfu/m3 1.10 (0.64-1.87) 1.36 (0.77-2.42) 0.71 (0.35-1.45) - 1.11 (0.50-2.45) 
エンドトキシン 1 1.17 (0.95-1.45) 1.10 (0.87-1.39) 1.03 (0.78-1.36) - 1.31 (0.98-1.76)+ 

※ + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001、L 単位（Logistic 増加単位）、調整オッズ比（95%CI）、調整因子：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、

対人ストレス 
 
2）中規模建築物 
 L 単位 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
＜連続測定項目＞       
温度（期間平均値） 1℃ 1.43 (1.03-1.98)* 1.21 (0.86-1.71) 1.39 (0.94-2.06)+ - 1.67 (0.98-2.87)+ 
温度（日最大平均値） 1℃ 1.38 (0.98-1.96)+ 1.18 (0.81-1.71) 1.31 (0.87-1.97) - 1.68 (0.94-3.01)+ 
温度（日最小平均値） 1℃ 1.24 (0.98-1.57)+ 1.18 (0.92-1.51) 1.28 (0.97-1.69)+ - 1.31 (0.90-1.91) 
温度（期間最大値） 1℃ 1.21 (0.87-1.67) 1.13 (0.79-1.63) 1.14 (0.79-1.63) - 1.43 (0.84-2.41) 
温度（期間最小値） 1℃ 1.02 (0.85-1.22) 1.03 (0.85-1.26) 1.07 (0.86-1.34) - 1.00 (0.75-1.34) 
相対湿度（期間平均値） 10% 0.71 (0.42-1.20) 0.55 (0.29-1.05)+ 0.47 (0.22-1.01)+ - 0.86 (0.37-2.01) 
相対湿度（日最大平均値） 10% 0.72 (0.43-1.19) 0.55 (0.30-1.01)+ 0.50 (0.25-1.02)+ - 0.86 (0.38-1.94) 
相対湿度（日最小平均値） 10% 0.70 (0.41-1.22) 0.55 (0.28-1.08)+ 0.47 (0.21-1.03)+ - 0.90 (0.38-2.12) 
相対湿度（期間最大値） 10% 0.75 (0.52-1.10) 0.61 (0.39-0.96)* 0.61 (0.36-1.01)+ - 0.78 (0.42-1.48) 
相対湿度（期間最小値） 10% 0.75 (0.46-1.23) 0.59 (0.32-1.07)+ 0.53 (0.27-1.06)+ - 1.13 (0.55-2.31) 
CO2（期間平均値） 100ppm 0.92 (0.67-1.27) 0.91 (0.63-1.31) 0.83 (0.56-1.22) - 0.74 (0.41-1.36) 
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CO2（日最大平均値） 100ppm 0.87 (0.68-1.12) 0.86 (0.65-1.14) 0.83 (0.62-1.12) - 0.79 (0.51-1.23) 
CO2（期間最大値） 100ppm 0.90 (0.77-1.04) 0.83 (0.69-0.99)* 0.85 (0.70-1.03)+ - 0.86 (0.64-1.16) 
＜定点測定項目＞       
一酸化炭素 0.1 ppm 0.89 (0.81-0.99)* 0.94 (0.85-1.05) 0.93 (0.82-1.06) - 0.87 (0.71-1.07) 
粉じん 0.1 mg/m3 - - - - - 
粉じん粒径 0.3 µm～ 1 万個 0.68 (0.48-0.98)* 1.34 (0.85-2.14) 0.80 (0.49-1.32) - 0.68 (0.35-1.35) 
粉じん粒径 0.5 µm～ 1000 個 0.77 (0.59-1.01)+ 1.30 (0.89-1.88) 0.89 (0.61-1.31) - 0.80 (0.48-1.34) 
粉じん粒径 0.7 µm～ 1000 個 0.41 (0.12-1.46) 3.51 (0.60-20.6) 0.97 (0.15-6.20) - 0.74 (0.07-8.21) 
粉じん粒径 1.0 µm～ 100 個 0.85 (0.66-1.10) 1.29 (0.91-1.82) 1.00 (0.69-1.45) - 0.97 (0.60-1.57) 
粉じん粒径 2.0 µm～ 100 個 0.90 (0.69-1.17) 1.26 (0.91-1.75) 1.03 (0.71-1.47) - 1.05 (0.66-1.69) 
粉じん粒径 5.0 µm～ 10 個 0.98 (0.71-1.35) 1.19 (0.83-1.69) 1.07 (0.72-1.60) - 1.22 (0.71-2.10) 
PM2.5 0.1 mg/m3 - - - - - 
ホルムアルデヒド 1 μg/m3 1.41 (1.01-1.95)* 0.86 (0.50-1.48) 1.29 (0.83-1.99) - 1.16 (0.62-2.15) 
アセトアルデヒド 1 μg/m3 0.55 (0.27-1.14) 0.80 (0.35-1.84) 0.75 (0.30-1.87) - 0.32 (0.08-1.25) 
ベンゼン 1 μg/m3 - - - - - 
トルエン 10 μg/m3 2.43 (0.83-7.15) 0.46 (0.12-1.72) 1.61 (0.38-6.84) - 1.47 (0.21-10.3) 
エチルベンゼン 1 μg/m3 1.25 (1.05-1.49)* 0.87 (0.68-1.11) 1.14 (0.90-1.45) - 1.22 (0.88-1.68) 
キシレン 1 μg/m3 1.11 (1.02-1.20)* 0.94 (0.83-1.06) 1.06 (0.94-1.18) - 1.08 (0.93-1.25) 
スチレン 0.1 μg/m3 - - - - - 
p-ジクロロベンゼン 1 μg/m3 1.32 (0.69-2.54) 1.00 (0.50-2.00) 1.60 (0.71-3.60) - 2.17 (0.56-8.47) 
テトラデカン 1 μg/m3 2.27 (1.14-4.49)* 0.87 (0.31-2.42) 1.91 (0.80-4.57) - 1.67 (0.49-5.69) 
TVOC 100 μg/m3 1.77 (1.14-2.75)* 0.89 (0.46-1.72) 1.49 (0.85-2.60) - 1.40 (0.65-3.03) 
真菌濃度 10 cfu/m3 1.15 (0.88-1.52) 1.13 (0.86-1.48) 1.05 (0.75-1.48) - 0.89 (0.44-1.82) 
細菌濃度 10 cfu/m3 0.51 (0.31-0.83)** 0.77 (0.48-1.23) 0.71 (0.42-1.19) - 0.38 (0.13-1.11)+ 
エンドトキシン 0.1 1.39 (0.95-2.04)+ 1.21 (0.80-1.85) 1.56 (0.92-2.66) - 1.37 (0.62-3.03) 

※ + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001、L 単位（Logistic 増加単位）、調整オッズ比（95%CI）、調整因子：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、

対人ストレス 
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3）特定建築物 
 L 単位 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
＜連続測定項目＞       
温度（期間平均値） 1℃ 0.75 (0.44-1.26) 0.81 (0.46-1.41) 0.63 (0.35-1.12) - 0.69 (0.29-1.63) 
温度（日最大平均値） 1℃ 0.77 (0.45-1.32) 0.90 (0.51-1.59) 0.76 (0.42-1.39) - 0.96 (0.40-2.29) 
温度（日最小平均値） 1℃ 0.90 (0.62-1.29) 0.84 (0.58-1.21) 0.70 (0.49-1.01)+ - 0.59 (0.29-1.19) 
温度（期間最大値） 1℃ 0.75 (0.46-1.21) 0.98 (0.59-1.64) 0.84 (0.49-1.42) - 1.24 (0.56-2.74) 
温度（期間最小値） 1℃ 1.15 (0.87-1.53) 1.00 (0.73-1.36) 0.87 (0.63-1.19) - 0.52 (0.25-1.06)+ 
相対湿度（期間平均値） 10% 0.88 (0.49-1.60) 1.12 (0.57-2.20) 0.74 (0.35-1.57) - 0.43 (0.13-1.43) 
相対湿度（日最大平均値） 10% 0.86 (0.49-1.50) 1.05 (0.56-1.97) 0.81 (0.41-1.61) - 0.52 (0.18-1.49) 
相対湿度（日最小平均値） 10% 0.91 (0.48-1.72) 1.11 (0.54-2.25) 0.73 (0.33-1.63) - 0.27 (0.06-1.17)+ 
相対湿度（期間最大値） 10% 0.72 (0.42-1.24) 1.19 (0.63-2.25) 0.89 (0.47-1.71) - 0.66 (0.24-1.81) 
相対湿度（期間最小値） 10% 1.01 (0.60-1.70) 0.97 (0.54-1.74) 0.77 (0.39-1.49) - 0.32 (0.09-1.13)+ 
CO2（期間平均値） 100ppm 0.77 (0.48-1.24) 0.87 (0.53-1.42) 1.23 (0.79-1.92) - 1.07 (0.44-2.60) 
CO2（日最大平均値） 100ppm 0.80 (0.55-1.16) 0.88 (0.60-1.28) 1.25 (0.92-1.69) - 1.31 (0.65-2.64) 
CO2（期間最大値） 100ppm 0.77 (0.56-1.06) 0.83 (0.59-1.15) 1.20 (0.97-1.48)+ - 1.32 (0.74-2.37) 
＜定点測定項目＞       
一酸化炭素 0.01 ppm 0.79 (0.51-1.20) 0.95 (0.86-1.04) 0.31 (0.04-2.53) - - 
粉じん 0.01 mg/m3 0.47 (0.08-2.72) 0.13 (0.01-2.60) 4.00 (0.35-45.5) - - 
粉じん粒径 0.3 µm～ 10 万個 0.79 (0.33-1.89) 0.99 (0.36-2.71) 2.03 (0.64-6.39) - 0.39 (0.03-5.16) 
粉じん粒径 0.5 µm～ 1000 個 0.95 (0.89-1.01)+ 0.98 (0.92-1.04) 1.01 (0.94-1.08) - 0.88 (0.70-1.11) 
粉じん粒径 0.7 µm～ 1000 個 0.78 (0.59-1.02)+ 0.92 (0.74-1.14) 0.98 (0.75-1.27) - 0.46 (0.14-1.54) 
粉じん粒径 1.0 µm～ 100 個 0.91 (0.83-1.00)+ 0.97 (0.90-1.04) 1.00 (0.92-1.09) - 0.78 (0.54-1.13) 
粉じん粒径 2.0 µm～ 100 個 0.71 (0.47-1.07) 0.78 (0.48-1.26) 1.48 (0.87-2.53) - 0.76 (0.35-1.64) 
粉じん粒径 5.0 µm～ 10 個 0.88 (0.67-1.15) 0.90 (0.64-1.26) 1.00 (0.70-1.44) - 1.30 (0.68-2.48) 
PM2.5 0.1 mg/m3 - - - - - 
ホルムアルデヒド 1 μg/m3 0.70 (0.53-0.92)** 0.78 (0.56-1.08) 0.87 (0.64-1.19) - 1.14 (0.62-2.10) 
アセトアルデヒド 1 μg/m3 0.61 (0.43-0.88)** 0.81 (0.52-1.25) 0.88 (0.60-1.28) - 1.04 (0.54-1.99) 
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ベンゼン 1 μg/m3 - - - - - 
トルエン 10 μg/m3 0.82 (0.31-2.19) 0.97 (0.31-3.01) 0.46 (0.08-2.68) - 1.47 (0.12-18.5) 
エチルベンゼン 1 μg/m3 1.10 (0.88-1.38) 1.05 (0.81-1.36) 0.89 (0.65-1.23) - 1.27 (0.70-2.31) 
キシレン 1 μg/m3 1.13 (1.00-1.28)+ 1.05 (0.91-1.21) 0.97 (0.83-1.14) - 1.21 (0.87-1.67) 
スチレン 0.1 μg/m3 - - - - - 
p-ジクロロベンゼン 1 μg/m3 0.52 (0.20-1.36) 0.75 (0.26-2.17) 0.19 (0.02-1.59) - 0.37 (0.04-3.40) 
テトラデカン 1 μg/m3 - - - - - 
TVOC 10 μg/m3 0.76 (0.61-0.95)* 0.93 (0.72-1.19) 0.57 (0.37-0.87)** - 1.15 (0.71-1.85) 
真菌濃度 10 cfu/m3 1.07 (0.70-1.63) 1.06 (0.60-1.89) 0.57 (0.30-1.08)+ - - 
細菌濃度 10 cfu/m3 1..28 (1.01-1.64)* 1.07 (0.76-1.52) 2.42 (1.21-4.86)* - 0.80 (0.43-1.52) 
エンドトキシン 0.1 1.21 (1.05-1.39)** 1.09 (0.93-1.27) 1.01 (0.85-1.20) - 1.15 (0.86-1.53) 

※ + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001、L 単位（Logistic 増加単位）、調整オッズ比（95%CI）、調整因子：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、

対人ストレス 
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C4. 夏期の空気質と健康の実態調査結果 
表 5-2-3 リスク要因に関する多変量解析 
1）小規模建築物 
 L 単位 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
＜連続測定項目＞       
温度（期間平均値） 1℃ 0.86 (0.65-1.14) 0.89 (0.69-1.14) 0.92 (0.64-1.33) 0.84 (0.45-1.59) 0.64 (0.20-2.05) 
温度（日最大平均値） 1℃ 0.93 (0.72-1.21) 0.95 (0.76-1.20) 1.04 (0.74-1.47) 0.99 (0.54-1.80) 0.57 (0.18-1.77) 
温度（日最小平均値） 1℃ 0.81 (0.63-1.06) 0.86 (0.68-1.10) 0.77 (0.54-1.11) 0.74 (0.39-1.39) 0.56 (0.17-1.83) 
温度（期間最大値） 1℃ 0.98 (0.94-1.03) 1.01 (0.97-1.06) 0.97 (0.92-1.03) 1.28 (0.88-1.86) 0.99 (0.80-1.21) 
温度（期間最小値） 1℃ 0.89 (0.69-1.15) 0.88 (0.70-1.09) 0.77 (0.54-1.10) 1.81 (0.45-1.47) 0.74 (0.24-2.35) 
相対湿度（期間平均値） 10% 1.25 (0.76-2.06) 0.86 (0.56-1.34) 0.82 (0.41-1.63) 0.89 (0.29-2.74) 0.66 (0.11-3.83) 
相対湿度（日最大平均値） 10% 1.22 (0.78-1.91) 0.89 (0.60-1.33) 0.84 (0.46-1.56) 0.94 (0.34-2.61) 0.46 (0.08-2.52) 
相対湿度（日最小平均値） 10% 1.34 (0.72-2.50) 0.87 (0.51-1.47) 0.74 (0.32-1.71) 0.85 (0.22-3.26) 0.77 (0.09-6.35) 
相対湿度（期間最大値） 10% 1.27 (0.82-1.96) 0.86 (0.59-1.26) 1.11 (0.62-2.00) 0.91 (0.38-2.23) 0.85 (0.21-3.54) 
相対湿度（期間最小値） 10% 1.21 (0.74-1.97) 0.95 (0.62-1.46) 0.88 (0.44-1.76) 1.16 (0.33-4.06) 1.00 (0.13-7.86) 
CO2（期間平均値） 100ppm 1.06 (0.95-1.19) 0.97 (0.86-1.09) 1.00 (0.83-1.19) 1.05 (0.76-1.45) 2.49 (0.79-7.85) 
CO2（日最大平均値） 100ppm 1.04 (0.95-1.14) 0.99 (0.90-1.08) 0.98 (0.85-1.13) 1.05 (0.83-1.33) 1.31 (0.74-2.31) 
CO2（期間最大値） 100ppm 1.02 (0.96-1.08) 0.99 (0.94-1.05) 0.95 (0.86-1.04) 0.97 (0.82-1.16) 0.99 (0.72-1.37) 
＜定点測定項目＞       
一酸化炭素 0.1 ppm - 0.88 (0.53-1.45) 1.21 (0.61-2.40) - - 
粉じん 0.01 mg/m3 1.12 (0.52-2.39) 1.20 (0.63-2.28) 0.70 (0.23-2.10) 0.88 (0.18-4.41) - 
粉じん粒径 0.3 µm～ 10 万個 1.22 (0.55-2.72) 1.21 (0.63-2.30) 0.93 (0.34-2.56) 0.76 (0.13-4.45) - 
粉じん粒径 0.5 µm～ 1 万個 1.18 (0.63-2.19) 1.16 (0.69-1.95) 0.93 (0.41-2.12) 0.99 (0.25-3.87) - 
粉じん粒径 0.7 µm～ 1000 個 1.56 (0.80-3.05) 1.32 (0.75-2.31) 0.84 (0.35-2.02) 0.78 (0.18-3.41) - 
粉じん粒径 1.0 µm～ 100 個 1.31 (1.01-1.69)* 1.09 (0.90-1.33) 0.95 (0.71-1.27) 0.59 (0.26-1.34) - 
粉じん粒径 2.0 µm～ 100 個 1.06 (0.87-1.29) 1.01 (0.84-1.20) 0.94 (0.75-1.17) 0.52 (0.21-1.27) - 
粉じん粒径 5.0 µm～ 10 個 1.08 (0.89-1.30) 1.03 (0.87-1.23) 1.01 (0.86-1.17) 0.81 (0.38-1.73) - 
PM2.5 0.01 mg/m3 1.12 (0.55-2.29) 1.19 (0.67-2.11) 0.87 (0.35-2.14) 0.97 (0.24-3.95) - 
ホルムアルデヒド 1 μg/m3 0.87 (0.77-0.98)* 0.95 (0.89-1.01) 0.88 (0.76-1.02)+ 0.79 (0.50-1.23) - 
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アセトアルデヒド 10 μg/m3 0.53 (0.23-1.23) 0.84 (0.43-1.63) 0.27 (0.04-1.65) 0.91 (0.16-4.97) - 
ベンゼン 1 μg/m3 0.83 (0.48-1.43) 0.92 (0.57-1.48) 1.08 (0.54-2.16) 1.81 (0.59-5.60) - 
トルエン 10 μg/m3 0.79 (0.44-1.42) 1.07 (0.75-1.53) 0.43 (0.12-1.50) 1.12 (0.27-4.63) - 
エチルベンゼン 1 μg/m3 0.97 (0.88-1.08) 1.00 (0.99-1.01) 0.56 (0.25-1.24) 0.97 (0.85-1.10) - 
キシレン 1 μg/m3 0.99 (0.95-1.02) 1.00 (0.99-1.01) 0.98 (0.89-1.08) 0.92 (0.45-1.90) - 
スチレン 1 μg/m3 0.87 (0.54-1.40) 0.94 (0.64-1.40) 1.29 (0.69-2.42) 1.43 (0.41-5.02) - 
p-ジクロロベンゼン 10 μg/m3 1.79 (0.63-5.06) 1.71 (0.69-4.24) 0.34 (0.06-1.82) 1.13 (0.12-10.5) - 
テトラデカン 1 μg/m3 0.97 (0.81-1.17) 0.97 (0.83-1.14) 1.20 (0.92-1.57) 1.32 (0.65-2.67) - 
TVOC 10 μg/m3 0.86 (0.75-0.97)* 1.00 (0.98-1.02) 0.86 (0.71-1.05) 1.01 (0.96-1.06) - 
真菌濃度 10 cfu/m3 1.06 (0.92-1.21) 1.02 (0.91-1.14) 1.00 (0.81-1.23) 0.87 (0.56-1.33) - 
細菌濃度 10 cfu/m3 0.96 (0.87-1.06) 0.95 (0.87-1.03) 1.15 (0.99-1.34)+ 1.09 (0.81-1.47) - 
エンドトキシン 0.1 1.00 (0.81-1.24) 0.99 (0.82-1.20) 0.79 (0.56-1.10) 1.08 (0.60-1.94) - 

※ + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001、L 単位（Logistic 増加単位）、調整オッズ比（95%CI）、調整因子：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、

対人ストレス 
 
2）中規模建築物 
 L 単位 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
＜連続測定項目＞       
温度（期間平均値） 0.1℃ 1.01 (0.95-1.08) 1.05 (0.99-1.12) 0.96 (0.87-1.06) 1.39 (0.84-2.32) 1.08 (0.92-1.27) 
温度（日最大平均値） 0.1℃ 1.01 (0.94-1.09) 1.05 (0.98-1.13) 0.93 (0.83-1.05) 3.00 (0.64-13.9) 1.09 (0.91-1.30) 
温度（日最小平均値） 0.1℃ 0.99 (0.94-1.05) 1.02 (0.97-1.07) 0.95 (0.87-1.04) 1.14 (0.87-1.50) 1.08 (0.95-1.24) 
温度（期間最大値） 0.1℃ 0.97 (0.93-1.01) 0.97 (0.94-1.01) 0.92 (0.85-1.00)+ 0.96 (0.83-1.11) 1.04 (0.96-1.13) 
温度（期間最小値） 0.1℃ 1.00 (0.96-1.05) 1.01 (0.97-1.06) 0.98 (0.92-1.06) 1.21 (0.90-1.62) 1.04 (0.92-1.17) 
相対湿度（期間平均値） 10% 1.14 (0.69-1.90) 1.23 (0.79-1.92) 1.06 (0.51-2.21) 1.26 (0.25-6.40) 0.37 (0.08-1.65) 
相対湿度（日最大平均値） 10% 1.19 (0.74-1.92) 1.24 (0.82-1.88) 1.11 (0.56-2.22) 1.36 (0.29-6.53) 0.35 (0.09-1.37) 
相対湿度（日最小平均値） 10% 1.20 (0.69-2.07) 1.32 (0.82-2.12) 1.18 (0.53-2.61) 1.32 (0.23-7.64) 0.40 (0.08-2.00) 
相対湿度（期間最大値） 10% 1.24 (0.81-1.89) 1.22 (0.85-1.75) 1.18 (0.64-2.20) 1.37 (0.35-5.33) 0.43 (0.14-1.36) 
相対湿度（期間最小値） 10% 1.17 (0.66-2.07) 1.51 (0.91-2.50) 1.38 (0.59-3.21) 1.31 (0.18-9.41) 0.46 (0.08-2.72) 
CO2（期間平均値） 100ppm 1.14 (0.87-1.49) 1.23 (0.96-1.58) 0.87 (0.56-1.35) 1.02 (0.34-3.05) 0.60 (0.22-1.63) 
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CO2（日最大平均値） 100ppm 1.06 (0.89-1.27) 1.14 (0.97-1.34) 0.88 (0.65-1.19) 1.04 (0.53-2.03) 0.72 (0.37-1.41) 
CO2（期間最大値） 100ppm 1.01 (0.89-1.15) 1.07 (0.95-1.19) 0.91 (0.75-1.12) 0.95 (0.61-1.47) 0.76 (0.45-1.27) 
＜定点測定項目＞       
一酸化炭素 0.1 ppm - - - - - 
粉じん 1μg/m3 0.67 (0.49-0.92)* 0.73 (0.58-0.91)** 0.54 (0.34-0.85)** 0.31 (0.05-1.95) 1.07 (0.90-1.27) 
粉じん粒径 0.3 µm～ 1 万個 0.83 (0.67-1.04) 0.83 (0.69-1.00)* 0.86 (0.69-1.06) 0.94 (0.71-1.24) 1.04 (0.95-1.14) 
粉じん粒径 0.5 µm～ 1000 個 0.52 (0.23-1.19) 0.79 (0.61-1.03)+ 0.35 (0.11-1.09)+ - 1.04 (0.94-1.14) 
粉じん粒径 0.7 µm～ 100 個 0.98 (0.91-1.06) 1.02 (0.96-1.09) 0.95 (0.88-1.02) 0.70 (0.37-1.34) 0.98 (0.84-1.16) 
粉じん粒径 1.0 µm～ 1000 個 1.56 (0.81-3.02) 1.97 (1.09-3.54)* 1.17 (0.56-2.42) 0.37 (0.06-2.44) 0.68 (0.22-2.17) 
粉じん粒径 2.0 µm～ 100 個 1.04 (0.94-1.16) 1.10 (1.00-1.20)+ 1.01 (0.89-1.14) 0.76 (0.49-1.17) 0.93 (0.75-1.15) 
粉じん粒径 5.0 µm～ 10 個 0.72 (0.56-0.92)** 0.83 (0.71-0.98)* 0.79 (0.61-1.04)+ 0.73 (0.38-1.42) 1.09 (0.76-1.57) 
PM2.5 0.1μg/m3 0.90 (0.79-1.01)+ 0.93 (0.83-1.03) 0.80 (0.66-0.96)* 0.57 (0.25-1.27) 1.00 (0.99-1.02) 
ホルムアルデヒド 1 μg/m3 1.11 (0.96-1.27) 1.07 (0.95-1.21) 1.19 (1.02-1.39)* 1.28 (0.87-1.86) 0.63 (0.27-1.46) 
アセトアルデヒド 1 μg/m3 0.88 (0.61-1.28) 0.88 (0.64-1.20) 0.85 (0.52-1.39) 5.19 (0.62-43.2) 1.07 (0.34-3.33) 
ベンゼン 1 μg/m3 - - - - - 
トルエン 1 μg/m3 0.82 (0.66-1.02)+ 0.82 (0.69-0.99)* 0.93 (0.74-1.17) 1.24 (0.72-2.13) 1.14 (0.82-1.58) 
エチルベンゼン 1 μg/m3 0.73 (0.49-1.09) 0.68 (0.47-0.96)* 0.77 (0.46-1.31) 3.07 (0.52-18.3) 1.18 (0.48-2.93) 
キシレン 1 μg/m3 1.80 (0.94-3.44)+ 1.54 (0.86-2.77) 2.27 (1.14-4.50)* - - 
スチレン 1 μg/m3 1.82 (0.94-3.51)+ 1.55 (0.85-2.81) 2.30 (1.14-4.61)* - - 
p-ジクロロベンゼン 1 μg/m3 0.71 (0.45-1.11) 0.65 (0.44-0.97)* 0.90 (0.56-1.45) 2.00 (0.57-7.03) 1.30 (0.64-2.67) 
テトラデカン 1 μg/m3 1.09 (0.96-1.23) 1.04 (0.93-1.15) 1.18 (1.01-1.38)* 1.17 (0.65-2.10) 0.94 (0.53-1.65) 
TVOC 100 μg/m3 0.42 (0.10-1.74) 0.40 (0.13-1.24) 1.04 (0.23-4.64) 4.06 (0.19-84.8) 1.47 (0.10-22.9) 
真菌濃度 10 cfu/m3 1.13 (1.02-1.25)* 1.12 (1.02-1.22)* 1.18 (1.06-1.36)** 1.22 (0.92-1.63) 0.80 (0.49-1.31) 
細菌濃度 100 cfu/m3 1.71 (0.84-3.49) 3.07 (1.56-6.06)** 2.40 (0.92-6.29)+ 1.12 (0.14-8.90) 0.73 (0.19-2.80) 
エンドトキシン 0.1 1.01 (0.86-1.20) 1.03 (0.90-1.18) 1.13 (0.95-1.35) 1.24 (0.86-1.79) 0.89 (0.55-1.45) 

※ + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001、L 単位（Logistic 増加単位）、調整オッズ比（95%CI）、調整因子：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、

対人ストレス 
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3）特定建築物 
 L 単位 目の症状 1 一般症状 1 上気道症状 1 下気道症状 1 皮膚症状 1 
＜連続測定項目＞       
温度（期間平均値） 1℃ 0.86 (0.48-1.56) 1.75 (1.01-3.03)* 2.19 (1.10-4.38)* - 0.96 (0.18-5.25) 
温度（日最大平均値） 1℃ 0.91 (0.51-1.65) 1.18 (1.00-3.17)+ 2.72 (1.29-5.75)** - 1.04 (0.19-5.74) 
温度（日最小平均値） 1℃ 0.77 (0.47-1.27) 1.44 (0.93-2.22) 1.69 (0.98-2.90)+ - 1.24 (0.30-5.05) 
温度（期間最大値） 1℃ 0.84 (0.50-1.39) 1.40 (0.88-2.24) 2.62 (1.45-4.73)** - 1.67 (0.48-5.74) 
温度（期間最小値） 1℃ 0.87 (0.62-1.22) 1.14 (0.83-1.55) 1.48 (0.97-2.24)+ - 1.48 (0.42-5.21) 
相対湿度（期間平均値） 10% 1.14 (0.55-2.33) 1.39 (0.70-2.76) 0.69 (0.31-1.57) - 0.33 (0.04-2.63) 
相対湿度（日最大平均値） 10% 1.11 (0.58-2.13) 1.41 (0.76-2.64) 0.72 (0.35-1.50) - 0.29 (0.04-2.26) 
相対湿度（日最小平均値） 10% 1.34 (0.57-3.15) 1.19 (0.54-2.66) 0.68 (0.26-1.74) - 0.53 (0.07-3.81) 
相対湿度（期間最大値） 10% 1.07 (0.61-1.87) 1.27 (0.73-2.21) 0.72 (0.37-1.40) - 0.19 (0.02-2.11) 
相対湿度（期間最小値） 10% 1.26 (0.58-2.77) 0.75 (0.35-1.59) 0.60 (0.24-1.50) - 0.79 (0.13-4.71) 
CO2（期間平均値） 100ppm 1.08 (0.70-1.66) 0.95 (0.61-1.49) 1.35 (0.82-2.22) - 1.07 (0.41-2.79) 
CO2（日最大平均値） 100ppm 0.92 (0.72-1.18) 0.98 (0.76-1.26) 1.10 (0.84-1.44) - 1.04 (0.58-1.87) 
CO2（期間最大値） 100ppm 0.89 (0.72-1.11) 1.01 (0.82-1.25) 1.07 (0.85-1.35) - 1.02 (0.64-1.64) 
＜定点測定項目＞       
一酸化炭素 0.1 ppm - - - - - 
粉じん 1μg/m3 1.10 (0.98-1.23) 0.97 (0.85-1.12) 1.27 (1.02-1.59)* - - 
粉じん粒径 0.3 µm～ 1 万個 1.06 (0.99-1.14)+ 0.99 (0.91-1.08) 1.13 (0.99-1.28)+ - - 
粉じん粒径 0.5 µm～ 1000 個 1.05 (0.98-1.12) 0.98 (0.90-1.06) 1.15 (1.01-1.30)* - - 
粉じん粒径 0.7 µm～ 100 個 1.03 (0.97-1.10) 0.96 (0.89-1.05) 1.13 (1.00-1.26)* - - 
粉じん粒径 1.0 µm～ 100 個 0.95 (0.62-1.45) 0.71 (0.45-1.33) 1.57 (0.81-3.02) - - 
粉じん粒径 2.0 µm～ 100 個 1.09 (0.38-3.17) 0.25 (0.05-1.25)+ 2.05 (0.52-8.17) - - 
粉じん粒径 5.0 µm～ 10 個 1.19 (0.82-1.72) 0.69 (0.39-1.24) 1.13 (0.61-2.10) - - 
PM2.5 1μg/m3 1.08 (0.99-1.18) 0.98 (0.89-1.09) 1.19 (1.01-1.41)* - - 
ホルムアルデヒド 1 μg/m3 1.00 (0.91-1.10) 0.96 (0.85-1.08) 1.12 (0.98-1.27)+ - - 
アセトアルデヒド 1 μg/m3 1.02 (0.95-1.08) 0.96 (0.88-1.05) 1.10 (1.00-1.22)* - - 
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ベンゼン 1 μg/m3 - - - - - 
トルエン 1 μg/m3 1.01 (0.81-1.25) 0.97 (0.74-1.28) 1.15 (0.81-1.63) - - 
エチルベンゼン 1 μg/m3 0.90 (0.65-1.24) 1.16 (0.79-1.70) 0.84 (0.51-1.39) - - 
キシレン 1 μg/m3 0.99 (0.82-1.21) 0.95 (0.75-1.20) 1.04 (0.81-1.33) - - 
スチレン 1 μg/m3 1.22 (0.33-4.51) - - - - 
p-ジクロロベンゼン 1 μg/m3 1.01 (0.63-1.62) 1.36 (0.77-2.41) 1.38 (0.64-2.97) - - 
テトラデカン 1 μg/m3 1.35 (0.62-2.93) 0.53 (0.16-1.80) 1.08 (0.20-5.78) - - 
TVOC 100 μg/m3 1.07 (0.24-4.78) 0.84 (0.13-5.43) 0.31 (0.02-3.89) - - 
真菌濃度 10 cfu/m3 0.79 (0.61-1.04)+ 1.03 (0.80-1.33) 0.72 (0.43-1.23) - - 
細菌濃度 10 cfu/m3 1.08 (0.93-1.25) 0.89 (0.70-1.15) 1.24 (0.93-1.67) - - 
エンドトキシン 1 0.53 (0.16-1.72) 1.51 (0.36-6.35) 1.11 (0.19-6.62) - - 

※ + p<0.10, * p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001、L 単位（Logistic 増加単位）、調整オッズ比（95%CI）、調整因子：性別、年齢層、喫煙、コンタクトレンズ、

対人ストレス 
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平成２９～令和元年度厚生労働科学研究費補助金（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 
分担総合研究報告書 

 
６．貯水槽衛生管理および飲料水水質管理の課題 

 
分担研究者  島﨑 大  国立保健医療科学院生活環境研究部 上席主任研究官 

 

研究要旨 
既往の特定建築物を対象とした給水設備の衛生管理状況について、厚生労働省による衛生行政報

告例より抽出されたデータを元に整理と考察を行った。また、水道法に基づく簡易専用水道施設や、

水道法適用外の小規模貯水槽水道施設の衛生管理や水質管理に関する状況と比較することで、中規

模建築物における給水水質管理および貯水槽衛生管理の課題について考察した。さらに、（公社）全

国ビルメンテナンス協会会員企業を対象に、中規模建築物の衛生状態に関するアンケート調査を実

施し、中規模建築物における給水（飲料水、雑用水、貯水槽）の管理状況と課題を明らかにした。 
平成 29 年度の衛生行政報告例を参照したところ、全国 45,679 施設の特定建築物のうち、遊離残

留塩素の検査が未実施であった施設は 1.5%、水質検査が未実施であった施設は 2.7%であり、いず

れも過去 10 年間で最も低い割合であった。特定建築物の遊離残留塩素の含有率については、平成 29
年度において 1.5%が不適合となり、過去 10 年間で最も低い値であった。用途別では学校のみ 2.7%
と高く、要因として学校施設における夜間や休日の滞水が考えられた。貯水槽の清掃については、

平成 29 年度に未実施であった施設は 1.0%であり、過去 10 年間で最も低い割合となった。 
中規模建築物の衛生状態に関するアンケート調査により、413 社より全国の中規模建築物 886 件

の管理状況に関する情報を得た。飲料水の水質検査は、368 件で実施されており、うち 6 ヶ月に 1 回

が 134 件、1 年に 1 回が 222 件であった。 
水質検査の項目数は、多くの場合 11 項目以上であったものの、建築物環境衛生管理基準に示され

た検査項目よりも少ない状況であった。遊離残留塩素の検査頻度は、週 1 回が 165 件であり、毎日

の実施も 3 件あった。一方、2 週間に 1 回未満は 31 件、未実施は 191 件に上り、遊離残留塩素の検

査は十分でないと判断された。貯水槽の清掃は 431 件、点検・検査は 204 件（ただし第 2 回調査の

476 件中）で年 1 回以上実施されており、過半数の建築物は未実施または未回答であった。 
雑用水は、飲料水よりも各検査や点検の実施頻度が大幅に少ない状況であった。また、主たる特

定用途ごとの管理状況に特段の差異は見られなかった。 
中規模建築物における給水に関する管理は、一部で特定建築物と同程度の水準であったものの、

特に遊離残留塩素の検査や貯水槽の清掃、点検および検査について、多くの建築物では不十分な実

施状況にあると判断された。わが国では過去に不適切な給水の衛生管理による健康被害が発生して

いることより、中規模建築物に対しても、特定建築物に準じる形で、定期的な遊離残留塩素検査な

らびに水質検査、貯水槽清掃を義務づけるなど管理水準を向上することが、飲料水に係る安全性の

確保の面から望ましいと考えられた。 
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6. 貯水槽衛生管理および飲料水水質管理の課題 
6-1 特定建築物における給水管理に係る不適合

状況等の確認 
A. 研究目的 
中規模建築物においては、建築物衛生法に規定

される「建築物環境衛生管理基準」に従って貯水

槽の衛生管理および飲料水の水質管理を行う義

務は課せられていないものの、多数の者が使用、

利用するものについては努力義務が課せられて

おり、当該基準に従って維持管理をするように努

めなければならないとされている（建築物衛生法

第 4 条第 3 項）。しかしながら、中規模建築物に

おける貯水槽の衛生管理や水質管理についての

管理状況は明確でない。 
ここでは、既往の特定建築物を対象とした給水

設備の管理状況について、厚生労働省による衛生

行政報告例より抽出されたデータを基に、整理と

考察を行った。 
 
B. 研究方法 
厚生労働省が公開する衛生行政報告例 1,2)より、

給水管理に係る以下5項目を対象として、平成20
年度～29年度の 10年間における不適合率を抽出

した。また、建築物の用途別における不適合率を

比較した。 
 
(21)遊離残留塩素の含有率の検査実施 
(22)遊離残留塩素の含有率 
(25)水質検査実施 
(26)水質基準 
(29)貯水槽の清掃 

 
C. 結果 
C.1 遊離残留塩素の検査実施ならびに含有率 
 平成20年度～29年度における特定建築物の給

水末端を対象とした遊離残留塩素の検査実施な

らびに遊離残留塩素含有率の不適合率を表6-1に
示す。平成 29 年度における特定建築物届出件数

は全国で 45,679 施設あり、そのうち遊離残留塩

素の検査が未実施であった施設は 1.5%、遊離残

留塩素の含有率が不適合（百万分の 0.1 未満）で

あった施設は 1.5%であり、いずれも過去 10 年間

で最も低い値となった。平成 28 年度以前におい

ては、前者は 2.4～4.2%、後者は 1.9～3.1%の範囲

となっており、平成 29 年度は例年より大幅に改

善された。 
 なお、平成 29 年度における用途別の不適合率

を比較すると、遊離残留塩素の検査が未実施であ

った施設の割合は興行場 0.5%、百貨店 1.2%、店

舗 2.5%、事務所 0.7%、学校 1.4%、旅館 2.9%、

その他 2.6%であった。また、遊離残留塩素の含

有率が不適合であった施設の割合は興行場 1.0%、

百貨店1.3%、店舗1.1%、事務所1.5%、学校2.7%、

旅館 1.5%、その他 1.3%であった。 
表 6-1 特定建築物における遊離残留塩素の検査実施

ならびに含有率の適合状況 

年度 
遊離残塩検査の

未実施率[%] 

遊離残塩含有率

の不適合率 

[%] 

H20 3.7 2.6 

H21 4.2 3.1 

H22 3.3 2.3 

H23 2.6 2.2 

H24 2.7 2.7 

H25 2.6 2.0 

H26 2.6 1.9 

H27 2.4 1.9 

H28 2.7 2.0 

H29 1.5 1.5 

 

C.2 水質検査の実施ならびに水質基準の保持 
平成 20年度～29年度における特定建築物の給

水末端を対象とした水質検査実施ならびに水質

基準の不適合率を表 6-2 に示す。平成 29 年度に

水質検査が未実施であった施設は 2.7%、水質基

準が不適合であった施設は 0.5%であり、いずれ

も過去 10 年間で最も低い値となった。平成 28 年

度以前においては、前者は 5.3～7.1%、後者は 0.6
～0.9%の範囲となっており、特に水質検査の実施

状況は例年より大幅に改善された。 
なお、平成 29 年度における用途別の不適合率

を比較すると、水質検査が未実施であった施設の

割合は興行場 2.6%、百貨店 2.1%、店舗 3.5%、事

務所 1.8%、学校 1.7%、旅館 5.6%、その他 3.5%
であった。また、水質基準が不適合であった施設

の割合は興行場 0.3%、百貨店 0.7%、店舗 0.6%、



- 123 - 
 

事務所 0.4%、学校 0.2%、旅館 0.8%、その他 0.5%
であった。 
表 6-2 特定建築物における水質検査の実施ならびに

水質基準の適合状況 

年度 

水質検査の 

未実施率 

[%] 

水質基準の 

不適合率 

[%] 

H20 6.8 0.6 

H21 7.1 0.8 

H22 5.8 0.9 

H23 5.4 0.6 

H24 5.3 0.6 

H25 5.6 0.6 

H26 6.2 0.7 

H27 6.0 0.7 

H28 5.3 0.6 

H29 2.7 0.5 

 
C.3 貯水槽の清掃 
平成 20年度～29年度における特定建築物の貯

水槽を対象とした清掃の不適合率を表6-3に示す。

平成 29 年度に貯水槽清掃が未実施であった施設

は 1.0%であり、過去 10 年間で最も低い値となっ

た。平成 28 年度以前においては 1.6～2.7%の範囲

となっており、例年より大幅に改善された。 
なお、平成 29 年度における用途別の不適合率

を比較すると、貯水槽清掃が未実施であった施設

の割合は興行場 0.3%、百貨店 0.5%、店舗 1.2%、

事務所 0.8%、学校 0.4%、旅館 2.5%、その他 0.7%
であった。 
表 6-3 特定建築物における貯水槽清掃の実施状況 

年度 

貯水槽清掃の 

未実施率 

[%] 

H20 1.9 

H21 2.0 

H22 2.4 

H23 2.7 

H24 2.4 

H25 1.9 

H26 2.0 

H27 2.0 

H28 1.6 

H29 1.0 

 
D. 考察 
平成 29 年度において、全国 45,679 施設の特定

建築物のうち遊離残留塩素の検査が未実施であ

った施設は 1.5%、水質検査が未実施であった施

設は 2.7%であり、いずれも過去 10 年間で最も低

い割合であった。単純な比較はできないものの、

前項の簡易専用水道における未受検率は、定期的

な法定検査の受検が義務づけられているにも関

わらず 20%超となっており、特定建築物の給水管

理に係る各検査の実施は、簡易専用水道よりも望

ましい状況にあると言える。特定建築物の用途別

に比較すると、遊離残留塩素検査および水質検査

の未実施率が平均より高かった施設は共通して

おり、店舗が 2.5%および 3.5%、旅館が 2.9%およ

び 5.6%、その他が 2.6%および 3.5%であった。各

用途の施設に対する、遊離残留塩素検査および水

質検査実施のさらなる向上にむけた取組みが必

要と思われる。 
 一方、遊離残留塩素の含有率については、平成

29 年度において、検査を実施した特定建築物施

設のうち 1.5%が不適合であった。これは過去 10
年間で最も低い値であったものの、簡易専用水道

検査における不適合内容のうち、残留塩素に係る

不適合率は0.5%～0.9%の範囲（平成25～29年度）
3)であることから、特定建築物の給水末端におけ

る残留塩素の保持に関して課題があると考えら

れる。なお、小規模貯水槽水道における残留塩素

に係る不適合率は 1.5%～3.0%の範囲（平成 25～
29 年度）3)であった。用途別の不適合率を比較す

ると、学校のみ 2.7%と高く、他の用途は 1.5%以

下であった。学校施設においては夜間や休日に給

水設備が未使用となり、長時間の水の滞留によっ

て、遊離残留塩素が低減ないし消失しやすい状況

にあると推定される。 
また、水質検査結果の不適合率については、平

成 29 年度において 0.5%であった。これも過去 10
年間で最も低い値であったものの、簡易専用水道

検査における不適合内容のうち、残留塩素以外の

水質項目に係る不適合率は、臭気が 0.00～0.07%、
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味が0.00～0.06%、色が0.01～0.08%、色度が0.07%
～0.24%、濁度（濁りを含む）が 0.03～0.23%の範

囲（いずれも平成 25～29 年度）3)となっている。

今回参照した衛生行政報告例では、どの水質基準

項目が不適合であったか明記されていないため、

特定建築物の給水管理において課題となる水質

項目について精査する必要があると考えられる。 
 貯水槽の清掃については、平成 29 年度に未実

施であった施設は 1.0%であり、過去 10 年間で最

も低い値となった。平成 28 年度以前は 1.6～2.7%
の範囲となっており、例年より大幅に改善された。

用途別の不適合率を比較すると、平均より高かっ

た施設は店舗が 1.2%、旅館が 2.5%であった。旅

館業においては先述のように遊離残留塩素およ

び水質検査の未実施率も高い状況にあるため、さ

らなる改善が必要であると考えられる。 
 
E. 結論 
本邦の 45,679 施設の特定建築物のうち、平成

29 年度において遊離残留塩素の検査が未実施で

あった施設は 1.5%、水質検査が未実施であった

施設は 2.7%であり、いずれも過去 10 年間で最も

低い割合であった。店舗・旅館・その他の用途に

おける未実施率が比較的高いため、各施設に対し

て遊離残留塩素検査および水質検査実施のさら

なる推進が必要である。特定建築物の遊離残留塩

素の含有率については、平成 29 年度において

1.5%が不適合となり、過去 10 年間で最も低い割

合であった。用途別では学校のみ 2.7%と高く、

他の用途は 1.5%以下であり、要因として学校施

設における夜間や休日の滞水が考えられた。貯水

槽の清掃については、平成 29 年度に未実施であ

った施設は 1.0%であり、これも過去 10 年間で最

も低い割合となった。このように、既往の特定建

築物においては、遊離残留塩素検査および水質検

査といった給水水質の管理状況、ならびに、貯水

槽の清掃状況はいずれも良好であった。 
 
F. 参考文献 
1) 厚生労働省：衛生行政報告例 
https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/36-19.html 

2) 総務省統計局：衛生行政報告例 
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1 
&toukei=00450027&tstat=000001031469 

3) 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課：貯水槽水

道及び飲用井戸等に係る衛生管理状況調査（平

成 29 年度） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/0004945

69.pdf 
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6-2 貯水槽水道における受検状況の確認 
A. 研究目的 
中規模建築物においては、建築物衛生法に規定

される「建築物環境衛生管理基準」に従って貯水

槽の衛生管理および飲料水の水質管理を行う義

務は課せられていないものの、有効容量 10m3を

超える貯水槽を有する建築物においては、水道法

に規定される簡易専用水道管理基準に従って貯

水槽の衛生管理、水質管理を行うこと（水道法第

34 条の 2 第 1 項）、年１回登録検査機関の検査を

受けること（水道法第 34 条の 2 第 2 項）が義務

づけられている。さらに、有効容量 10m3以下の

貯水槽についても、自治体によっては条例等によ

り簡易専用水道に準じた維持管理を管理者に求

めている場合がある。しかしながら、中規模建築

物における貯水槽の衛生管理や水質管理につい

ての管理状況は明確でない。 
ここでは、水道法に基づく簡易専用水道施設や、

水道法適用外の小規模貯水槽水道施設の衛生管

理や水質管理に関する状況と比較することで、中

規模建築物における給水水質管理および貯水槽

衛生管理の課題について考察を行った。 
 
B. 研究方法 
 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課より近年の

簡易専用水道（有効容量 10m3 超）ならびに小規

模貯水槽水道（有効容量 10m3 以下）を対象とし

た登録検査機関による検査の受検率等の情報 1)

を入手し、受検状況の推移について把握、課題点

を取りまとめた。 
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C. 結果 
平成 20 年度～29 年度の 10 年間における簡易

専用水道の法定検査受検率および検査指摘率を

表 6-4 に、小規模貯水槽水道の検査受検率および

検査指摘率を表 6-5 にそれぞれ示す。平成 29 年

度における簡易専用水道の施設数は全国で

207,808 施設、うち検査を実施した施設数は

162,565 施設であり受検率は 78.2%となった。こ

れは直近の平成27,28年度と同程度ではあるもの

の、平成 17 年度以降、継続して 8 割以下の受検

率にとどまった。検査における指摘率（管理基準

逸脱等の指摘があった施設の割合）は 22.4%とな

り、過去 10 年間を通じて漸減する傾向が継続し

ていた。 
 一方、平成 27 年度における小規模貯水槽水道

の施設数は全国で 829,524 施設、うち検査を実施

した施設数は 27,677 施設であり受検率は 3.3%と

なり、過去 10 年間でほぼ横ばいであった。検査

指摘率は 24.3%であり、過去 10 年間で最も低い

割合となった。 
 
表 6-4 簡易専用水道における法定検査受検ならびに

検査指摘の状況 

年度 検査受検率[%] 
検査指摘率 

[%] 

H20 80.0 34.7 

H21 79.0 27.7 

H22 79.8 27.3 

H23 79.4 25.3 

H24 78.7 26.2 

H25 76.5 25.5 

H26 76.4 24.2 

H27 78.3 23.8 

H28 78.4 23.3 

H29 78.2 22.4 

 
表 6-5 小規模貯水槽水道における検査受検ならびに

検査指摘の状況 

年度 検査受検率[%] 
検査指摘率 

[%] 

H20 2.6 31.1 

H21 3.0 34.6 

H22 3.2 32.1 

H23 3.0 32.4 

H24 3.2 29.3 

H25 3.0 28.4 

H26 3.1 28.3 

H27 3.2 26.9 

H28 3.1 25.4 

H29 3.3 24.3 

 

D. 考察 
 有効容量 10m3を超える貯水槽水道は水道法に

より簡易専用水道と位置付けられ、定期的な法定

検査の受検が義務づけられているものの、受検率

は 8 割を下回っている状況にあり、法定検査を受

けていない施設が全国で 45,243 施設存在するこ

とが確認された。また、受検施設における指摘率

は漸減傾向にあるものの、直近では 22.4%の施設

が衛生管理状況に関する指摘を受けており、各施

設における日常的ならびに定期的な管理水準の

向上が課題である。とりわけ、衛生行政担当部局

と水道事業者の間で簡易専用水道施設の所在地

情報の共有が行われていない自治体が散見され

るため 1)、各関係組織における情報共有を促進し、

衛生行政担当部局による法定検査の受検指導等

を効果的に行うことで、受検率ならびに管理水準

の向上をはかることが望まれる。 
一方、法定検査の受検義務が水道法上は定めら

れていない小規模貯水槽水道（有効容量 10m3以

下）については、3％程度の受検率で推移してい

ること、指摘率は簡易専用水道と同様に漸減傾向

にあるものの、簡易専用水道よりも高い値である

こと、施設数が簡易専用水道の 4 倍以上存在する

ことから、衛生管理上の課題が大きいものと考え

られた。多くの自治体において条例や要綱を制定

し小規模貯水槽水道に対する指導を行っており、

その割合は都道府県では 89%、保健所設置市では

98%、特別区では 100%に上った。一方、保健所

未設置市での制定は 56%にとどまった 1)。各条例

や要綱においては、努力義務となっている場合が

少なくないものの、各自治体において貯水槽の衛

生管理水準の向上に向けた取組みをさらに推進

することが望まれる。 
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E. 結論 
 中規模建築物に対しても、特定建築物に準じる

形で、定期的な遊離残留塩素検査ならびに水質検

査、貯水槽清掃を義務づけることが、飲料水に係

る安全性の確保の面から望ましいと考えられる。

一方、水質検査の項目数については、上流側であ

る公共水道あるいは専用水道において水道法に

基づいた定期的な水質検査が行われていること

を考慮すれば、建物内の給水装置に由来して増加

する可能性がある項目（鉛・鉄・銅）、ヒトの急

性的な健康影響に関連する項目（一般細菌、大腸

菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素）、

水道水の基本的な性状に関連する項目（有機物

(TOC)、pH 値、味、臭気、色度、濁度）等に限定

することも一案であろう。なお、東京都福祉保健

局による簡易専用水道を対象とした水質検査の

指導では、毎日検査（色、濁り、におい、味）、毎

週 1 回以上（残留塩素濃度）、毎年 1 回以上（一

般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物（TOC）、
pH 値、味、臭気、色度、濁度）を上乗せで設定

している 2）。これらは、中規模建築物における水

質検査項目としても参考になると思われる。 
 
F. 参考文献 
1) 厚生労働省医薬・生活衛生局水道課：貯水槽水

道及び飲用井戸等に係る衛生管理状況調査（平

成 29 年度） 
https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000494
569.pdf 

2) 東京都福祉保健局：簡易専用水道の情報 
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kankyo/s
uido/jouhou.html 

 
 
6-3 中規模建築物における給水に係る衛生管理

のアンケート調査 
A. 研究目的 
 中規模建築物においては、建築物衛生法に規定

される「建築物環境衛生管理基準」に従って貯水

槽の衛生管理および飲料水の水質管理を行う義

務は課せられていないものの、多数の者が使用、

利用するものについては努力義務が課せられて

おり、当該基準に従って維持管理をするように努

めなければならないとされている（建築物衛生法

第 4 条第 3 項）。しかしながら、中規模建築物に

おける貯水槽の衛生管理や水質管理についての

管理状況は明確でない。 
そこで令和元年度においては、中規模建築物に

おける給水（飲料水、雑用水、貯水槽）の管理状

況と課題を、実際に給水の衛生管理に関わる業者

へのアンケート調査により明らかにすることを

目的とした。 
 
B. 研究方法 
 厚生労働科学研究厚生労働科学研究費補助金

「建築物環境衛生管理基準の検証に関する研究」

（研究代表者 国立保健医療科学院 林基哉）との

合同により、公益社団法人全国ビルメンテナンス

協会会員企業を対象として、平成 30 年 9 月およ

び令和 2 年 1 月において、中規模建築物の衛生状

態の実態把握に関するアンケート調査を実施し

た。アンケート調査を配付した企業は、事前の予

備調査により中規模建築物の衛生管理に関する

業務受託の実績があると回答した全国の 1047 社

とした。 
当該のアンケートでは、①各会員企業が受託し

ている建築物数と受託業務、②受託業務が多い中

規模建築物の諸元（所在地、延床面積、主たる特

定用途、建築物環境衛生管理技術者の関与、業務

の受託状況）③各受託業務における衛生管理状況

（実施の有無、頻度等）、④衛生状態に関するク

レーム有無を回答項目とした。なお、③のうち給

水の管理については、飲料水および雑用水ごとに

水質検査の項目数と頻度、遊離残留塩素の検査頻

度、貯水槽の清掃頻度、貯水槽の点検・検査の実

施頻度（令和元年調査のみ）に関する回答を求め

た。有効回答を集計し、中規模建築物における給

水の管理状況を把握、課題点を抽出した。 
 
C. 結果および考察 
C.1 アンケートの回収状況および中規模建築物

の件数と用途 
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会会員

企業を中心に、1 回目および 2 回目の調査を合わ

せて、全国の 413 社より回答を得た。アンケート

の回収率は 39.4%であった。各社が業務を受諾す

る中規模建築物は、全国合計で 886 件に上った。  
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C.2 飲料水・水質検査の実施項目数 
図6-1に飲料水を対象とした水質検査の実施項

目数を用途別に示す。多くの建築物において 10-
14 項目の水質検査が実施されており（253 件）、

特に 11 項目の実施が多かった（173 件）。特定建

築物を対象とした建築物環境衛生管理基準 1)で

は、6 ヶ月以内に１回、16 項目の水質検査一般細

菌、大腸菌、鉛及びその化合物※、亜硝酸態窒素、

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、亜鉛及びその化合

物※、鉄及びその化合物※、銅及びその化合物※、

塩化物イオン、蒸発残留物※、有機物（全有機炭

素（TOC）の量）、pH 値、味、臭気、色度、濁度）

が義務づけられている。なお、※を付した 5 項目

については、水質基準に適合していた場合は、そ

の次の回の水質検査時に省略可能とされている。

このため、特定建築物に準じて、11 項目の水質検

査が多く行われていたと考えられる（ただし、建

築物環境衛生管理基準に沿えば、検査を省略した

回の次の検査時には当該項目の検査を実施する

必要がある）。 
次に多かったのが 15-19 項目の実施（60 件）で

あり、その大半は 16 項目であった（48 件）。20
項目以上が実施されている建築物は 33 件であり、

大部分は 28 項目を実施していた（23 件）。上記

の 16 項目に加えて、1 年以内に一回、6 月 1 日か

ら 9 月 30 日の期間に実施が求められている消毒

副生成物等 12 項目（シアン化物イオン及び塩化

シアン、塩素酸、クロロ酢酸、クロロホルム、ジ

クロロ酢酸、ジブロモクロロメタン、臭素酸、総 

図 6-1 飲料水の水質検査項目数 

トリハロメタン、トリクロロ酢酸、ブロモジクロ

ロメタン、ブロモホルム、ホルムアルデヒド）の

水質検査が、特定建築物と同様に実施されていた

と推察される。 
一方、検査項目が 10 項目未満、あるいは未実

施となる建築物も多く見受けられた。特に一部の

学校等や事務所、店舗において検査項目が十分で

ない件数が多い点に留意が必要である。 
C.3 飲料水・水質検査の実施頻度 
図6-2に飲料水を対象とした水質検査の実施頻

度を用途別に示す。ほとんどの場合、12 ヶ月に 1
回（222 件）あるいは 6 ヶ月に 1 回（134 件）の

実施であった。前項にて記したように、特定建築

物の場合は 16 項目を 6 ヶ月以内に 1 回実施する

ことが求められており、中規模建築物においては、

同程度またはそれ以下となる頻度で検査が行わ

れていた。ただし、水道法に定める簡易専用水道

（貯水槽の有効容量の合計が 10ｍ3超）の法定検

査として水質検査を実施する場合には、実施頻度

は年1回以上となる 2)。また、前項とも関わるが、

5 項目（臭気、味、色、色度、残留塩素）の水質

検査を行うこととされている。当該の中規模建築

物の給水に関する衛生管理が、特定建築物に準じ

ているのか、あるいは、水道法の簡易専用水道に

沿っているのか、さらに確認する必要があると考

えられる。 

図 6-2 飲料水の水質検査頻度 
C.4 飲料水・遊離残留塩素の検査頻度 
 図6-3に飲料水を対象とした遊離残留塩素の検

査頻度を用途別に示す。多くの場合、特定建築物

を対象とした建築物環境衛生管理基準に示され
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る 7 日以内ごとに 1 回の検査頻度にて実施され

ていた（168 件）。うち 3 件は、毎日検査が行われ

ており、自治体による上乗せの指導、あるいは、

水道法に定める専用水道に該当する可能性が考

えられた。一方、検査頻度が週 1 回未満である建

築物も見受けられた。また、貯水槽がないため遊

離残留塩素の検査を実施していない建築物も多

く報告された（188 件）。 

図 6-3 飲料水の遊離残留塩素の検査頻度 
C.5 貯水槽の清掃頻度 
図6-4に飲料水用貯水槽の清掃頻度を用途別に

示す。ほとんどが 12 ヶ月に 1 回の実施であり 

図 6-4 飲料水用貯水槽の清掃頻度 
 

（396 件）、一部は 6 ヶ月に 1 回以上の頻度であ

った（35 件）。環境衛生管理基準では貯水槽の清

掃を１年以内ごとに 1 回実施することが示され

ており、それに準じた管理が行われていた。ただ

し、一部の建築物において未実施であり（67 件）、

貯水槽の衛生管理を周知徹底する必要が認めら

れた。 
C.6 貯水槽の点検・検査頻度 
図 6-5 に飲料水用貯水槽の点検・検査頻度を用

途別に示す。貯水槽の点検・検査は、建築物環境

衛生管理基準には実施が位置づけられていない

ものの、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に

係る技術上の基準 3)において、定期的に点検し必

要に応じて補修を行うことが求められている。 
貯水槽の点検・検査は中規模建築物のうち 204

件（ただし令和 2 年調査の 476 件中）で年 1 回以

上実施されており、その大半は 12 ヶ月に 1 回

（120 件）であったが、1 ヶ月に 1 回実施も 60 件

に上った。自治体によっては 1 ヶ月に 1 回程度、

貯水槽およびその周囲の点検実施を指導してい

る場合があり、その取組みが反映された可能性が

ある。一方、過半数の建築物は未実施または未回

答であり、貯水槽の損傷や経年劣化など、水の汚

染防止に必要な措置が定期的に講じられていな

い状況にあることが推察された。 

図 6-5 飲料水用貯水槽の点検検査頻度 
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C.7 雑用水における給水の衛生管理状況 
 飲料水と比較して、雑用水を対象とした給水の

衛生管理の実施件数は大幅に少なかった。アンケ

ート調査とした中規模建築物のうち、雑用水の給

水系統を所有する件数が限られていたと推察さ

れた。 
水質検査の実施は計 41 件であり、検査頻度は

2 ヶ月に 1 回（19 件）あるいは 12 ヶ月に 1 回（16
件）が大部分であった。前者は、建築物環境衛生

管理基準にて 2 ヶ月以内に 1 回の実施が求めら

れている、大腸菌および濁度が該当すると考えら

れた。 
遊離残留塩素の検査は、多くの場合建築物環境

衛生管理基準に沿って 1 週間に 1 回（22 件、31
件中）実施されていたものの、検査頻度が少ない、

あるいは未実施の場合も見受けられた。 
雑用水槽の清掃の実施は、建築物環境衛生管理

基準には明示されておらず、また、点検など水が

汚染されるのを防止するため必要な措置の実施

は、随時とされている。前者は 53 件にて実施さ

れ、12 ヶ月に 1 回（38 件）、後者は 15 件にて実

施され、1 ヶ月に 1 回から 12 ヶ月に 1 回まで、

実施頻度は様々であった。 
雑用水は人の飲用に供するものではないもの

の、散水やトイレ用水、修景用水などとして用い

られ、利用者がその飛沫に曝露される可能性も想

定されることから、遊離残留塩素の検査や貯水槽

の点検など、適切な衛生管理の実施が求められる。 
 
D. 結論 
 中規模建築物における給水に関する管理は、一

部で特定建築物と同程度の水準であったものの、

特に遊離残留塩素の検査や貯水槽の清掃、点検お

よび検査について、多くの建築物では不十分な実

施状況にあると判断された。 
わが国では過去に不適切な給水の衛生管理に

よる健康被害が発生していることより、中規模建

築物においても管理水準を向上することが必要

であると考えられた。 
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